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第一部 【証券情報】

(1) 【ファンドの名称】

アーカス・ジャパン・ロング／ショート・ファンド(Arcus Japan Long/Short Fund)(以下「ファンド」とい

う。)(「アーカス・ジャパン・エル／エス・ファンド」と称することがある。)

(2) 【外国投資信託受益証券の形態等】

記名式無額面受益証券(追加型)で、課される管理報酬および実績報酬の適否、通貨ならびに取得可能な投資者

のカテゴリーが異なる「リテイル・クラス」、「インスティテューショナル・クラス」、「インターナショナ

ル・クラス」および「リストリクティッド・クラス」のクラス証券が発行される。リテイル証券とはリテイル・

クラス証券を意味し、日本円で申込みが行われる。インスティテューショナル証券とは、インスティテューショ

ナル・クラス証券を意味し、日本円、米ドルおよびユーロで申込みが行われる。インターナショナル証券とは、

インターナショナル・クラス証券を意味し、日本円、米ドルおよびユーロで申込みが行われる。リストリク

ティッド証券とはリストリクティッド・クラス証券を意味し、日本円で申込みが行われる。このうち、日本で募

集が行われるのは、リテイル証券(以下「受益証券」または「ファンド証券」という。)のみである。ファンド証

券について、ＲＢＳ(ルクセンブルグ)エス・エイ(RBS (Luxembourg) S.A.)(以下「管理会社」という。)の依頼

により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もし

くは閲覧に供される予定の信用格付はない。

(3) 【発行（売出）価額の総額】

1,000億円を上限とする。

(注１)　ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設定されているが、ファンド証券は円建てのため、以下の金額表示は

別段の記載がない限り円をもって行う。

(注２)　本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。

また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨

五入してある。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。

(4) 【発行（売出）価格】

管理事務代行会社(下記に定義される。)を通じて管理会社により買付申込みが受領された評価日の翌評価日に

計算される受益証券１口当りの純資産価格

(注)　「評価日」とは、ルクセンブルグ、ロンドンおよび東京における銀行営業日をいう。

発行価格は(8)記載の申込取扱場所に照会することができる。

(5) 【申込手数料】

日本国内における申込手数料は、以下の通りである。

 

申込口数  申込手数料

10口以上　　３万口未満  申込金額の3.15％
(注) (税抜3.0％)

３万口以上　10万口未満  申込金額の2.625％
(注) (税抜2.5％)

10万口以上  申込金額の2.10％
(注) (税抜2.0％)

(注)　手数料率は、手数料率(税抜)にかかる消費税および地方消費税に相当する料率(５％)を加算した料率を表記してい

る。手数料率は、消費税率に応じて変更となることがある。８％となった場合には、当該料率に応じた手数料とな

る。以下同じ。
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(6) 【申込単位】

10口以上１口単位

(7) 【申込期間】

平成25年11月30日(土曜日)から平成26年11月28日(金曜日)まで

評価日に限り、申込みの取扱いが行われる。

ただし、評価日の翌営業日が、ルクセンブルグまたはロンドンの銀行営業日でない場合は、申込みの取扱いが

行われない。

(注)　申込期間は、上記期間の終了前に有価証券届出書を提出することにより更新される。

(8) 【申込取扱場所】

東京都千代田区丸の内二丁目５番２号

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

(以下「販売会社」ということがある。)

(注)　上記販売会社の日本における本支店において、申込みの取扱いを行う。

(9) 【払込期日】

投資者は、申込注文の成立を販売会社が確認した日(以下、「約定日」という。)から起算して日本での４営業

日目までに申込金額および申込手数料を販売会社に支払うものとする。

(10)【払込取扱場所】

東京都千代田区丸の内二丁目５番２号

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

各申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、適用ある評価日から起算して５営業日以内の日(以下「払

込期日」という。)に保管受託銀行のファンド口座に円で払い込まれる。

(11)【振替機関に関する事項】

該当なし。

(12)【その他】

(a) 申込証拠金

なし。

(b) 引受等の概要

(ⅰ)販売会社は、アーカス・インベストメント・リミテッド(Arcus Investment Limited)(以下「総販売会

社」という。)との間の、日本におけるファンド証券の販売および買戻しに関する平成23年２月17日付受益

証券販売・買戻契約に従い、ファンド証券の募集を行う。

(ⅱ)販売会社は、直接または販売会社以外の販売取扱会社(以下販売会社とともに「販売取扱会社」という。)

を通じて間接に受けたファンド証券の買戻請求のバンク・プリベ・エドモンド・ド・ロスチャイルド・ヨー

ロッパ(Banque Privée Edmond de Rothschild Europe)(以下「管理事務代行会社」という。）への取次ぎを

行う。

(ⅲ)管理会社は、平成11年３月31日付代行協会員契約(平成23年２月17日付の管理会社、アーカス・インベス

トメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(Arcus Investment (Luxembourg) S.A.)(以下「旧管理会社」とい

う。)および三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社との間の代行協会員契約更改契約により更改

済。)に従い、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社をファンドに関して日本における管理会社の

代行協会員に指定している。
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(注)　代行協会員とは、外国投資信託証券の発行者と契約を締結し、１口当りの純資産価格の公表を行い、また決算

報告書その他の書類を日本証券業協会および販売取扱会社に提出または送付する等の業務を行う会社をいう。

(c) 申込みの方法

ファンド証券の申込みを行う投資者は、販売取扱会社と外国証券の取引に関する契約を締結する。このた

め、販売取扱会社は「外国証券取引口座約款」その他所定の約款(以下「口座約款」という。)を投資者に交付

し、投資者は口座約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨の申込書を提出する。申込金額は円貨で支払うも

のとする。

申込金には利息をつけない。

申込金額は、販売会社により各払込期日に保管受託銀行のファンド口座に円で払い込まれる。

(d) 日本以外の地域における発行

本募集に並行して、ヨーロッパを中心とした海外(アメリカ合衆国を除く。)でアメリカ合衆国国民および同

国居住者以外の者(アメリカ合衆国証券法および投資会社法の登録要件を免除された適格アメリカ合衆国の機

関で管理会社の同意ある場合を除く。)に対してのみファンド証券の販売が行われる。
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第二部 【ファンド情報】

第１ 【ファンドの状況】

１ 【ファンドの性格】

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】

アーカス・インベストメント・リミテッドを設立発起会社として、ルクセンブルグ大公国(以下「ルクセン

ブルグ」という。)の法律に基づき契約型投資信託として組成された、アーカス・ジャパン・ロング／ショー

ト・ファンド(Arcus Japan Long/Short Fund)(以下「ファンド」という。また「アーカス・ジャパン・エル／

エス・ファンド」と称することがある。)は、管理会社および保管受託銀行との間で締結された契約(以下「約

款」という。)に基づき設立された有価証券およびその他の認可資産(以下「有価証券」という。)を共有する

オープン・エンド型の共有持分型投資信託であり、共同保有者(以下「受益者」という。)の利益のため管理会

社により運用される。

ファンドの資産は、管理会社の資産および管理会社により運用されるその他の投資信託の資産と区別され

る。

ファンドは、2010年12月17日の投資信託に関する法律(以下「2010年法」という。)のパートⅠの規定に基づ

き、規制された投資信託として資格を有している。ファンドは、当初ルクセンブルグの2002年12月20日の投資

信託に関する法律(改正済)(以下「2002年法」という。)のパートⅡに基づき設定された。投資予定者は、投資

前にファンドへの投資を許可されているか確認し、不確実な場合においては、専門家の助言を得るべきであ

る。

約款にしたがって、管理会社の取締役会(以下「取締役会」という。)は追加のクラスの受益証券の発行を決

定することができ、それらの資産は共同して投資されるが、異なる申込手数料、転換手数料、買戻手数料、管

理報酬および実績報酬ならびに販売手数料もしくは分配方針またはその他の固有の特性が適用される。ファン

ド証券は、いつでも管理会社により、純資産価格で販売され、受益者の要求に応じて随時、その時の純資産価

格で買戻される仕組となっている。

ファンド証券の発行限度額についての定めはなく、随時発行することができる。

ファンドの投資目的は、日本企業のフェアバリュー(公正価値)に着目し、投資を行うことによって、日本の

株式市場全般のボラティリィティと比べ安定的で、かつ長期的なファンド資産の成長を目指すことにある。

 

(2) 【ファンドの沿革】

平成11年３月23日　旧管理会社設立

平成11年３月26日　ファンド約款締結

平成11年４月９日　ファンドの改訂約款締結(平成11年４月19日効力発生)

平成11年４月28日　ファンドの運用開始

平成16年11月10日　管理会社設立

平成17年２月23日　ファンドの改訂約款締結(平成17年３月４日効力発生)

平成20年11月14日　ファンドの改訂約款締結(平成20年11月28日効力発生)

平成22年５月20日　ファンドの改訂約款締結(平成22年６月24日効力発生)

平成23年２月３日　ファンドの改訂約款締結(平成23年２月28日効力発生)

平成25年１月16日　ファンドの改訂約款締結(平成25年１月31日効力発生)
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(3) 【ファンドの仕組み】

①　ファンドの仕組み
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②　管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要

 

名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要

ＲＢＳ(ルクセンブルグ)エス・エイ

(RBS (Luxembourg) S.A.)

管理会社 平成25年１月16日付(平成25年１月31日

効力発生)で保管受託銀行との間でファ

ンド約款を締結。ファンドの資産の運用

管理、ファンド証券の発行、買戻し等に

ついて規定している。

バンク・プリベ・エドモンド・ド・ロスチャ

イルド・ヨーロッパ

(Banque Privée Edmond de Rothschild

Europe)

保管受託銀行ならびに

管理事務・登録事務・

名義書換および支払事

務代行会社

平成24年８月27日付(平成24年８月31日

効力発生)で管理会社との間で保管およ

び業務契約(注１)を締結。ファンド資産

の保管業務ならびに管理事務・登録事

務・名義書換および支払事務代行業務な

どについて規定している。

アーカス・インベストメント・リミテッド

(Arcus Investment Limited)

投資運用会社および総

販売会社

平成23年２月３日付(平成23年２月28日

効力発生)で管理会社との間で投資運用

契約(注２)を締結。ファンド資産の投資

運用業務等について規定している。

平成23年２月３日付および平成23年２月

28日効力発生で管理会社との間で総販売

契約を締結。総販売業務について規定し

ている。

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会

社

日本における代行協会

員および販売会社

平成11年３月31日付で旧管理会社との間

で代行協会員契約（平成23年２月17日付

(平成23年２月28日効力発生)の管理会社

および旧管理会社との間の代行協会員契

約更改契約により更改済。)(注３)なら

びに平成23年２月17日付(平成23年２月

28日効力発生)で総販売会社との間で受

益証券販売・買戻契約(注４)を締結。日

本における代行協会員業務およびファン

ド証券の販売・買戻し業務について規定

している。

(注１)　保管および業務契約とは、ファンド約款の規定に基づき、管理会社によって資産の保管会社として任命された保

管受託銀行が有価証券の保管、引渡しおよび登録等ファンド資産の保管業務等を行うことを約し、また管理会社

によって任命された管理事務・登録事務・名義書換および支払事務代行会社が、記録の維持、券面の処分、申込

みおよび買戻しの取扱いならびに純資産価格の計算等を行うことを約する契約をいう。

(注２)　投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、ファンド資産の投資、再投資に関して、投資

方針および投資制限に従ってファンド資産の日々の運用を行うことを約する契約をいう。

(注３)　代行協会員契約とは、管理会社によって任命された日本における代行協会員がファンド証券に関する目論見書の

配布、ファンド証券１口当りの純資産価格の公表ならびに日本の法令および日本証券業協会規則により作成を要

する運用報告書等の文書の配布等を行うことを約する契約をいう。

(注４)　受益証券販売・買戻契約とは、ファンド証券を販売会社が日本の法令・規則およびファンドの目論見書に準拠し

て販売することを約する契約をいう。

 

③　管理会社の概要

(ⅰ)設立準拠法

管理会社は、ルクセンブルグ1915年８月10日付商事会社法(改正済)(以下「1915年商事会社法」とい

う。)に基づき、ルクセンブルグにおいて平成16年11月10日に設立された。
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1915年商事会社法は、設立、運営、株式の募集等商事会社に関する基本的事項を規定している。管理会

社は、2010年法第15章のもとで、投資信託の管理会社としての資格を有している。

(ⅱ)事業の目的

譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(「UCITS」)に関する法律、規則および管理規定との調整

をはかる2009年７月13日付欧州共同体閣僚理事会通達(2009/65/EC)(改正済)(以下「UCITS通達」とい

う。)にしたがって認可されたUCITSおよびその他の投資信託(「UCI」)の創設、販売、管理および運用を

行う。

さらに一般的に、管理会社は、2010年法第15章、パートⅣに規定される制限の範囲内で、その目的の達

成に、直接または間接的に関係があり、有益かつ必要とみなされるあらゆる活動を行うことができる。

(ⅲ)資本金の額

管理会社の資本金は1,000万ユーロ(約13億1,870万円)で、平成25年９月末日現在全額払込済である。

なお、１株1,000ユーロ(約131,870円)の記名株式10,000株を発行済である。

(注) ユーロの円貨換算は、平成25年９月30日における株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲

値(１ユーロ＝131.87円)による。以下、ユーロの円金額表示は、別段の記載のない限り、すべてこれによ

る。

(ⅳ)会社の沿革

平成16年11月10日設立。

(ⅴ)大株主の状況(提出日現在)

 

名称 住所 所有株式数 比率

ロイヤル・バンク・オブ・スコットラン
ド・ピーエルシー

エジンバラ市EH2 2YB、セント・アンド
リュー・スクエア36

9,999株 99.99％

 

(4) 【ファンドに係る法制度の概要】

(ⅰ)準拠法

ファンドの設定準拠法は、ルクセンブルグの民法である。

また、ファンドは2010年法、勅令、ルクセンブルグの金融監督委員会(以下「金融監督委員会」という。)

の通達等の規則に従っている。

(ⅱ)準拠法の内容

①　民法

ファンドは、法人格を持たず、加入者の累積投資からなる財産集合体である。加入者はその投資によっ

て平等に利益および残余財産の分配を請求する権利を有する。ファンドは会社として設立されていないの

で、個々の投資者は株主ではなく、その権利は受益者と管理会社との契約関係に基づいた契約上のもので

あり、この関係は、一般の契約法(すなわち、民法第1101条、1102条、1134条、1710条、1779条、1787条

および1984条)および下記の2010年法に従っている。

②　2010年法

2010年法は、UCITS通達の規定をルクセンブルグ国内法として制定し、また、ルクセンブルグの投資信

託制度についての他の改正を盛り込んだものである。

EDINET提出書類

ＲＢＳ（ルクセンブルグ）エス・エイ(E15216)

有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

  8/221



イ　2010年法は、以下の５つのパートにより構成されている。

パートⅠ－譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(「UCITS」)(以下「パートⅠ」という。)

パートⅡ－その他の投資信託(以下「パートⅡ」という。)

パートⅢ－外国投資信託(以下「パートⅢ」という。)

パートⅣ－管理会社

パートⅤ－譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託およびその他の投資信託に適用される一般規

定(以下「パートⅤ」という。)

2010年法は、パートⅠが適用される「譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託」とパートⅡが適

用される「その他の投資信託」を区分して取り扱っている。

ロ　2010年法のパートⅠに基づき譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(「パートⅠUCITS」)とし

ての適格性を有し、ヨーロッパ連合(以下「EU」という。)のいずれか一つの加盟国内に登録されている

すべてのファンドは、UCITS通達が当該加盟国において施行され、当該他の加盟国の適格地方管轄庁に

適法に通知されている限りEUの他の加盟国において、その株式または受益証券を自由に販売することが

できる。

ハ　2010年法第２条２項は、同法第３条を前提条件として、パートⅠUCITSと見做される投資信託を、以

下のように定義している。

Ａ　公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券および/または2010年法第41条１項に記載されるそ

の他の流動性のある金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一の目的と

する投資信託。

Ｂ　投資信託証券が、所持人の請求に応じて、投資信託の資産から直接または間接に買戻される投資信

託。投資信託証券の証券取引所での価格がその純資産価格と甚しい差異を生じることがないようにす

るためのUCITSの行為は、かかる買戻しに相当すると見做される。

 

(5) 【開示制度の概要】

(1) ルクセンブルグにおける開示

①　金融監督委員会に対する開示

ルクセンブルグ内において、またはルクセンブルグからファンド証券をルクセンブルグ内外の公衆に対

し公募する場合は、金融監督委員会への登録およびその承認が要求される。この場合、目論見書、年次報

告書および半期報告書等を金融監督委員会に提出しなければならない。

さらに、後記(6)(ⅳ)「財務状況およびその他の情報に関する監督」に記載するように、年次報告書に

含まれている年次財務書類は、ファンドの承認された法定監査人により監査され、金融監督委員会に提出

されなければならない。ファンドの承認された法定監査人は、アーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・

アノニム(Ernst & Young Société Anonyme)、ルクセンブルグ事務所である。さらに、ファンドは、ルク

センブルク金融庁(現金融監督委員会)の1997年６月13日付通達97/136(直近では2008年４月17日付金融監

督委員会通達08/348により改正済)に基づき、金融監督委員会に対して、月次報告書を提出することを要

求されている。
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②　受益者に対する開示

ファンドの貸借対照表、財務状況等の記載した監査済年次報告書および未監査半期報告書は、管理会社

および保管受託銀行の登記上の事務所において、受益者はこれを入手することができる。

ルクセンブルグの商業および法人登記所において、約款(その変更を含む。)を閲覧することができ、そ

の写しを無料で入手することができる。

受益者に対するあらゆる通知は、登録された受益者宛に送付され、ルクセンブルグ法により必要な場合

には、メモリアルに公告される。さらに、受益者に対する通知は、管理会社の決定により、ファンド証券

が募集および販売された国々の新聞にも公表することができる。

(2) 日本における開示

①　監督官庁に対する開示

(a) 金融商品取引法上の開示

管理会社は、日本における１億円以上のファンド証券の募集をする場合、有価証券届出書を財務省関

東財務局長に提出しなければならない。投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法(昭和23年

法律第25号。その後の改正を含む。)(以下「金融商品取引法」という。)に基づく有価証券報告書等の

開示書類に関する電子開示システム(以下「EDINET」という。)等を通じてこれを閲覧することができ

る。

ファンド証券の販売取扱会社は、交付目論見書(金融商品取引法の規定により、あらかじめまたは同

時に交付しなければならない目論見書をいう。)を投資者に交付する。また、投資者から請求があった

場合には、請求目論見書(金融商品取引法の規定により、投資者から請求された場合に交付しなければ

ならない目論見書をいう。)を交付する。管理会社は、その財務状況等を開示するために、各事業年度

終了後６か月以内に有価証券報告書を、また、各半期終了後３か月以内に半期報告書を、さらに、ファ

ンドに関する重要な事項について変更があった場合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ財務省関東財

務局長に提出する。投資者およびその他希望する者は、これらの書類をEDINET等を通じて閲覧すること

ができる。

(b) 投資信託及び投資法人に関する法律上の開示

管理会社は、ファンド受益証券の募集の取扱い等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に

関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含む。)(以下「投信法」という。)に従い、ファン

ドに係る一定の事項を金融庁長官に届け出なければならない。また管理会社は、ファンドの約款を変更

しようとするとき等においては、あらかじめ、変更の内容および理由等を金融庁長官に届け出なければ

ならない。さらに管理会社は、ファンドの資産について、ファンドの各計算期間終了後遅滞なく、投信

法に従って、一定の事項につき運用報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。

②　日本の受益者に対する開示

管理会社は、ファンドの約款を変更しようとする場合であって、その変更の内容が重大である場合等に

おいては、あらかじめ、日本の知れている受益者に対し、変更の内容および理由等を書面をもって通知し

なければならない。
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管理会社からの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は販売取扱会社を通じて日本の受益者

に通知される。

ファンドの運用報告書は、日本の知れている受益者に交付される。

 

(6) 【監督官庁の概要】

管理会社およびファンドは、金融監督委員会の監督に服している。

監督の主な内容は、以下の通りである。

(ⅰ)登録の届出の受理

(イ)ルクセンブルグに所在するすべての投資信託は、金融監督委員会の監督に服し、金融監督委員会に登録

しなければならない。

(ロ)EU加盟国の監督官庁により認可されているUCITSは、UCITS通達の要件に適合しなければならない。ルク

センブルグ以外の国で設立されたUCITSは、ルクセンブルグの金融機関をUCITSの支払代理人として任命

し、UCITS所在国の所轄官庁がいわゆる通知手続に基づき金融監督委員会に所定の書類を提出すること

で、ルクセンブルグ国内においてその投資信託証券を販売することができる。UCITS所在国の所轄官庁か

ら金融監督委員会に対して通知が送付された旨の連絡を受けた時に、当該UCITSはルクセンブルグにおい

て販売が可能となる。

アーカス・ジャパン・ロング／ショート・ファンドは、パートⅠの投資信託として設定されている。

(ハ)ルクセンブルグにおいてまたはルクセンブルグから個人投資家に対してその投資信託証券を販売する、

外国法に準拠して設立され、運営されている上記以外の投資信託は、投資者の保護を保証するために法律

により設けられた監督機関による恒久的監督に服す必要がある。さらにこれらの投資信託は、金融監督委

員会が2010年法に規定されるものと同等とみなす監督に服していなければならない。

(ⅱ)登録の拒絶または取消し

投資信託が適用ある法令または金融監督委員会通達を遵守しない場合、承認された法定監査人を有しない

場合またはその承認された法定監査人が受益者に対する報告義務もしくは金融監督委員会に対する開示義務

を怠った場合は、登録が拒絶されまたは取り消されうる。

また、投資信託の役員または投資信託もしくは管理会社の取締役が金融監督委員会により要求される専門

的能力および信用についての十分な保証の証明をしない場合は、登録は拒絶されうる。

登録が拒絶または取消された場合、ルクセンブルグの投資信託の場合は地方裁判所の決定により解散およ

び清算されうる。また、ルクセンブルグ以外の投資信託の場合は、上場廃止となり、かつ個人投資家に対し

ての販売が停止されうる。
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(ⅲ)目論見書等に対する査証の交付

投資信託証券の販売に際し使用される目論見書およびその他の書類は、事前に金融監督委員会に提出され

なければならない。金融監督委員会は、目論見書が適用される法律、勅令および金融監督委員会通達に適合

すると認めた場合には、申請者に対し異議のないことを通知し、目論見書に査定を付す。

(ⅳ)財務状況およびその他の情報に関する監督

投資信託の財務状況ならびに投資者および金融監督委員会に提供された情報の正確性を確保するため、投

資信託は、承認された法定監査人の監査を受けなければならない。承認された法定監査人は、財務状況その

他に関する情報が不完全または不正確であると判断した場合には、その旨を金融監督委員会に報告する義務

を負う。承認された法定監査人は、承認された法定監査人の職務の遂行上知りうるまたは知らなくてはなら

ない事柄について、金融監督委員会が要求するすべての情報(帳簿その他の記録を含む。)を金融監督委員会

に提出しなければならない。
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２ 【投資方針】

(1) 【投資方針】

ファンドの投資目的は、日本企業のフェアバリュー(公正価値)に着目し、投資を行うことによって、日本の

株式市場全般のボラティリィティと比べ安定的で、かつ長期的なファンド資産の成長を目指すことにある。

投資運用会社は、景気後退を乗切る財務面の強さがあり経済回復の局面において利益を上げることができる

と判断される日本企業について、フェアバリュー(公正価値)から割安と判断される銘柄への投資を行い、一方

で割高と判断される銘柄のショートポジションをとり割高修正の過程で生まれる利益で運用成果の向上を目指

す。

投資運用会社は、日本株のロングポジションとショートポジションの期待収益率の差から生じる利益を追求

するため、金融デリバティブ商品を通じて、総合的にショートポジションをとる。なぜなら、これが株式市場

全般の上昇や下落と無関係に運用成果の潜在的な源泉をもたらすからである。

ファンドの純資産の15％までを社債で保有することができ、ファンドの純資産の15％までを世界中の発行体

の有価証券(債券および株式ならびに関連証券)に投資することができる。しかしながら、いかなる時もファン

ドの純資産の15％を超えて債券またはその他の確定利付証券に投資しないものとする。

ファンドは円建てで表示される。

 

(2) 【投資対象】

ファンドの投資は、ファンダメンタル調査を含め、投資運用会社が開発したシステマチックなバリュー投資

の手法に基づき行われる。投資にあたっては、現時点では投資家の人気がない銘柄でも評価の見直しが期待で

きるようなものをさがしだす逆張り戦略の評価モデルを活用してロングおよびショートのポジションがとられ

る。証券の発行会社に次の様な特徴があれば、ファンドの投資対象として魅力的な候補銘柄となる。

(a) 高収益および高配当

(b) 推定される経済価値が時価を上回る場合

(c) 推定される清算価値が時価を上回る場合

(d) 現在は利益が上がらなくても、将来、持続的な利益成長を見込まれる場合

これらの特徴は、ファンドのポートフォリオに意図されるところを示すためのものであって、ある証券の発

行会社が全ての特徴をそなえているということは多くはない。また、他の理由で魅力的と判断される場合に

は、どの特徴もそなえていない発行会社の証券が購入されることもある。

ショートポジションをとる候補銘柄は、一般的に、上述の特徴とは反対の、低収益率や経済価値が低いとい

うような特徴をそなえている。

ファンドは業種間にわたりポートフォリオの分散が維持される。

ファンドの純資産の大部分が、現物株式と、先物、オプション、転換社債、エクイティ・ワラント等の他の

株式連動証券に投資される。残りのファンド純資産は、キャッシュおよび短期マネーマーケット商品のかたち

で保有される。
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これらの株式連動証券の一部およびキャッシュは、スワップ取引の担保として利用されることがある。純資

産の100％相当を限度として、スワップ取引のロングポジションをとることができる。また、純資産の100％相

当を限度として、ファンドの市場へのエクスポージャーをコントロールするために、スワップ取引および先物

の総合的なショートポジションをとることができる。ファンドは、その純資産の250％相当まで総ポジション

(現物株式と株式連動証券のロングポジションに、スワップ取引および先物のポジションを含めてあわせたも

の(キャッシュおよび短期マネーマーケット商品の保有分を除く。))をとることができる。

ファンド資産の運用例を図示すると以下の通りである。

 

 

スワップ取引

日本株への投資に活用されるスワップ取引は、ロングポジションの一部とショートポジションの全てをまか

なうことが期待されている。

ロングおよびショートのポジションをとるスワップ取引に関係して、40％を超えないファンドの純資産が

マージンとして利用される。

ある株式のロングポジションがとられる時に、原資産のポジションの大きさと行使価格が決められる。ファ

ンドは、ポジションの大きさに見合って合意された利率に等しい金額を支払う。また、スワップの原資産に相

当する株式のポジションを保有していたと仮定した場合の総収益に等しい金額を受取るか、総収益がマイナス

である場合は、同額を支払う。

ある株式のショートポジションがとられる時に、原資産のポジションの大きさと行使価格が決められる。

ファンドは、スワップの原資産に相当する株式のポジションを保有していたと仮定した場合の総収益に等しい

金額を支払うか、純資産がマイナスである場合は、同額を受取る。また、ポジションの大きさに見合って合意

された利率に等しい金額を受取る(利率が低い場合、ブローカー手数料はファンドが受取る利息を上回ること

がある。)。
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ファンドは、こうした取引に専門性をもつ一流の金融機関とのみスワップ取引を行う。

各証券への投資割合および投資金額は、投資制限を条件として株式投資の状況に応じて決定される。

投資運用会社が採用するリスク管理体制は、ファンドが投資する株式およびその他の証券の収益および相関

関係の過去のパターンに基づく。かかる過去の記録は、将来のポートフォリオのボラテリティの統計的推定お

よびファンドが保有するポジションの当該ボラテリティへの寄与度の双方の提供に活用される。

取締役会は、ファンドの投資対象および投資方針の大幅な変更または適用手数料の増額を決定する場合は、

一か月(または金融監督委員会が承認したそれよりも短い期間)の事前の通知を、影響を受けるファンドの受益

者に送付する。

受益者の平等な取扱いの原則に従って、およびマーケット・タイミング(「第２　管理及び運営、１　申込

（販売）手続等、(1) 海外における販売手続等」に記載される。)を防止する適切な予防策を講ずる限りにお

いて、投資運用会社は、随時、請求に応じて、潜在的または現在の受益者に対し、ファンドの組入証券の状況

についての過去の情報を提供する。さらに提供される情報の性質についての詳細は、投資運用会社から取得す

ることができる。

 

(3) 【運用体制】

(イ）運用体制

管理会社は、ファンドの運用管理を投資運用会社に委託している。投資運用会社のファンドの運用体制

は、以下に記載の通りである。

 

 

(ロ) 投資運用の意思決定プロセス

ファンドの投資運用方針は、以下のプロセスを通じて決定される。

投資運用および運営を監視する体制を含め、ファンドの投資運用に対する責任は、取締役会が負う。

日々の投資運用業務は、投資運用会社に委託されている。

取締役会は、四半期毎の取締役会において、投資運用会社の活動、投資活動ならびに投資運用および運

営手続きの管理を監視する。
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(ハ) 職務および権限

投資運用会社のファンドの投資運用の意思決定機関である部門または地位にある投資運用部門におい

て、各部門または地位の主要な職務および権限が、社内規則に従って以下の通り設定されている。

 

ファンド・マネージャー 投資運用決定の責任を負う。

主席トレーディング 市場における取引を担当する。

ファンド会計担当 トレーダーが不在時において市場取引を担当する。

上記３名は、それぞれ英国金融行為監督機構の資格を取得している。

 

(ニ) 会議もしくは委員会またはその他の内部組織

上記に記載の通り、取締役会が投資運用会社の投資活動の定期的な精査を行う。
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(4) 【分配方針】

管理会社は、その裁量で、ファンドの純投資収益、純実現・純未実現キャピタル・ゲインおよび分配金を合

理的な水準に維持する必要がある場合は、分配可能な他のファンド資産から分配金を宣言することができる。

前記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではない。

受益証券の購入価格によっては、分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合が

ある。受益証券の購入後のファンドの運用状況により、分配金額より受益証券１口当り純資産価格の値上がり

が小さかった場合も同様である。

分配金支払の結果、ファンドの純資産総額がルクセンブルグ投信法に規定された最低額相当の円金額を下回

ることとなるような場合には分配を行うことができない。

支払期日から５年以内に請求されなかった分配金については、その受益権は消滅し、ファンドに帰属する。

 

(5) 【投資制限】

ファンドの約款(第５条)に従い、ファンド資産の運用にあたり、管理会社またはその代理人は以下の制限を

遵守する。

1.　適格資産への投資

(A)(1) 管理会社は、ファンドのために、以下に掲げるもののみに投資を行う。

a)　適格国
１
の証券取引所への公式の上場が認められている譲渡性のある証券および短期金融商品。

b)　規制ある市場
２
で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品。

c)　適格市場
３
への公式の上場の許可申請が行われ、かつ、かかる許可が発行から１年以内に達成される

ことが発行条件となっている新規発行された譲渡性のある証券および短期金融商品。

d)　加盟国
４
内に所在する場合か否かを問わず、UCITS

５
の受益証券および／またはその他のUCIsの受益証

券。

ただし、下記を条件とする。

－　かかるその他のUCIsは、EU法に規定されるものと同等であるとルクセンブルグ金融監督委員会

(以下「金融監督委員会」という。)がみなす監督に服しており、かつ政府機関との間の協力が十分

に保証されていることを定める法律に基づき認可されていること。

－　かかるその他のUCIsの受益者のための保護水準は、UCITSの受益者のために規定されるものと同

等であり、特に、資産の分離、借入れ、貸付けおよび譲渡性のある証券や短期金融商品の空売りに

関するルールは、UCITS通達の要件と同等であること。
 
１ 「適格国」には、欧州連合(以下「EU」という。)のいずれかの加盟国、経済協力開発機構(以下「OECD」という。)のいずれかの加盟国および管理会

社がファンドの投資目的に関して適切と判断するその他の国が含まれる。かかる区分の適格国には、アフリカ、アメリカ、アジア、オーストラレー

シアおよびヨーロッパの国々を含む。

２ 「規制ある市場」とは、適格国において規制され、営業し、かつ、認知されており一般に対して開放されている市場のことをいう。

３ 「適格市場」とは、公式の証券取引所またはその他の規制ある市場のことをいう。

４　投資制限における「加盟国」とは、2010年法に定義されるものである。

５ 「UCITS」とは、UCITS通達に従って権限を付与された譲渡性のある証券への集団投資を目的とした事業のことをいう。

EDINET提出書類

ＲＢＳ（ルクセンブルグ）エス・エイ(E15216)

有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

 17/221



－　かかるその他のUCIsの業務は、報告期間中の資産と負債、収益および事業運営についての評価を

行うことができるように半期報告書および年次報告書で報告されるものであること。

－　取得が予定されるUCITSの資産またはUCIsの資産の10％を超えて、その設立文書に従い、その他

のUCITSまたはUCIsの受益証券に合計で投資することができないこと。

e)　要求に応じ払戻可能であるか、引き出す権利のある満期12か月未満の信用機関への預金(ただし、か

かる信用機関は、加盟国に登録上の事務所を有するものとする。信用機関の登録上の事務所が第三国
１

に所在する場合には、当該機関は、EU法に規定されるものと同等であると金融監督委員会がみなす慎重

な規則に服しているものとする。)

f)　上記a)およびb)に記載される規制ある市場で取引される金融デリバティブ商品(現金で決済される同

等の商品を含む。)および／または店頭で取引される金融デリバティブ商品(以下「OTCデリバティブ商

品」という。)。

ただし、下記を条件とする。

－　裏付となる原商品は、ファンドが、その投資目的に従い投資する(A)(1)に規定される商品、金融指

数、金利、外国為替相場または外国通貨で構成されるものであること。

－　OTCデリバティブ取引の取引相手方は、慎重な監督に服し、かつルクセンブルグ大公国の監督当局

により承認されるカテゴリーに属する機関であること。

－　OTCデリバティブ商品は、日々行われる信頼できる認証可能な評価に従っており、かつ管理会社の

イニシアチブにより適正価格でいつでも相殺取引により売却、清算、または取引の終了が可能である

こと。

金融デリバティブ商品に関するファンドのグローバル・エクスポージャーは、当該ファンドの純資産総

額を超過してはならない。当該エクスポージャーは、原資産の時価、取引相手方のリスク、将来の市場

変動およびポジションを清算するために利用可能な時間を考慮した上で計算される。

g)　規制ある市場で取引されていない短期金融商品。

ただし、商品の発行または発行者が投資者および貯蓄の保護の目的のために規制されており、かつかか

る商品が、下記のいずれかに該当することを条件とする。

－　加盟国の中央政府、地域もしくは地方の機関によって、または加盟国の中央銀行、欧州中央銀行、

欧州連合もしくは欧州投資銀行によって、または第三国もしくは連邦国の場合は連邦構成地域の一つ

によって、もしくは加盟国の一もしくは複数が属する公的国際機関によって、発行または保証されて

いること。

－　その企業の証券が規制ある市場で取引される当該企業により発行されていること。

－　EU法により規定される判断基準に従い慎重な監督に服する機関、またはEU法により規定されるもの

と少なくとも同程度の厳格さを有すると金融監督委員会がみなす慎重な規則に服し、これを遵守する

機関により発行または保証されていること。
 
１ 「第三国」とは、加盟国以外の国のことをいう。
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－　金融監督委員会が承認するカテゴリーに属するその他の機関により発行されていること。ただし、

かかる商品への投資は、上記第一文、第二文または第三文に規定されるものと同等の投資者保護の規

制に従っており、またその発行体は、資本金と準備金の額が少なくとも10百万ユーロ(10,000,000

ユーロ)以上である会社であって、かつ第４次通達78／660／EECに従った年次財務諸表を作成し公表

している会社であるか、または一社もしくは数社の上場企業を含む企業グループ内では当該グループ

の資金調達を担当する企業であるかもしくは銀行の流動性資産から利益を受ける証券化ビークルの資

金調達を担当する企業であること。

(2) また、管理会社は、ファンドのために、ファンドの純資産額の10％を限度として上記(1)に記載す

る以外の譲渡性のある証券および短期金融商品に投資することができる。

より一般的には、管理会社は、ファンドのために、譲渡性のある証券および／または流動性のある

適格資産にのみ投資することができる。

(B) 管理会社は、ファンドのために、付随的に流動資産を保有することができる。

(C)(ｉ)管理会社は、ファンドのために、純資産額の10％を限度として、同一の法主体が発行した譲渡性

のある証券または短期金融商品に投資することができる。

管理会社は、ファンドのために、その純資産額の20％を超えて同一の法主体に預託される預金に

投資してはならない。OTCデリバティブ取引のファンドの取引相手方に対するリスク・エクスポー

ジャーについて、当該取引相手方が上記(A)(1)e)に記載される信用機関である場合はその純資産の

10％を超えてはならず、他の場合にはその純資産の５％を超えてはならない。

(ⅱ)また、ファンドがいずれかの発行体の譲渡性のある証券および短期金融商品に投資しており、当

該投資がファンドの純資産額の5％を超えている場合、かかる投資の総額がファンドの純資産額の

40％を超えてはならない。

上記の制限は、慎重な監督に服する金融機関に預託された預金およびかかる金融機関との間で実

行されるOTCデリバティブ商品取引には適用されない。

(C)(i)に規定される個々の制限にもかかわらず、ファンドは、その純資産額の20％を超えて、以下

の組合せにより一つの機関に投資することはできない。

－　当該機関が発行した譲渡性のある証券または短期金融商品への投資

－　当該機関に預けた預金、または

－　当該機関を相手方とするOTCデリバティブ商品取引から発生するエクスポージャー

(ⅲ)上記(C)(i)に規定する10％制限は、加盟国、加盟国の地方機関によって、または適格国によっ

て、または一か国以上の加盟国が加入している公的国際機関によって発行または保証されている譲

渡性のある証券または短期金融商品については35％とし、かかる証券および短期金融商品は、上記

(C)(ii)に基づく40％制限を計算する際には含めないものとする。
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(ⅳ)上記(C)(i)、(C)(ⅱ)および(C)(ⅲ)に定める制限を合算することはできないため、(C)(i)、(C)

(ⅱ)および(C)(ⅲ)に従って実施された、同一の法主体が発行した譲渡性のある証券および短期金融

商品への投資額、または当該法主体に預託された預金もしくは当該法主体との間で実行されるデリ

バティブ商品取引に対する投資額は、いかなる場合も、ファンドの純資産額の合計35％を超えては

ならない。

通達83／349／ECCまたは国際的に認められた会計基準に従って定義される連結決算のため同一の

企業グループに属す企業は、(C)に記載される制限を計算する際には、単一の法主体とみなされる。

管理会社は、ファンドのために、純資産額の20％を上限として、累積的に、同一の企業グループ

内の譲渡性のある証券および短期金融商品に投資することができる。

(ⅴ)ファンドがリスク分散の原則に従い、加盟国、加盟国の地方機関によって、またはOECD加盟国で

ある適格国によって、または一か国以上の加盟国が加入している公的国際機関によって発行または

保証されている譲渡性のある証券および短期金融商品に投資した場合、ファンドは、その純資産額

の100％をかかる譲渡性のある証券および短期金融商品に投資することができる。ただし、ファンド

は、少なくとも６銘柄の証券を保有しなければならず、かつ、いずれの１銘柄もファンドの純資産

額の30％を超えてはならないものとする。

リスク分散の原則を適正に考慮することを条件として、ファンドは、(C)に規定する制限を、認可

されて設定された日から６か月間は、遵守する必要がない。

(D)(ｉ)管理会社は、ファンドのために、管理会社が当該発行体の経営に重大な影響を及ぼし得る議決権

付株式を取得することはできない。

(ⅱ)さらに、管理会社は、ファンドのために、(a)同一の発行体の無議決権株式の10％、(b)同一の発

行体の債務証券の10％、および／または、(c)同一の発行体の短期金融商品の10％を超えない範囲で

これらを取得することができる。ただし、上記(b)および(c)に定める制限は、取得時において債務

証券または短期金融商品の総額または発行済商品の純額が計算できない場合は、取得時にこれを遵

守する必要はない。

管理会社は、会社またはその他の法主体の議決権付株式を購入することで、ファンドおよび管理

会社によって管理されることがあるその他のファンドが、かかる会社または法主体の議決権付株式

の10％以上を所有することとなるときは、ファンドのために、当該議決権付株式を購入することが

できない。

　上記(D)(i)および(ⅱ)に規定される制限は、以下に掲げるものには適用されない。

(ⅰ)加盟国または加盟国の地方機関によって発行または保証されている譲渡性のある証券および短

期金融商品。

(ⅱ)その他いずれかの適格国によって発行または保証されている譲渡性のある証券および短期金融

商品。

(ⅲ)一または複数の加盟国が属する公的国際機関によって発行される譲渡性のある証券および短期

金融商品。
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(ⅳ)第三国において設立された会社の資本として保有される株式。かかる会社は、その資産を主

に、当該国に登録上の事務所を有する発行体の証券に投資することとし、当該国の制定法に基づ

き、かかる保有が、当該国の発行体の証券に対しファンドが投資することができる唯一の方法と

する。ただし、かかる会社が、その投資方針において、2010年法第43条、第46条、第48条(1)およ

び(2)に規定された制限を遵守することを条件とする。

(E)(ｉ)管理会社は、ファンドのために、(A) d)に記載されるUCITSおよび／またはその他のUCIの受益証

券を取得することができる。ただし、各UCITSまたはその他のUCIの受益証券に投資されるファンド

の純資産額は20％までとする。

投資制限を適用する目的において、複数のコンパートメントを有するUCIの各コンパートメント

は、別個の発行体とみなされる。ただし、様々なコンパートメントの義務分離の原則が第三者に対

し確約されていることを条件とする。

(ⅱ)UCITS以外のUCIの受益証券への投資総額は、ファンドの純資産額の30％を超えてはならない。

(ⅲ)管理会社が、ファンドのために、共通の運用もしくは管理によってまたは実質的に直接的もしく

は間接的な保有によって、ファンドと関連するその他のUCITSおよび／またはその他のUCI、または

投資運用会社に関連する管理会社によって管理されるその他のUCITSおよび／またはその他のUCIの

受益証券に投資する場合、ファンドに対して、かかるその他のUCITSおよび／またはUCIの受益証券

への投資について、申込手数料または償還手数料を請求することができない。

上記に記載されるファンドに関連したUCITSおよびその他のUCIへのファンドによる投資に関し

て、ファンドおよび当該各UCITSまたはその他のUCIに対して請求される管理報酬(成果報酬（ある場

合）を除く。)の総額は、関連する運用純資産の２％を超えないものとする。ファンドは、その年次

報告書において、ファンドならびにファンドが関連する期間中に投資を行ったUCITSおよびその他の

UCIの両方に対して請求された管理報酬の総額を示す予定である。

(ⅵ)管理会社は、ファンドのために、同一のUCITSおよび／またはその他のUCIの受益証券の25％を超

えない範囲でこれを取得することができる。かかる制限は、取得時において発行済受益証券の総額

が計算できない場合は、遵守する必要はない。複数のサブ・ファンドを有するUCITSまたはその他の

UCIの場合、かかる制限は、当該UCITS／UCIによって発行された全ての受益証券、その全てのサブ・

ファンドを合算したものを基準として適用される。

(ⅴ)ファンドが投資するUCITSまたはその他のUCIによって保有された原資産は、上記1.(C)に規定され

る投資制限のために考慮する必要はない。

(ⅵ)管理会社が決定した場合を除き、ファンドは、その純資産の10％を超えてUCITSまたはその他の

UCIの受益証券に投資しない。
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2.　他の資産への投資

(A) 管理会社は、ファンドのために、貴金属またはこれを表象する証書に投資しない。

(B) 管理会社は、ファンドのために、商品または商品に関する契約を伴う取引を行うことができない。ただ

し、管理会社は、下記3．に規定する制限の範囲内において、譲渡性のある証券に関する技法および手段

を採用することができる。

(C) 管理会社が、ファンドのために、不動産もしくはオプション、それらに含まれる権利もしくは利益を購

入または売却することはない。ただし、ファンドは、不動産もしくはそれに含まれる利益によって担保さ

れた証券、または不動産もしくはそれに含まれる利益に投資を行う会社によって発行された証券に投資す

ることができる。

(D) 管理会社は、ファンドのために、譲渡性のある証券、短期金融商品または1.(A)(1)d)、f)、およびg)に

記載されるその他の金融商品の空売りを行ってはならない。

(E) 管理会社は、ファンドのために、合計でファンドの純資産額の10％を超えない額の一時的借入れを除

き、借入れを行うことができない。バック・トゥー・バック・ローンには、当該制限は適用されない。

(F) 2010年法第51条および第11条(2)に基づく義務を害することなく、ファンドのすべてまたは一部の資産

は、ファンドの業務に関連し、随時、保管受託銀行および／またはその他の第三者のために、担保として

設定され、または抵当、保証もしくはその他の権利の対象となることがある。そのため、特に、結果とし

て、ファンドの資産の現金化に遅滞が生じファンドが影響をうけ、また一定の状況においては、該当資産

の強制処分の対象となることがある。

(G) 管理会社が、ファンドのために、他の発行体の証券を引受けまたは下引受けを行うことはない。

3.　通貨ヘッジ

ファンドは、通貨リスクをヘッジする目的で、為替予約、通貨先物契約もしくは通貨スワップ契約、また

は通貨オプション(コールオプションの売却またはプットオプションの購入)についての契約(コミットメン

ト)を保有することができる。

ただし、下記を条件とする。

(ⅰ)かかる取引の総額は、特定の通貨建て、またはかかる特定の通貨に対して十分な相関関係を有するとみ

なされるその他の通貨建てで表示されるファンドの資産価値の変動リスクを担保するために必要なレベル

を超えないものとする。ファンドに対して有利となる場合には、通貨リスクのヘッジでは、ファンドの通

貨エクスポージャーを変化させるためにクロスカレンシー契約が用いられることがある。

(ⅱ)かかる契約(コミットメント)は、ヘッジ対象となる関連する資産の価額を超えず、かかる取引の期間が

各資産が保有される期間を超えないものとする。

通貨先物および通貨オプションは、取引所で相場付けされるか、または規制ある市場で取り扱われてい

なければならない。ただし、ファンドは、かかる種類の取引を専門とする格付けの高い金融機関と為替予

約、オプション協定またはスワップ協定を締結することができる。
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4.　特別な投資技法および手段

2010年法またはその継承法ならびに現行または将来の関連するルクセンブルグの法令、もしくは施行規

則、通達および金融監督委員会の見解、とりわけ、(i)2002年法
１
の一定の定義に関する2008年２月８日付

大公国規則第11条の規定、および(ii)集団投資を目的とした事業が譲渡性のある証券および短期金融商品に

関する一定の技法および手段を使用する場合に、かかる事業に適用されるルールに関する金融監督委員会通

達08／356の規定(随時行われるかかる規制等の改正を含む。)によって許容され、かつ規定される制限の範

囲を限度として、管理会社は、ファンドのために、追加の資本金もしくは収益を発生させるために、または

コストもしくはリスクを軽減するために、証券貸付取引を行い、かつ、買主または売主のいずれかとして、

任意的な買戻取引および非任意的な買戻取引を行うことができる。

場合により、かかる取引に関連してファンドによって受領された担保金は、ファンドの投資目的に一致し

た形態で以下に掲げるものに再投資される。(a)日々の純資産価額を計算し、AAAまたはそれに相当する格付

けを付された、集団投資を目的としたマネー・マーケット事業によって発行された株式または受益証券、

(b)短期銀行預金、(c)上記大公国規則に定義された短期金融商品、(d)EU加盟国、スイス、カナダ、日本、

米国もしくはその地方機関またはEUの超国家的機関もしくは超国家的事業でEU、地方全体もしくは世界規模

の事業によって、発行または保証された短期債、(e)適切な流動性を提供する一流の発行体によって発行ま

たは保証された債権、および(f)上記金融監督委員会通達のＩ.C. a)に記載された規定に基づく売戻契約取

引。また、ファンドは、受領された担保金を他の種類の資産に再投資する権限を有し、当該権限は規則に

よって随時付与される。かかる再投資は、特にレバレッジ効果を発生させる場合には、ファンドの包括エク

スポージャーを計算する際に考慮に入れられる。

5.　その他

Ａ．管理会社は、ファンドのために、他人に対して貸付けを行ってはならず、第三者のために保証人となっ

てはならない。ただし、銀行預金の実行および1.(A)(1)に記載する証券または付随的な流動資産の取得

は貸付けの実行とみなされない。また、管理会社がファンドのために全額払込済ではない上記の証券を

取得することは妨げられない。

Ｂ．管理会社は、ファンドのために、その資産の一部を構成する証券に付与された引受権を行使する場合、

投資制限割合を遵守する必要はない。

Ｃ．管理会社は、ファンドのために、ファンドの受益証券が分配される国の特定要件を遵守するために、さ

らなる投資制限を導入する場合がある。

管理会社が支配できない理由により、または新株等引受権の行使の結果として、上記の比率を超えた場

合、管理会社は、受益者の利益に留意しつつ、かかる事態を是正するため、合理的な期間内に必要なあらゆ

る手段をとることを優先させる。
 
１　2002年法は撤廃され、2010年法に代替された。
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管理会社は、ファンドのために、(a)管理会社、(b)その関係法人、(c)管理会社もしくはその関係法人の

取締役、またはそれらの主要株主(自己または他の名義(ノミニー名義を含む。)をもってするを問わず、自

己の勘定でこれらの会社の発行済株式総数の10％以上の株式を保有する者をいう。)であって、本人自らま

たは自己の勘定で行為する者との間で、有価証券(ファンド証券を除く。)の売買もしくは貸付けをなし、ま

たは金銭の貸与を受けてはならない。ただし、当該取引が約款に定められた諸制限を遵守し、かつ国際的に

承認された証券市場または国際的に承認された金融市場における、その時々の、(i)公に入手可能な相場に

基づき決定された価格、または(ii)競争価格もしくは実勢利率によって行われる場合を除く。

管理会社は、受益者を害し自己または他の第三者の利益のみを目的として行う取引のように受益者の利益

の保護に反しまたはファンドの運用の適正を害することを知って、取引することはない。

管理会社は、ファンド証券が販売される各国の法令を遵守するために、受益者の利益となり、または利益

に反しない投資制限を随時課することができる。
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３ 【投資リスク】

①　リスク要因

ファンド証券投資に伴うリスク

ファンドは、主に株式を投資対象とするので、組み入れ株式の価格の下落等の影響により、受益証券１口当

り純資産価格が下落し、損失を被ることがある。

したがって、投資者の投資元本は保証されているものではなく、受益証券１口当り純資産価格の下落によ

り、損失を被り、投資元本を割り込むことがある。ファンドの信託財産に生じた損益は全て受益者に帰属す

る。投資信託は預貯金と異なる。

ファンドへの投資は、以下に記載されるリスク(これに限定されない。)を含め、高いリスクを伴う。ファン

ドの受益証券は、主として日本の株式市場へのエクスポージャーを追求し、かつ、地理的に集中した株式に投

資するタイプの投資から生じるリスクを受け入れる投資者にとってのみ適切な投資対象である。受益者がファ

ンドへの投資により利益を得ることができるという保証はなく、投資資金の一部または相当部分が損失となる

可能性もある。以下記載はリスクのすべてを述べたものではなく、投資希望者は、本書全体を注意深く精読

し、ファンド証券購入前に専門的アドバイザーに相談することが望ましい。

－証券等への投資により損失をこうむることがある

ファンドが売買を行う予定のさまざまな証券や証書への投資には相当程度のリスクが伴う。その価格は、と

りわけ、①需給関係の変化、②各国政府の国内外の政策、とりわけ通商、財政、金融政策、③政治的出来事、

とりわけ選挙および政権交代につながる出来事、④(ファンドが投資をしている地域外におけるものであって

も)戦争等の勃発、⑤経済発展、特に国際収支、通商、通貨供給、政府債の発行、公定歩合の変更、通貨切り

上げ・切り下げや金融市場規制の変更等。

投資活動の性格上、ファンド運用の結果は、随時大きく変動する。従って、一定の期間の運用成積は、必ず

しも将来の運用成績を示唆するものではない。

－金融デリバティブ商品－総合的ショートポジション－への投資

ショートポジションをとるため、ファンドは、投資の一部に金融デリバティブ商品を用いることができる。

当該投資額が増加した場合、ファンドの価額に悪影響を及ぼし、異常な市況においては、ファンドは理論的に

は無限の損失に直面する可能性がある。かかる異常な市況は、ある状況下においては、投資者が最小の収益も

しくは収益のない状態に直面、または当該投資において損失を被る可能性があることを意味する。

－スワップの相手方の破産のリスク

スワップ契約に関連する証拠金は、ブローカーにより保有される。スワップ契約の構造上、相手方の破産に

伴う損失を保護する規定はあるものの、これが有効に働かないこともあり得る。しかし、このリスクは、評価

の高いスワップの相手方のみを選ぶことにより軽減される。

－取引所で取引される証券やスワップの潜在的非流動性

日々の変動値幅制限の実施等の市場状況により、ファンドは、取引所で希望する価格で売買を執行し、ま

た、オープン・ポジションを清算することが常に可能ではないことがある。取引所で取引が停止または制限さ

れた場合、ファンドは投資運用会社が望ましいと判断する条件で取引を執行したり、ポジションを終結するこ

とができないことがありうる。
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スワップ契約は、単一の相手方との店頭取引であり、従って流動性に欠ける。スワップ契約は、ファンドの

十分な流動性を確保するために終結させることが可能であるが、異常な市場環境下では、終結が不可能か高い

コストを要することがある。

－スワップ契約によるポジションの保有可能性

ファンドがショート・ポジションを取ることおよびレバレッジを達成することができるか否かは、スワップ

契約を取得できるか否かに拠る。法令の改定またはスワップの相手方の状況の変更のため、ファンドが当該契

約を取得できないことがある。

－マーケット・リスク

ファンドへの投資は、通常の市場変動や株式および同様の証券に内在するリスクを伴い、ファンド証券が値

上がりするという保証はない。ファンド証券の価格は値上がりすることも値下がりすることもあり、投資者は

当初の投資金額での買戻しができないこともありうる。投資運用会社は、市場の動向へのファンドのエクス

ポージャーを制限するよう試みるが、この戦略が成功するという保証はない。

希望レベルの市場リスク・エクスポージャーを達成するため、ファンドは先物を利用することがあり、その

結果、ポートフォリオが損失を被ることがある。

－投資運用会社への依存

ファンドは、投資戦略構築にあたり投資運用会社に依存する。投資運用会社の破産・清算や投資運用会社の

ファンドとの運用関係の終了等はファンドの純資産価格に悪影響を及ぼすことがあり得る。投資者は、投資運

用会社の判断に依存することになる。

－為替リスク

外国為替相場の変動により、投資資産の価値が減少することがある。ファンドの純資産価格は円貨で計算さ

れ、ファンドは主として円建て証券に投資する結果、円建てクラスについては、本リスクは相当に限定的であ

ると予想される。その他の通貨建てのクラスの純資産額は、為替レートの変動により有利または不利な影響を

受ける場合があるため、かかるクラスについては、投資に関連する通常の為替リスクは増大する可能性があ

る。また、主として日本円以外のその他の通貨建てで保有している投資予定者は、通貨価値の変動から生じる

損失リスクの可能性を考慮すべきである。

投資運用会社は、ユーロ建ておよび米ドル建てクラスの為替レートによる変動の影響を減少させるよう外国

為替取引を用いることができ、当該取引はかかるクラスのためだけに行われる。当該取引が常時使用されるこ

とまたは使用された場合にその目的を達成することについての保証はない。

－政府介入によるリスク

ファンドが投資する金融商品の価格は、地域市場の規制、外国人居住者による投資に対する制限または投資

信託のフローの限定を通じた、政府による市場規制または市場介入により発生する一定のリスクを負うことが

ある。こうした規制または介入がファンドの運用成績に悪影響を及ぼす可能性がある。

－取引所での取引の停止

とりわけ、遠距離通信もしくはコンピュータ・システムの故障もしくは不調、戦災、敵対行為または政府も

しくは国際機関の措置により取引所での取引が停止された場合、取引の実行またはポジションの清算が不可能

となるため、ファンドの被る損失リスクが増大し得る。

EDINET提出書類

ＲＢＳ（ルクセンブルグ）エス・エイ(E15216)

有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

 26/221



－利益相反

販売会社、投資運用会社および随時任命されるブローカーは、ファンドの投資目的と同様の投資目的を有す

る他の投資信託の販売会社、管理会社、投資運用会社、投資顧問会社またはブローカーとして活動し、または

その他の関係を有し、またはファンドの投資目的と同様の投資目的を有する投資家に裁量的ファンド運用サー

ビスやその他の付随的ブローカー業務を提供することがある。従って、これらの業務遂行にあたってファンド

と潜在的な利益相反となることがあり得る。各当事者は、常時、利益相反が生じる可能性のある場合に投資を

引受けるにあたり、他の顧客への義務を考慮し、実務上可能な限り、受益者の最良の利益のために活動する義

務を考慮し、かかる利益相反を公正に解決するように努める。

投資運用会社は、他の投資主体を含め、証券や金融商品の売買につき、他の投資者に投資一任業務やアドバ

イス業務を行っている。投資運用会社は、他の顧客口座運用の報酬がファンド口座運用の報酬を上回る場合、

他の口座を優先的に取扱うというインセンティブが生じ、サービス提供にあたり利益相反に直面することがあ

り得る。投資運用会社は、ファンドとかかるその他の口座間においては公正、公平なベースですべての投資機

会を配分するよう努力する。

－実績報酬

実績報酬は、結果的に、他のタイプの投資手法での代替取決めに比べかなり高額を投資運用会社に対し支払

うことになり得る。実績報酬の存在は、投資運用会社が実績報酬がない場合に行うものよりリスクが高いまた

は一層投機的な投資を行う誘因を生じることがある。実績報酬は、ファンドの投資対象の未実現の値上り額を

含むことになり、かかる金額が最終的に実現されるという保証はない。

リテイル・クラスについては、実績報酬の計算は半期以内に実施され、その結果、一定の状況の下で、個別

期間について、受益者は同一価格範囲の純資産価額の増加に対し実績報酬を複数回請求される可能性がある。

－オプション取引

ファンドは、日本の証券およびインデックスのオプションの買付および売付を行うことができる。カバーの

ないプット・オプションまたはコール・オプションの売り手(即ち、売り手は、原証券または原通貨のロン

グ・ポジションまたはショート・ポジションを事実上保有する。)は、売付価格または買付価格を下回るまた

は上回る原証券または原通貨の時価の値下りリスクまたは値上りリスク(かかるリスクは理論上無制限となり

得る。)を引き受ける。先物およびオプションの取引は極めて専門的な業務であり、総リターンを増加させ得

るものの、同時に、通常の投資リスクより著しく高いリスクを伴うことがある。

－取引所で取引される先物契約および先物契約のオプション

先物またはオプションのポジションは、これが行使されるまたは満期となる前に、相殺取引の実行によって

のみ終了させることができる。これには、当初ポジションが設定された取引所に流動性のある流通市場が存在

しなければならない。ファンドが先物およびオプションのポジションを保有するのは、当該商品のため流動性

のある流通市場が出現していると投資運用会社が判断する場合に限られるが、適当な時点で特定契約のために

当該市場が存在すると保証することはできない。かかる場合、ポジションの設定または清算を行うことが不可

能なおそれがある。
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一部ポジションに対するファンドのエクスポージャーをヘッジするためまたは金融商品もしくは市場に対す

る投資の代替として、ファンドが先物または先物オプションを利用できる可能性は、ヘッジされるまたはエク

スポージャーが追求される金融商品または市場の価値と、先物またはオプション契約の価値の間の相関関係の

程度に拠る。ファンドが取引する先物契約またはオプションの原金融商品は、しばしば、ヘッジされるまたは

エクスポージャーが追求される金融商品または市場とは異なるため、相関関係のリスクが甚大となり、その結

果、ファンドが多額の損失を被る可能性がある。先物およびオプションの利用は、原金融商品の値動きが先物

契約またはオプションの価額に十分に反映されないというリスクを伴っている。

－ヘッジ取引

ファンドは、投資を目的に、また為替レート、金利、株価および他の金利レベルおよび他の証券の価格の変

動によるファンドのポートフォリオのポジションの相対価値の変動リスクをヘッジするため、派生商品等の金

融商品を利用することがある。かかるヘッジ取引は、必ずしも意図された結果を達成できないことがあり、ま

た見込利益を限定する可能性がある。

ファンドは通貨、為替レートおよび金利に係るリスクの低減を目的にヘッジ取引を行うことがあるが、通

貨、金利および株式市場の予想外の変動の結果、ファンドの全般的運用成績が低下することがある。様々な理

由から、ファンドは、当該ヘッジ商品とヘッジ対象のポートフォリオの間に完全な相関関係を得られないこと

がある。こうした不完全な相関関係が、意図されたヘッジを妨げ、ファンドに損失リスクを負わせることがあ

る。

－非上場証券への投資

ファンドは純資産の限られた部分を取引所に上場されていない証券(「非上場証券」)に投資することがあ

り、かかる証券は概して、公開市場で取引される証券に比べより大きな価格変動を生じ、流動性が少なく、ま

たリスクが高いことがある。ファンドが非上場証券への投資を公正価格で実現するとの保証はない。

－流動性調達リスク

買戻しの資金として即座に利用可能な現金その他の流動資産の金額を超えて、投資者がファンドへの投資の

買戻しを受ける場合またはかかる投資を回収する場合、ファンドは、その負担する買戻し／回収費用の資金を

調達するため追加資産の清算を要することがある。これが次に、ファンドがポートフォリオ内の投資ポジショ

ンを運用しまたは投資戦略を管理する能力を限定しまたはその他の方法で影響を及ぼし得る。

－税金リスク

管理会社およびその取締役会は、英国外および日本国外でファンドの運用および管理を行う予定であるが、

ファンドはその運用および管理につき関連する法域の課税当局からの裁定を得ていない。またファンドが英国

で取引もしくは事業に従事することになるまたは日本に恒久的施設を有することになると決定された場合、

ファンドの所得は当該法域で課税される可能性がある。

ファンドが所有する一部の証券に対する分配金および利息の支払は源泉税を課されることがあり、このため

純収益が減少することになる。
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－管理事務代行会社、登録事務・名義書換事務代行会社および支払事務代行会社への依存

管理会社は、管理事務代行会社、登録事務・名義書換事務代行会社および支払事務代行会社に対し、ファン

ドの受益証券の純資産価額の計算を含む様々な職務を委任した。このため、ファンドは、管理事務代行会社の

合理的注意義務を履行した職務遂行に依存しており、重大な過失が生じた場合には、結果的に純資産価額の計

算に遅れを生じ、ファンドおよび受益者が二次的損失を被る可能性がある。

－保管受託銀行への依存

管理会社は、ルクセンブルグ法により要求される保管職務(ファンド資産の保管または当該資産を保管する

ための取引銀行の任命を含む。)を履行するため保管受託銀行を任命した。このため、ファンドは、保管受託

銀行の合理的注意義務を履行した職務遂行に依存しており、保管受託銀行による重大な過失は、ファンドの純

資産価額に悪影響を及ぼすことがある。

－予想される補償義務

管理会社はファンドに代わり、投資運用会社、管理事務代行会社、保管受託銀行ならびに銀行、ブローカー

およびディーラーまたはこれら各々の取締役、役員、関係会社もしくは代理人がファンドとの関係に関連して

負担する一定の債務について、これらとの間で締結したファンドの信託宣言および各種契約に基づきこれらを

補償することに同意しており、または同意することがある。

－報酬体系

ファンドの投資方針および投資制限は、オープン・エンド型のその他の投資法人の投資証券または投資信託

受益証券への投資の可能性を定めており、かかる投資は、サービス提供者によりファンドおよび投資ファンド

の両方に手数料が課され重複して経費が発生することがある。これらの経費には、保管受託銀行に限らず、管

理事務代行報酬および管理報酬ならびにその他の運営費用も含まれる。

－特別な投資技法および手段による取引に伴う一定のリスク

一般

投資制限4.に記載される技法および手段の使用は一定のリスクを伴い、かかるリスクの一部について下記

の段落に記載しているが、かかる技法および手段の使用によって目的が達成されることは保証できない。

規則は、ファンドのために上記取引の一つを行う管理会社に対して、その取引相手方のエクスポージャー

を低減するために十分な担保を受領することを要求するが、かかる取引相手方のエクスポージャーを完全に

カバーすることまでは強制しない。そのために、ファンドには純取引相手方リスクにさらされる余地が残さ

れることになり、投資者は、関連する取引相手方が債務不履行となった場合、結果的に損失が発生する可能

性があることに留意すべきである。

任意的および非任意的なレポおよびリバース・レポ取引

ファンドが買主となるリバース・レポ取引およびレポ取引権付売却に関して、投資者は以下の事項につい

て特に留意しなければならない。(Ａ)証券の購入先である取引相手方が破産した場合、当該証券の価格決定

の不正確さ、不利な市場価格の変動、かかる証券の発行体の信用格付けの悪化またはかかる証券が取引され

る市場の流動性を主な原因として、購入された当該証券の価額が当初支払った現金の額を下回るリスクがあ

ること、および(Ｂ)過度な規模または期間の取引に現金を固定することおよび／または満期時に現金の回収

が遅延することにより、ファンドが償還請求、証券の購入または、より一般的に、再投資に応じることを制

限する可能性がある。
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ファンドが売主となるレポ取引およびレポ取引権付売却に関して、投資者は以下の事項について特に留意

しなければならない。(Ａ)証券の売却先である取引相手方が破産した場合、市場において当該証券の価額が

上昇したことまたはかかる証券の発行体の信用格付けが改善したことを主な原因として、取引相手方に対し

て売却された当該証券の価額が当初受領した現金を上回るリスクがあること、および(Ｂ)過度な規模または

期間の取引に投資ポジションを固定することおよび／または満期時において売却された証券の回収が遅延す

ることにより、ファンドが証券の売却に基づく交付義務または償還請求から生じた支払義務に応じることを

制限する可能性がある。

さらに、レポおよびリバース・レポ取引も、場合により、ファンドを、任意的な金融商品または先渡デリ

バティブ金融商品に伴うリスクと同様のリスクにさらす。かかるリスクは、「投資リスク」の他の箇所でさ

らに説明されている。

証券の貸付け

証券貸付取引に関連して、投資者は以下の事項について特に留意しなければならない。(Ａ)ファンドに

よって貸付けられた証券の借主がかかる証券を返還しなかった場合、価格決定の不正確さ、不利な市場動

向、受領した担保の発行体の信用格付けの悪化、または当該担保が取引される市場の流動性を主な原因とし

て、受領した担保の実現価額が当該貸付証券の価額を下回るリスクがあること、および(Ｂ)当該貸付証券の

返還が遅延することにより、ファンドが証券の売却に基づく交付義務および、場合によっては、最終的に、

償還請求から生じた支払義務に応じることを制限する可能性がある。

現金の再投資

担保金の再投資の場合、担保金が再投資される資産が、ファンドの直接投資に関連する「投資リスク」の

他の箇所でさらに説明されているリスクと同一のリスクに服するため、かかる再投資から得られる額は、返

還される担保の額を下回る可能性があり、そのため、かかる再投資により、対応するリスクを伴うレバレッ

ジならびに損失およびボラティリティのリスクが発生する。

 

②　リスクに対する管理体制

管理会社は、ファンドのために、いつでもリスクについての見解およびファンドのリスク要因全般について

の助言を監視ならびに評価することができるリスク管理プロセスを採用する。ファンドのために管理会社は、

適用ある場合、店頭取引される金融デリバティブ商品の評価について正確かつ独立した評価手続を採用する。

ファンドのために管理会社は、アブソルート・バリュー・アット・リスク法を利用する。アブソルート・バ

リュー・アット・リスクで保有可能となるのは、ファンドの純資産総額の20％を上限とする。

予想されるファンドのレバレッジ最大水準は200％であるが、かかるレバレッジ水準は、一定の市場環境に

おいて随時超過する。当該レバレッジ水準は、使用されるデリバティブの想定額を用いて計算される。想定額

の計算方法は、ファンドのために管理会社が使用する全てのデリバティブの元本額の合計額で表示されるが、

デリバティブ・ポジションのネッティングは斟酌されない。

受益者の請求により、管理会社は、ファンドのリスク管理、目的達成のために選択された手法、商品の主要

なカテゴリーのリスクおよび利回りの直近の展開に適用される量的な制限に関する補足情報を提供する。
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４ 【手数料等及び税金】

(1) 【申込手数料】

①　海外における申込手数料

海外においては、１口当たりの純資産価格の3.15％およびファンド証券が販売される国の法令や実務慣行

で許容される上限を超過しない販売手数料が課せられる。

②　日本国内における申込手数料

日本国内における販売手数料は、以下の通りである。

販売口数  販売手数料

10口以上　　３万口未満  申込金額の3.15％(税抜3.0％)

３万口以上　10万口未満  申込金額の2.625％(税抜2.5％)

10万口以上  申込金額の2.10％(税抜2.0％)

 

(2) 【買戻し手数料】

①　海外における買戻し手数料

買戻請求には、買戻し手数料は課されない。

②　日本国内における買戻し手数料

買戻請求には、買戻し手数料は課されない。

 

(3) 【転換手数料】

①　海外における転換手数料

受益者が転換を希望するクラス(投資されるクラス)の受益証券の１口当り純資産価格の２％を上限とする

転換手数料が、転換費用を賄うため課される。

②　日本における転換手数料

日本において、転換はできないため、該当事項なし。

 

(4) 【管理報酬等】

(a) 管理会社および投資運用会社の報酬

管理会社および投資運用会社は、リテイル証券について、ファンド資産から、月末毎に当該月中のリテイ

ル証券に帰属するファンド資産の日々の平均純資産総額の年率0.75％(ファンドの純資産150億円以下につい

て)および0.70％(ファンドの純資産150億円超の部分について)の管理報酬を受領する(後払い)。管理会社お

よび投資運用会社は、インスティテューショナル証券およびインターナショナル証券について、ファンド資

産から、月末毎に当該月中の当該クラス証券に帰属するファンド資産の日々の平均純資産総額の年率1.5％

の投資運用報酬を受領する。

上記の管理報酬のうち、管理会社は、毎年ファンドの純資産総額の0.08％を上限とする月額報酬を受領す

る。かかる報酬は、3,000ユーロを最低月額報酬として支払われる。
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管理会社は、上記管理報酬から、投資運用会社または管理会社が職務を委託またはファンドの運用に関

し、管理会社が援助もしくは助言を求めたその他の第三者(保管受託銀行ならびに管理事務、登録事務、名

義書換事務および支払事務代行会社を除く。)に対する報酬および費用を支払うものとする。

リストリクティッド証券については投資運用報酬は課されない。

(注)　インスティテューショナル証券、インターナショナル証券およびリストリクティッド証券は、日本においては

発行されない。

投資運用会社はまた、リテイル・クラスについて、ファンドの超過収益の15％相当の実績報酬を受領する

権利を有する。実績報酬は、半年毎に計算し、各半年の期間終了後45日以内に支払われる。実績報酬は、以

下の通り計算される。

(ⅰ)各半年の期間および投資運用会社の任命が終了する前またはファンドの終了する前の期間(「半期」と

いう。)につき、すべての支払い分配金調整を適切に行った後の(以下に記載する)最終の純資産価格が

10,000円超であり、以下(ⅲ)項に記載するベンチマーク収益を以下(ⅱ)に記載するファンド収益が超過す

る分(以下「超過収益」という。)がある場合、投資運用会社は、超過収益の15％の実績報酬をファンド資

産から受領することができる。

(ⅱ)半期のファンド収益は、当該半期の最終の総資産価格から以下に記載するファンドの当初の純資産価格

を差引くことにより算定する。当該計算のため、当初の純資産価格は、ファンド設定日および前の各半期

の最後の日現在の純資産価格(実績報酬発生後)である。当初の純資産価格が10,000円未満の場合、10,000

円とみなす。最終の純資産価格は、各半期の最終日のファンドの純資産価格(実績報酬発生前)である(投

資運用会社の任命が終了する日に計算される純資産価格またはファンドが終了する場合、終了前に計算さ

れる最終の純資産価格)。当初および最終の純資産価格を計算するに当り、ファンド証券の買付、買戻し

および分配につき適宜調整し、超過収益がファンド資産の投資実績に起因する金額のみを含むようにす

る。

(ⅲ)半期のベンチマーク収益は、当該半期の当初の純資産価格相当額が当該半期または当該半期中に買付代

金が受領されまたは買戻し金が支払われた場合半年より短い期間、円ベースで1.5％の率で収益が発生し

た場合の純名目収益(買付代金および買戻代金を適宜調整した額)をいう。

(ⅳ)明確化のために付言すれば、超過収益計算には、すべての収益および純実現、未実現の損益が含まれ

る。実績報酬は、未実現益についても支払われることに留意されたい。

(ⅴ)本計算上、半期の当初および最終の日が評価日でない場合、当初の日の翌評価日および最終の日の前評

価日を使用する。実績報酬は、未実現益につき支払われ、当該未実現益は現実化されないこともあり得

る。すなわち、後でボジションが清算され損失が生じ、その結果後の評価日における純資産価格は値下が

りしている可能性がある。

(すべての支払分配金調整を適切に行った後の)半期の最終の純資産価格が過去の純資産価格の最高値を

下回っている場合でも、純資産価格が(以前の半期中に最高値から下落し)当該半期中に上昇し、(すべて

の支払分配金調整を適切に行った後の)半期の最終の純資産価格が10,000円を上回る場合、実績報酬は上

記の算式に従い支払われる。

リストリクティッド・クラス証券については実績報酬は課されない。

平成25年５月31日に終了した会計年度にファンドが負担した実績報酬および投資運用報酬は156,789,076

円および25,077,688円であった。

EDINET提出書類

ＲＢＳ（ルクセンブルグ）エス・エイ(E15216)

有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

 32/221



(b) 代行協会員報酬

代行協会員は、リテイル・クラスについて、管理会社から、毎月毎に当該月の各クラスの受益証券に適用

されるファンド資産の日々の平均純資産総額の年率0.75％(ファンドの純資産150億円以下について)および

0.80％(ファンドの純資産150億円超の部分について)の報酬を受領する(後払い)。また、ファンドは、代行

協会員が負担した合理的な額の実費を支払う。

インスティテューショナル証券、インターナショナル証券およびリストリクティッド証券については、日

本における代行協会員は、報酬を受領する権利を有しない。

平成25年５月31日に終了した会計年度にファンドが負担した代行協会員報酬は17,519,503円であった。

(c) 中央管理報酬および保管報酬

保管受託銀行は、ルクセンブルグにおける通常の慣行に従いファンド資産から、四半期毎にファンドの平

均純資産総額の年率0.3％以内の保管報酬(最低額25,000ユーロ)を受領する。

また、電話、テレックス、電報、郵便費用等を含む保管受託銀行のすべての合理的な実費、ならびにファ

ンド資産の保管が委託される銀行および他の金融機関の通常の保管料は、ファンドが負担する。

平成25年５月31日に終了した会計年度にファンドが負担した中央管理報酬および保管報酬は9,114,152円

であった。

 

(5) 【その他の手数料等】

ファンドはその他以下の費用を負担する。

(イ)ファンド資産および収益に課される一切の税金。

(ロ)ファンドの組入証券に関し、取引上支払うべき通常の銀行手数料。

(ハ)管理事務代行会社および登録・名義書換事務代行会社の合理的な額の実費

(ニ)受益者の利益のための業務執行中に管理会社または保管受託銀行が支払った法律関係費用。

(ホ)受益証券券面の印刷費用

(ヘ)・ファンドまたはファンド証券の販売に関し管轄権を有する一切の監督当局(各地の証券業協会を含む。)

への約款ならびに届出書、目論見書および説明書等ファンドに関するその他一切の書類を作成し提出す

る費用。

・上記監督当局の所轄する適用法令のもとで要求される年次報告書、半期報告書およびその他の諸報告書

等を実質上の受益者を含む受益者の利益のために必要とされる言語で作成しかつ配布する費用。

・会計、記帳および毎日の純資産価格計算に要する費用。

・受益者への通知・公告を作成しかつ配布する費用。

・弁護士および監査人の報酬。

・以上に類似するその他すべての管理費用。

・一切の広告宣伝費およびファンド証券の募集または販売に関して直接生じたその他の費用。

すべての経常費用は、まずインカム・ゲインから控除され、次いでキャピタル・ゲイン、ファンド資産の

順序で控除される。その他の経費は３年を超えない期間にわたり償却することができる。

投資運用会社は、ファンドのキー・インベスター・インフォメーション書面の作成および継続的更新に関

係する費用等、ファンドの一定のUCITS関連費用を負担することができる。

平成25年５月31日に終了した会計年度にファンドが負担したその他の費用は21,242,914円であった。

その他の手数料等については、運用状況により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示するこ

とができない。

手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有する期間等に応じて異なるので、表示することが

できない。
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(6) 【課税上の取扱い】

(a) 日本

ファンドの受益証券の募集は、金融商品取引法第２条第３項１号の「有価証券の募集」に該当する。

本書の日付現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。

Ⅰ　ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合

(1) ファンドの分配金は、公募国内公社債投資信託の分配金と同じ取扱いとなる。

(2) 日本の個人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との差

益を含む。)については、源泉分離課税となり、20.315％(所得税15.315％、住民税５％)の税率による

源泉徴収が日本国内で行われ、課税関係は終了する(平成50年１月１日以後は20％(所得税15％、住民税

５％)の税率となる。)。この場合支払調書は提出されない。

(3) 日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との差

益を含む。)については、20.315％(所得税15.315％、住民税５％)の税率による源泉徴収が日本国内で

行われ、一定の場合支払調書が税務署長に提出される(平成50年１月１日以後は20％(所得税15％、住民

税５％)の税率となる。)。なお、益金不算入の適用は認められない。

(4) 受益証券の売買および買戻しに基づく損益は、公募国内公社債投資信託の売買損益と同様に取り扱わ

れ、個人の受益者の売買益については課税されない。

＜平成28年１月１日以後の課税上の取扱いについての注記＞

(1) 平成28年１月１日以後、受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うこ

とができる。

(2) 日本の個人受益者が平成28年１月１日以後に支払いを受けるファンドの分配金、受益証券の買戻しおよび償

還に基づく損益については、20.315％(所得税15.315％、住民税５％)の税率による申告分離課税の対象となる

(平成50年１月１日以後は20％(所得税15％、住民税５％)の税率となる。)。

(3) 日本の個人受益者について平成28年１月１日以後に生じるファンドの分配金、受益証券の買戻しおよび償還

に基づく損益は、一定の条件に基づき、一定の他の有価証券に係る所得・損失との損益通算が可能である。

(注)　日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業所も

しくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されること

は一切ない。
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Ⅱ　ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合

(1) 受益証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができる。

(2) ファンドの分配金は、公募国内株式投資信託の普通分配金と同じ取扱いとなる。

(3) 日本の個人受益者についてのファンドの分配金は、上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等

をいう。以下同じ。)に係る配当課税の対象とされ、10.147％(所得税7.147％、住民税３％)の税率によ

る源泉徴収が行われる(平成26年１月１日以後は20.315％(所得税15.315％、住民税５％)、平成50年１

月１日以後は20％(所得税15％、住民税５％)の税率となる。)。

日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすることができ

るが(申告分離課税を選択した場合の税率は、源泉徴収税率と同一である。)、確定申告不要を選択した

場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。

申告分離課税を選択した場合または源泉徴収選択口座へ受け入れたファンドの分配金について、上場

株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。

(4)日本の法人受益者については、ファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との差益を

含む。)に対して、所得税のみ7.147％の税率による源泉徴収が行われる(平成26年１月１日以後は

15.315％、平成50年１月１日以後は15％の税率となる。)。なお、益金不算入の適用は認められない。

(5) 日本の個人受益者が、受益証券を買戻し請求等により譲渡した場合は、上場株式等に係る譲渡益課税

の対象とされ、受益証券の譲渡損益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以

下同じ。)に対して、源泉徴収選択口座において、10.147％(所得税7.147％、住民税３％)の税率による

源泉徴収が行われる(平成26年１月１日以後は20.315％(所得税15.315％、住民税５％)、平成50年１月

１日以後は20％(所得税15％、住民税5％)の税率となる。)。受益証券の譲渡損益につき確定申告を行っ

た場合、申告分離課税の対象となり、その場合の税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を

選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。

譲渡損益は、他の株式等の譲渡損益(上場株式等以外との損益通算については、受益証券の譲渡損益

につき確定申告を行った場合に限る。)および上場株式等の配当所得(受益証券の譲渡損益につき確定申

告を行った場合または源泉徴収選択口座に受け入れたファンドの分配金に限る。)との損益通算が可能

である。申告分離課税を選択した場合、損失の翌年以降３年間の繰越も可能である。

(6) ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(5)と同様の取扱いとなる。

(7) 日本の個人受益者についての分配金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払

調書が税務署長に提出される。

(注)　日本の受益者は、個人であるか法人であるかにかかわらず、ルクセンブルグに住所または登記上の営業所も

しくは恒久的施設を有しない場合、受益証券への投資に対しルクセンブルグ税務当局により課税されること

は一切ない。

Ⅲ　ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取扱われる。ただし、将来における税務当局の判断

によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
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Ⅳ　なお、税制等の変更により上記ⅠないしⅢ記載の取扱いは変更されることがある。税金の取扱いの詳細

については、税務専門家等に確認することが勧められる。

(b) ルクセンブルグ

ファンド

ルクセンブルグの現行法令のもとでは、ファンドは、ルクセンブルグの所得税またはファンドにより支

払われる分配金に対するルクセンブルグの源泉徴収税も課されない。

しかしながら、ファンドは、クラス証券の純資産総額の年率0.05％(2010年法174条の規定において機関

投資家に販売されるクラス証券については、税率は年率0.01％)の税金(以下「年次税」という。)を四半

期毎に支払う義務を負う。

「年次税」は、それ自体が当該課税の対象となっているルクセンブルグの投資信託に投資される資産

（もしあれば）に関しては適用されない。設立時に一度だけ支払われる1,250ユーロの税金を除いて、

ファンドの受益証券の発行についてルクセンブルグにおいて、印紙税またはその他の税金は課されない。

ファンド資産の実現または未実現キャピタル剰余金について、ルクセンブルグにおいて税金は課されな

い。ファンドの実現キャピタルゲインは短期または長期にかかわらず、その他の国において課税対象とな

ることが予測されずとも、受益者は、かかる課税の可能性について、かなり稀ではあるが、完全に除外さ

れるわけではないと、承知し、認識しておかなくてはならない。ファンドの投資有価証券の一部および一

定の国々における現金預金利息からのファンドの通常の収益は、変動利率による源泉課税を課され、通常

回収することができない可能性がある。

受益者

投資者は、その市民権のある国、居住国または所在地とする国の法律に基づき、ファンドの受益証券の

購入、保有、譲渡または売却時の課税の可能性またはその他の重要性について、自らの専門アドバイザー

に相談すべきである。

ルクセンブルグの現行法に基づき、貯蓄課税指令(下記に定義する。)の実施法により規定される場合を

除き、受益者は、キャピタル・ゲイン税、所得税、源泉課税またはその他の税をルクセンブルグにおいて

課されない(ルクセンブルグに居住し、住所を定め、または恒久的施設を有する受益者を除く。)。

2005年６月21日に議会において可決された法律(以下「2005年法」という。)は、ルクセンブルグ法とし

て、利息の支払方法における貯蓄収益税EC通達No.2003/48/EC(以下「貯蓄課税指令」という。)を実施し

た。

ファンドにより分配される分配金(もしあれば)は、ファンドの資産の15％以上が債務権(2005年法に定

義される。)に投資された場合、貯蓄課税指令にしたがって課税される。受益証券の処理において受益者

が現金化する手取り金は、ファンドの資産の25％以上が債務権(2005年法に定義される。)に投資された場

合、貯蓄課税指令にしたがって課税される。
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2005法に基づき、ルクセンブルグに設立された支払代理人によって定義されまたは2005法で定められた

個人もしくは一定の残余事業体(支払代理人により実行された本人確認手続の結果、ルクセンブルグ以外

のＥＵ加盟国、ＥＵ加盟国の属領または連合地域(ジャージー、ガンジー、マン島、モンセラト、英領

ヴァージン諸島、アルバ、キュラソー、シントマールテン島、ボネール島、シント・ユースタティウス島

およびサバ島)の居住者または当該国が設立地であると確認または擬制された者もしくは事業体。)に対し

てもしくはその直接的な利益のために行われる利息または同様の収益の支払いは、源泉徴収税の対象とな

る。ただし、関連する受益権者が、ルクセンブルグにおける関連する支払代理人に対して、関連する利息

または同様の収益の支払の詳細をその居住国またはみなし居住国の金融当局に対して提供する旨の適切な

指示を行っている場合、または、関連する支払代理人に対して、自国の金融当局による納税証明書を2005

法によって要求される方式で提供している場合はこの限りではない。ルクセンブルグ政府は、2015年１月

１日効力発生で、源泉徴収制度に情報自動交換を選択することを、2013年４月10日に宣言した。必要な改

正法令は当該日までに可決される必要がある。

2005年法にしたがって、適用される源泉課税は35％である。

管理会社はファンドのため、投資予定者により提供された情報が2005年法により必要とされる基準に合

致しない場合、受益証券の申込を拒否する権利を留保する。

上記は、貯蓄課税指令および2005年法の施行の概要であり、その現行の説明に基づいて記載している

が、すべての事項を完全には記載していない。投資または税務についての助言ではなく、投資者は、貯蓄

課税指令および2005年法の自己への影響について自らの財務または税務アドバイザーに助言を求めるべき

である。
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５ 【運用状況】

(1) 【投資状況】

資産別および地域別の投資状況

(平成25年９月末日現在)

資産の種類 国名
時価合計 投資比率

日本円 (％)

株式 日本 4,620,956,600 68.62

先物 日本 -51,325,910 -0.76

現金・預金・その他の資産(負債控除後) 2,164,228,079 32.14

合計(純資産総額) 6,733,858,769 100.00

(注)　投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
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(2) 【投資資産】

① 【投資有価証券の主要銘柄】

投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

(平成25年９月末日現在)

順位 銘柄 国名 業種 株数(株)

日本円 投資
比率
(％)

取得価額 時価

単価 金額 単価 金額

1 KDDI 日本 通信 60,000 2,526 151,556,614 5,040 302,400,000 4.49

2 日産自動車 日本 輸送用機器 200,000 815 163,002,380 984 196,800,000 2.92

3 住友商事 日本 商社 145,000 1,230 178,279,441 1,322 191,690,000 2.85

4
りそなホールディング
ス

日本 金融持株会社 320,000 468 149,755,187 502 160,640,000 2.39

5 トヨタ自動車 日本 輸送用機器 25,000 6,250 156,253,375 6,270 156,750,000 2.33

6
三菱UFJフィナンシャ
ルグループ

日本 銀行・金融機関 240,000 363 87,099,727 627 150,480,000 2.23

7 三菱商事 日本 商社 70,000 1,921 134,469,861 1,986 139,020,000 2.06

8 日本航空 日本 運輸 23,000 4,237 97,447,308 5,940 136,620,000 2.03

9 DIC 日本 化学 480,000 142 68,093,588 271 130,080,000 1.93

10 SBIホールディングス 日本 金融持株会社 100,000 1,248 124,813,509 1,266 126,600,000 1.88

11 ＩＴホールディングス 日本 IT持株会社 100,000 1,215 121,485,787 1,239 123,900,000 1.84

12 鬼怒川ゴム工業 日本 ゴム・タイヤ 180,000 545 98,163,461 598 107,640,000 1.60

13
ニトリホールディング
ス

日本 小売 11,000 7,023 77,257,795 9,000 99,000,000 1.47

14 レンゴー 日本 包装工業 180,000 503 90,482,212 541 97,380,000 1.45

15 兼松 日本 商社 700,000 93 65,131,854 133 93,100,000 1.38

16 国際石油開発帝石 日本 石油・ガス 80,000 1,144 91,526,308 1,158 92,640,000 1.38

17 タチエス 日本 輸送用機器 55,000 1,346 74,045,514 1,487 81,785,000 1.21

18 ホンダ 日本 輸送用機器 21,000 3,494 73,375,453 3,735 78,435,000 1.16

19 東日本旅客鉄道 日本 運輸 9,000 8,006 72,052,870 8,440 75,960,000 1.13

20 住友ゴム工業 日本 ゴム・タイヤ 50,000 1,624 81,191,346 1,511 75,550,000 1.12

21 日本電信電話 日本 通信 14,000 4,202 58,829,929 5,080 71,120,000 1.06

22 サイバーエージェント 日本
インターネッ
ト・ソフトウェ
ア

26,000 1,882 48,927,318 2,712 70,512,000 1.05

23 沢井製薬 日本 医薬品 10,000 5,569 55,689,062 6,890 68,900,000 1.02

24
山田コンサルティング
グループ

日本
金融・投資サー
ビス

41,600 389 16,189,795 1,575 65,520,000 0.97

25 芙蓉総合リース 日本
金融・投資サー
ビス

16,500 2,674 44,113,554 3,685 60,802,500 0.90

26 プレサンス 日本 不動産 20,000 864 17,282,358 3,035 60,700,000 0.90

27
サンヨーハウジング名
古屋

日本 不動産 53,600 891 47,773,389 1,125 60,300,000 0.90

28 伊藤忠商事 日本 商社 50,000 1,261 63,047,767 1,202 60,100,000 0.89

29
ほくほくフィナンシャ
ルグループ

日本 金融持株会社 288,000 124 35,855,818 206 59,328,000 0.88

30 ヤマダ電機 日本 小売 200,000 380 75,971,023 290 58,000,000 0.86

 

 

② 【投資不動産物件】

該当事項なし(平成25年９月末日現在)。

 

③ 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項なし(平成25年９月末日現在)。
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(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

下記の各会計年度末および平成24年10月１日から平成25年９月末日までの期間における各月末の純資産総

額およびリテイル・クラスの１口当り純資産価格の推移は、以下の通りである。

 

 純資産総額 １口当り純資産価格

 円

第５会計年度末
(平成16年５月末日)

7,738,926,432 27,553

第６会計年度末
(平成17年５月末日)

15,890,229,169 29,974

第７会計年度末
(平成18年５月末日)

12,393,021,808 33,075

第８会計年度末
(平成19年５月末日)

7,336,393,528 33,195

第９会計年度末
(平成20年５月末日)

6,881,477,898 29,309

第10会計年度末
(平成21年５月末日)

3,376,465,719 22,073

第11会計年度末
(平成22年５月末日)

4,063,805,611 26,785

第12会計年度末
(平成23年５月末日)

3,075,271,807 27,959

第13会計年度末
(平成24年５月末日)

2,652,720,527 27,110

第14会計年度末
(平成25年５月末日)

3,756,998,860 38,216

平成24年10月末日 2,539,111,224 28,566

11月末日 2,610,736,407 29,672

12月末日 2,735,646,180 31,782

平成25年１月末日 2,895,197,587 34,038

２月末日 3,063,296,637 34,324

３月末日 3,297,945,835 34,949

４月末日 3,738,516,557 37,774

５月末日 3,756,998,860 38,216

６月末日 4,075,934,539 38,356

７月末日 5,008,429,392 38,506

８月末日 5,048,426,782 37,517

９月末日 6,733,858,769 38,808

(注)　日本においてリストリクティッド・クラス、インスティテューショナル・クラスおよびインターナショナル・クラス

は発行されていないため、開示していない。以下、同じ。
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② 【分配の推移】

下記の各会計年度におけるリテイル・クラスの分配の推移は、以下の通りである。

 

 分配金

第５会計年度 該当事項なし。

第６会計年度 該当事項なし。

第７会計年度 該当事項なし。

第８会計年度 該当事項なし。

第９会計年度 該当事項なし。

第10会計年度 該当事項なし。

第11会計年度 該当事項なし。

第12会計年度 該当事項なし。

第13会計年度 該当事項なし。

第14会計年度 該当事項なし。
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③ 【収益率の推移】

下記の各会計年度のリテイル・クラスの収益率の推移は、以下の通りである。

 

 収益率(注)

第５会計年度 50.32％

第６会計年度 8.79％

第７会計年度 10.35％

第８会計年度 0.36％

第９会計年度 -11.71％

第10会計年度 -24.69％

第11会計年度 21.35％

第12会計年度 4.38％

第13会計年度 -3.04％

第14会計年度 40.97％

(注)　ファンドの収益率は、以下の計算式により算出された。

収益率(％)＝100×(ａ－ｂ)／ｂ

ａ＝各会計年度末のリテイル・クラスの１口当り純資産価格

ｂ＝当該各会計年度の直前の各会計年度末のリテイル・クラスの１口当り純資産価格

 

EDINET提出書類

ＲＢＳ（ルクセンブルグ）エス・エイ(E15216)

有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

 42/221



＜参考情報＞

運用実績(2013年９月末日現在)
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(4) 【販売及び買戻しの実績】

下記の各会計年度のリテイル・クラスの販売および買戻しの実績ならびに下記の各会計年度末日現在のリテ

イル・クラスの発行済口数は、以下の通りである。

 
       

 販売口数
本邦内における

販売口数
買戻し口数

本邦内における
買戻し口数

発行済口数
本邦内における
発行済口数

第５会計年度 186,891 101,704 96,850 46,940 280,878 136,643

第６会計年度 336,757 328,226 87,502 50,508 530,133 414,361

第７会計年度 70,078 68,178 225,514 167,648 374,697 314,891

第８会計年度 9,036 7,917 162,721 140,373 221,012 182,435

第９会計年度 73,120 255 59,345 50,931 234,787 131,759

第10会計年度 23,498 0 105,316 24,633 152,969 107,126

第11会計年度 51,575 100 52,825 27,039 151,719 80,187

第12会計年度 3,923 0 48,097 13,728 107,545 66,459

第13会計年度 90 90 17,711 10,614 89,924 55,935

第14会計年度 2,000 0 25,911 13,264 66,013 42,671
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第２ 【管理及び運営】

１ 【申込（販売）手続等】

(1) 海外における販売手続等

関連するクラスのファンド証券１口当りの発行価格は、管理事務代行会社を通じて管理会社により買付申込

みが受領された評価日の翌評価日に決定される１口当りの純資産価格である。リテイル・クラスに適用される

販売手数料は、１口当りの純資産価格の3.15％およびファンド証券が販売される国の法令や実務慣行で許容さ

れる上限を超過してはならない。

異なるクラスの受益証券の１口当り純資産価格は、別々の管理報酬、実績報酬および／もしくは販売関連手

数料の適用により、または各クラスのその他の特定の特徴により異なることがある。

評価日のルクセンブルグ時間正午までに受領された受益証券の申込みは、当該評価日の翌評価日に処理さ

れ、管理事務代行会社により正午以降に受領された買付注文は、翌評価日に受諾されたものとみなされ、翌々

評価日に処理される。

買付代金の支払は、保管受託銀行の指図人に対する電信送金により、申込みが受領された日から起算し５評

価日以内に該当クラスの通貨で行う。

ファンド証券は、買付代金が保管受託銀行によって上記の期間内に受領された場合に、管理事務代行会社を

通じて管理会社によって発行される。

受益者は、固有の特徴により異なるリテイル証券、インスティテューショナル証券、インターナショナル証

券またはリストリクティッド証券のいずれかに申込みを選択しなければならない。

リテイル証券は、あらゆる投資者に販売される。インスティテューショナル証券は、2010年法第174条の規

定において「機関投資家」に対してのみにだけ募集される。

インターナショナル証券は、50,000ユーロまたはその他の通貨建ての相当額を最低申込額として、非機関投

資家に対して募集される。かかる最低申込額は取締役会の裁量により放棄することができる。

リストリクティッド証券は、投資予定者によるリストリクティッド証券の申込みを許可または拒絶する完全

な裁量を有する取締役会の事前の承認を条件として、申込時にアーカス・グループの従業員またはその他の者

および／もしくは法人である投資者に対しのみ販売され、他の全ての投資者に販売されない。

受益者が券面の受領を選択しない限り、受益権の確認書のみが送付される。確認書および(発行される場合)

券面は、保管受託銀行が買付代金を受領した場合、管理会社または、その代理人により交付される。

ファンドのすべての受益証券は記名式でのみ発行される。管理会社は、受益者名簿をその登録上の事務所に

保管する責任を有する。

受益証券は、ルクセンブルグ、ロンドンおよび東京における銀行営業日(「評価日」)に発行されるが、管理

会社は後述の記載に従いその裁量で、一時的に発行を停止する権利を有する。

券面が発行されている場合、各券面には管理会社および保管受託銀行の署名が必要であるが、当該両署名は

ファクシミリによることができる。受益者が券面を要求しない場合、券面の発行を請求しないものとみなさ

れ、受益者である旨の確認書を代わりに発行する。

リストリクティッド証券およびリテイル証券の買付最低口数は10口であり、10口以上については１口単位で

ある。
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管理会社は、その裁量において、特定の国および地域に居住する個人または設立された法人に対し、ファン

ド証券の発行を一時的に停止し、完全に中止し、または制限することができる。管理会社は、受益者全体およ

びファンドまたは管理会社の保護のために必要な場合には、特定の個人または法人のファンド証券の取得を禁

止し、または管理会社により承認された投資者に対し特定のクラスの受益証券の発行を留保することができ

る。

さらに管理会社は、

ⅰ) 管理会社がファンドの保護のため必要であると判断した場合、ファンド証券の申込みをその裁量において

拒否することができ、また

ⅱ) ファンド証券の購入または保有を禁止された受益者が保有するファンド証券をいつでも買戻すことがで

き、また

ⅲ) あるクラスの証券の発行を中止することができる。

受益証券はアメリカ合衆国証券法に基づき登録されておらず、ファンドは投資会社法に基づき登録されてい

ない。受益証券は、アメリカ合衆国、その領地および属領において、アメリカ合衆国証券法および投資会社法

または追加雇用対策法の一部として制定された外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」という。)の

一定の規定の登録および要件を免除された管理会社および保管受託銀行の事前の同意ある一部の適格アメリカ

合衆国機関を除き、米国人(アメリカ合衆国証券法レギュレーションSまたはFATCAに定義される。) (以下「米

国人」という。)に対し、直接または間接的に募集、販売、譲渡または交付されない。米国人への受益証券の

販売および譲渡は制限され、管理会社は、かかる法律および当該所有制限を遵守することが適切であると判断

する場合には、米国人により保有されている受益証券を買い戻し、米国人への譲渡の登録を拒否することがで

きる。

ファンド証券または確認書は、買付代金の支払日後、ルクセンブルグにおける７銀行営業日以内に、管理会

社または保管受託銀行の事務所において、申込者またはその取引銀行に交付される。

管理会社は、受益証券を分割または統合することができる。

マーケット・タイミングの防止

ファンドの価格の非効率性を利用することを意図する受益証券の常習的な購入および買戻し－「マーケッ

ト・タイミング」－は、組入証券の投資戦略を妨害し、ファンドの費用を増大させ、ファンドの長期保有受益

者の利益に重大な影響を与える。かかる常習防止のため、管理会社は、合理的な疑いの余地がない場合、およ

びマーケット・タイミングに関する投資であると思われる時はいつでも、ファンドの過度の購入および買戻し

取引が確認された投資者による申込または転換の注文を停止し、無効とし、取消すことができる。

管理会社は、すべての投資者に対する公正な取扱いを保護するため、(ⅰ) ファンドの資産にマーケット・

タイミング行為が進行中であることが的確に査定され、(ⅱ)マーケット・タイミングによるファンドへのリス

クを最小化するための十分な手続きおよび監視の実行することを確保するため必要な手段をとる。
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マネー・ロンダリングおよびテロ資金調達撲滅

国際法およびルクセンブルグの法令(2004年11月12日付マネー・ロンダリングおよびテロ資金調達の撲滅に

関する法律によるが、それに限定されない。)ならびに監督官庁の通達にしたがって、マネー・ロンダリング

およびテロ資金調達の目的で投資信託を用いることを防止するため、財務部門のすべての専門家に責任が課せ

られている。かかる規定の結果、集団投資を目的としたルクセンブルグにおける事業の登録事務代行会社は、

申込者の身元確認を行わなければならない。管理事務代行会社は、リスクに基づく手法に従って、申込者に対

して、容認できる身元証明の提出を要求する場合があり、法的主体である申込者に対しては、商業登記機関に

よる抄本もしくは定款またはその他の公的文書の提出を要求する場合がある。いずれの場合においても、管理

事務代行会社は、該当する法律上および規制上の要件に遵守するために、いつでも追加の文書を要求すること

ができる。

かかる情報は、コンプライアンス上の理由に限り収集されるものであり、権限を有しない者に対しては開示

しないものとする。

申込者が、要求された文書の提出を遅延した場合またはかかる文書を提出しなかった場合、申込(または、

適宜、償還)申請書は受諾されない。管理会社および管理事務代行会社は、いずれも、申請者が文書を提出し

なかったことまたは不完全な文書しか提出しなかったことにより、取引の処理が遅延した場合またはかかる取

引が処理されなかった場合、一切の責任を負わない。

受益者は、管理事務代行会社のリスクに基づく手法に従って、関連する法令に基づく現在の顧客デュー・

ディリジェンス要件に基づき、随時、追加または更新済の身元確認書類の提出を要求されることがある。

(2) 日本における販売手続等

日本においては、有価証券届出書第一部 証券情報、(7)申込期間に記載される期間中の評価日に、同書第一

部 証券情報に従ってファンド証券の募集が行われる。購入の申込みは、午後３時(日本時間)までに販売取扱

会社に対して行わなければならない。ただし、評価日の翌営業日が、ルクセンブルグまたはロンドンの銀行営

業日でない場合は、申込みの取扱いが行われない。

日本における販売取扱会社は口座約款を投資者に交付し、当該投資者から口座約款に基づく取引口座の設定

を申し込む旨の申込書の提出を受ける。最低販売口数は10口で、販売は１口単位である。

ファンド証券１口当りの販売価格は、原則として、管理会社が当該申込みを受領した評価日の翌評価日の

ファンド証券の１口当りの純資産価格である。日本における約定日は販売取扱会社が当該注文の成立を確認し

た日(通常発注日の日本における翌営業日)であり、約定日から起算して４営業日目に口座約款に基づき、受渡

しを行うものとし、当該受渡期日までに、口座約款に基づき下記手数料を支払わなくてはならない。

販売取扱会社は、受益証券の保管を販売取扱会社に委託した投資者に対し、買付時に取引報告書を交付す

る。買付代金の支払は、円貨によるものとする。
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日本国内における申込手数料は、以下の通りである。

 

申込口数  申込手数料

10口以上　　３万口未満  申込金額の3.15％(税抜3.0％)

３万口以上　10万口未満  申込金額の2.625％(税抜2.5％)

10万口以上  申込金額の2.10％(税抜2.0％)

 

なお、日本証券業協会の協会員である日本の販売取扱会社は、ファンドの純資産が1億円未満となる等同協

会の定める外国証券の取引に関する規則の中の「外国投資信託受益証券の選別基準」にファンド証券が適合し

なくなったときは、ファンド証券の日本における販売を行うことができない。
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２ 【買戻し手続等】

(1) 海外における買戻し手続等

受益者は、評価日にいつでも買戻しを請求することができる。

買戻請求は、管理事務代行会社を通じて管理会社に対して書面で行う。

ファンド証券の買戻しは、１口単位によってのみ受諾される。

ファンド証券１口当り買戻価格は、管理事務代行会社が、管理会社のために、ルクセンブルグ時間正午まで

に買戻請求を受領した場合、当該請求を受領した評価日の翌評価日の該当クラスのファンド証券の１口当り純

資産価格である。正午以降に受領された買戻請求は、受益証券の受領を条件として(発行されている場合)、翌

評価日に受諾されたものとみなされ、翌々評価日の価格による。買戻手数料はない。

管理会社は、通常の場合、ファンド証券の買戻しを買戻請求後遅滞なく行うため、ファンド資産の流動性を

適切な水準に確保するものとする。

特定の１評価日にファンドのリテイル・クラスの発行済受益証券の10％またはファンドのリテイル・クラス

以外のクラス(現在、インスティテューショナル・クラス、インターナショナル・クラスおよびリストリク

ティッド・クラス(以下「非リテイル・クラス」という。))の発行済受益証券の総額の10％を超える受益証券

数の買戻し請求がなされた場合、取締役会は、当該評価日に買戻される当該クラスの受益証券総数を10％に制

限し、それぞれの買戻し請求についての買戻し受益証券数を均等に減ずることができる。この手続により買い

戻されなかった受益証券は、翌評価日に、翌評価日以降に買戻し請求がなされた受益証券に優先して買戻され

るが、その場合にも当該評価日における買戻し限度までの10％の買戻し制限が適用される。

このような繰延買戻しが行われる場合、買戻価格は、繰延買戻しが行われた評価日に適用される１口当り純

資産価格となる。

特定のクラスの１口当り純資産価格の計算の停止または繰延買戻しの場合、かかる停止または繰延期間中の

評価日に買い戻される受益証券は、当該買戻し請求が事前に書面により取り下げられない限り、当該停止また

は繰延の終了後の評価日の１口当り純資産価格で買戻される。

買戻価格は、買戻日に適用される受益証券１口当りの純資産価格により、買付時の取得価格より高いことも

低いこともある。

買戻代金(買戻し手数料控除後(ある場合))の支払は、買戻請求が受諾(券面が発行されている場合、ファン

ド証券の券面の受領を含む。)された日から起算して最大５評価日までに保管受託銀行またはその指図人によ

り該当クラスの通貨で行われる。

あるクラスに関する経済的、財政的、社会的または政治的状況の変化が当該クラスの投資に重大な悪影響を

及ぼす場合、または経済的な合理化を進めるために、取締役会の決定により、当該クラスの受益証券の強制買

戻しにより当該クラスを償還することができる。

取締役会は、強制買戻しの理由および買戻しの手続きを記載した書面による通知を、当該受益証券の保有者

に対し、強制買戻しの効力発生日前に送付するものとする。受益者の利益または受益者間の平等な取扱いを維

持するため、別途決定されない限り、投資対象の実際の換価価格および換価費用を斟酌して、該当クラスの受

益者は、強制買戻し効力発生日前に受益証券の買戻しを引き続き請求することができる。

買戻し代金の支払いにより、対応する受益証券は償却される。
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米国人または非機関投資家(適用ある場合)などのファンドの受益証券の保有について禁止された者が、単独

またはその他の者と合同で、直接的または間接的に受益証券の実質所有者もしくは登録所有者となることを管

理会社が検知した場合、管理会社はその裁量により、責任を負うことなく買戻しの通知後、受益証券を強制的

に買戻すことができ、買戻し後、ファンドの受益証券の保有を禁止された者は受益証券の保有者でなくなる。

管理会社は、受益証券の所有者がファンドの受益証券の保有を禁止された者に該当するか否か、または該当す

るであろうか否かについて決定する目的のため必要とみなされる情報の提供を、管理事務代行会社を通じて受

益者に対し要求することができる。

管理会社は、また、以下の受益者について、全受益証券を強制的に買戻す権限を有する。

1.　目論見書および／または約款に反し、受益証券の一部を譲渡した受益者または譲渡しようとした受益

者、

2.　受益証券の取得に関し受益者によりなされた表明もしくは保証が真正ではなかった受益者または真正で

はなくなってしまった受益者、またはその他の管理会社との契約不履行を行った受益者、または

3.　管理会社が、かかる強制買戻しが、重大な法的、金銭的、税務上(FATCAにより課される要件違反に帰因

する税務負債を含む。)、経済的、専有、管理上の重要性またはその他、管理会社またはファンドの不利

益となることを回避するものであると、その絶対裁量により判断したその他の状況にある受益者。

(2) 日本における買戻し手続等

日本における受益者は、評価日でありかつ日本の金融商品取引業者の営業日に販売取扱会社を通じ、管理会

社に対して買戻しを講求することができる。ただし、評価日の翌営業日が、ルクセンブルグまたはロンドンの

銀行営業日でない場合は、申込みの取扱いが行われない。買戻請求には、手数料は課されない。

ファンド証券１口当りの買戻価格は、原則として、管理会社が販売会社から買戻請求を受領した評価日の翌

評価日に計算される受益証券の１口当りの純資産価格とし、買戻代金は口座約款の定めるところに従って販売

取扱会社を通じて円貨で、支払われる。ファンド証券の買戻しは１口を単位とする。
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３ 【転換手続等】

(1) 海外における転換手続等

受益者が一定のクラスについて適格であることおよび管理会社の事前の承認を条件として、いずれかのクラ

スの受益証券は、異なるクラスの受益証券に転換することができる。

転換請求は、管理事務代行会社を通じて管理会社に対し行う。転換請求には、受益者の氏名および口座番号

ならびに希望する転換先のクラスとともに転換するクラスおよび受益証券口数を記載しなければならない。

リストリクティッド証券への転換は、投資者がアーカス・グループの従業員または取締役会が承諾したその

他の者および／もしくは法人である旨の十分な証明を取締役会に提出した場合にのみ、行うことができる。

受益証券の買戻しに関するあらゆる条項は、本条において別段の定めのない限り、受益証券の転換にも同様

に適用される。

転換されるクラスの評価日および転換による投資が検討されるクラスの評価日が一致しない場合、転換額に

は、二つの評価日の間の利息は発生しない。

受益証券の転換価格は、関連する評価日に転換されるおよび投資されるクラスのそれぞれの受益証券１口当

り純資産価格を参照して決定される。

受益者が転換を希望するクラス(投資されるクラス)の受益証券の１口当り純資産価格の２％を上限とする転

換手数料が、転換費用を賄うため課される。

転換指示を遵守することにより、いずれか一つのクラスの残存保有額がそのクラスの最低保有額に満たない

結果となる場合、管理会社は関連する評価日に決定される買戻価格で残存受益証券を強制的に買戻し、受益者

に買戻代金の支払いを行うことができる。

(2) 日本における転換手続等

日本において、転換はできないため、該当事項なし。
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４ 【資産管理等の概要】

(1) 【資産の評価】

①　純資産価格の計算

各クラスの受益証券１口当り純資産価格(「純資産価格」)、発行価格および買戻価格は、評価日毎に該当

クラスの通貨により決定される。各クラスの受益証券１口当り純資産価格は、各評価日に管理事務代行会社

により各クラスの純資産総額を各クラスに帰属する発行済口数で除して計算される。

監査済年次報告および未監査半期報告を作成する際、会計年度および半期の最終日が評価日でない場合、

年度および半期の最終評価日の純資産価格は、当該期間の最終日に計算された純資産価格と置き換えられる

ものとする。

ファンド証券１口当り純資産価格は、ファンドのため、管理会社が決定する該当通貨の最小単位に四捨五

入することができる。１口当り純資産価格の決定時に、ファンドの投資先の大部分の取引が行われている

か、相場付けされる市場相場に重大な変更があった場合、管理会社は、ファンドのために、受益者および

ファンドの利益を保護するため、該当評価日に受領したすべての申込みに対し、第一評価を取消し、第二評

価を実施することができる。

ファンドの資産は、以下を含むものとみなされる。

(a) すべての手持現金または預託金およびそれらの経過利息。

(b) すべての未収手形、未収一覧払約束手形および未収金。(売却後引渡未了の証券の売却代金も含む。)

(c) ファンドのために所有または購入契約締結済みのすべての債券、確定日払約束手形、株式、ディベン

チャー・ストック、投資信託受益証券／投資信託投資証券、新株引受権、ワラント、オプション、先物契

約およびその他の投資資産および証券。

(d) ファンドが受領すべきすべての株式、株式配当、現金配当および現金配分。(ただし、管理事務代行会

社は、配当落ち、権利落ち等による証券の市場価格の変動に関し調整することができる。)

(e) ファンドが所有する利付証券から発生するすべての利息。(同利息が当該証券の元本金額に含まれるか

反映されている場合は除く。)

(f) すべてのスワップ契約。

(g) すべての先物為替契約または他のヘッジ契約。

(h) 未償却のファンドの創業費。

(i) 前払費用を含むあらゆる性質その他のすべての資産。

ファンドの負債は、以下のものを含むものとみなされる。

(a) すべての未払借入金、未払手形および未払金。

(b) すべての発生済みまたは未払管理費。(管理報酬、投資運用会社報酬、保管報酬、代行協会員報酬、販

売会社報酬、登録・名義書換事務代行・管理事務代行会社報酬、源泉税およびその他の諸税を含む。)

(c) 現金または財産の支払に関する契約上のすべての期限到来債務を含む(請求済、未請求のいかんにかか

わらず)すべての知れたる債務。(評価日が分配金受領権者決定のための基準日以降である場合に管理会社

がファンドのために宣言した分配金の未払分を含む。)
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(d) 取締役会が承認し管理事務代行会社が随時決定する評価日までの総資産および収益に基づく適切な納税

引当金およびその他の準備金。

(e) ファンドの受益証券により表象される負債を除くあらゆる種類、性質、実際のまたは偶発的なファンド

その他一切の負債。かかる負債額を決定する際、管理会社は、設立費、管理会社、投資顧問会社または投

資運用会社に支払われる報酬、サービス提供会社および役員、会計法人、保管銀行およびその取引銀行、

所在地事務、登録事務および名義書換事務代行会社または支払代行会社および登録地における恒久的代理

人に支払われる報酬ならびに費用(実費を含むがそれらに限定されない。)、証券取引所もしくはその他の

規制ある市場における受益証券の上場に関し、もしくは相場獲得のため負担される手数料および費用、ル

クセンブルグおよびルクセンブルグ国外における法律および税務顧問に対する報酬、ファンドの登録、目

論見書、約款、通知、格付機関、販売資料、届出書、または半期報告書および年次報告書の作成、翻訳、

交付および印刷費用を含む、印刷、報告および公告費用、税務手数料または政府関係費用、受益証券の販

売会社に支払われる受益者サービス費用および販売報酬、通貨換算手数料ならびに資産の購入および売却

費用、利息、銀行手数料、売買委託手数料、郵送料、電話代およびテレックス代を含むファンドが支払う

べき一切の費用を計上する。管理事務代行会社は、１年またはその他の期間についての定期的または経常

的に発生する管理費およびその他の費用を予め計算し、当該期間にその均等分割金額を計上することがで

きる。

各クラスの受益証券１口当り純資産価格は、管理会社の登記上の事務所において入手できる。

可能な限り、証券についてのすべての売買契約は、執行日現在でファンドの資産に反映するよう、またす

べての受領される分配金は、権利落ち日現在で発生するものとして評価される。

上記資産の価格は、以下の方法によって決定される。

(a) 金融商品取引所に上場されている有価証券は、入手可能な直近の価格により評価される。

(b) 金融商品取引所に上場されていないが規制ある市場またはその他の組織的な市場で取引されている有価

証券も、入手可能な直近の価格により評価される。

(c) 公正な市場価格を反映していない証券およびすべてのその他の資産は、慎重かつ誠実な立場から推定実

現価格で評価される。

(d) UCITSまたはその他のUCIへの投資は、その最新の公式純資産額にて、または関連する管理事務代行会社

によって提供されたその最新の非公式な純資産額(すなわち、一般に、ターゲット・ファンドの株式の申

込および償還の目的で使用されないもの。)がその最新の公式な純資産額よりも新しく、かつ、管理事務

代行会社が関連する管理事務代行会社によって使用されたかかる非公式な純資産額の評価方法が公式の評

価方法よりも整合性を有することを十分に保証する場合には、その最新の非公式純資産額にて評価され

る。

かかるUCITSおよび／またはその他のUCIの株式または受益証券の純資産額について重大な変動を発生さ

せ得た事由が、最新の公式な純資産額が計算された日以来発生した場合、かかる株式または受益証券の価

額は、かかる価額変動を反映する目的で、管理会社の合理的な意見において、調整される。
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(e) 手持現金または預金、手形および要求払約束手形および未収金、前払金、現金配当および未収利息の価

額は、その全額を以って評価する。ただし、いずれの場合においても、全額の支払または受領が行われそ

うになく、かかる場合にその真正な価値を反映するため適切とみなされた割引を行った後にその評価が行

われる場合についてはこの限りではない。

(f) スワップは、原証券の直近終値に基づいて公正価値で評価される。

(g) ファンドによって保有されている残存満期が90日以下の非上場短期金融商品は、償却原価法で評価さ

れ、市場価格に近い。

(h) ファンドの表示通貨以外の通貨により表示された価格は、評価時のルクセンブルグの実勢為替レートで

ファンドの表示通貨に換算される。

(i) 取引所またはその他の規制ある市場で取引されていないオプション契約の清算価値とは、取締役会に

よって定められた方針に基づいて、様々な異なる種類の契約に一貫して適用される基準によって決定され

るその純清算価値のことをいう。取引所またはその他の規制ある市場で取引されている先物、先渡または

オプション契約の清算価値は、ファンドによって特定の先物、先渡またはオプション契約が取引されてい

る取引所および規制ある市場におけるかかる契約の直近の終値または決済価格を基礎とする。ただし、先

物、先渡またはオプション契約が、純資産が決定される日に清算されることができなかった場合、かかる

契約の清算価格の決定基準は、取締役会が公正かつ合理的とみなす価額とする。

取締役会は、当該評価がファンド資産の適正価額をより一層反映すると考える場合には、取締役会の裁量

により、他の評価方法の利用を認めることができる。

ファンドの資産の評価を算出するにあたり、管理事務代行会社は、関係する価格情報源(ファンドの管理

事務代行会社、マネージャーおよびブローカーを含む。)に依拠する。明白な誤りのない限り、専門的な

サービス提供者としての注意義務を果たしている場合、管理事務代行会社はかかる価格情報源から提供され

た評価の正確性につき責任を負わない。

特に、市場相場または公正の市場価格が公式に入手できないファンドの資産(非上場の構築化商品または

信用商品およびその他の流動性資産を含むがそれらに限定されない。)の評価については、管理事務代行会

社は、管理会社または管理会社がその責任に基づき任命する第三者プライシング・ソースのいずれかにより

提供される他の評価に依拠し、提供された評価の正当性および正確性の確認は行わない。管理会社が、管理

事務代行会社に特定のプライシング・ソースの利用を指示した場合には、管理事務代行会社は、当該プライ

シング・ソースについてさらなる適正評価または精査を行わず、また行うことを要求されない。かかる関係

資産に関する限り、管理事務代行会社の責任は、管理会社またはその他の任命された第三者プライシング・

ソースにより提供された価格に基づき純資産総額を計算することだけに限定され、該当機関により提供され

た評価の正当性または正確性について(明白な誤りがない限り)責任を負うことはない。

資産の重要な部分について、一または複数の価格情報源が評価額を管理事務代行会社に提供しなかった場

合、管理事務代行会社は純資産価格を計算しないことができ、その結果、申込価格および買戻価格の決定が

不可能になる場合がある。管理事務代行会社は、直ちに管理会社に当該状況が生じたことを知らせるものと

する。管理会社は、本項の記載に従い純資産価格の計算の停止を決定することができる。
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②　純資産価格の決定の停止

管理会社は、以下の事由がある場合において一時的に受益証券について純資産価格の決定を停止し、その

結果としてその発行および買戻しを停止することができる。

(イ)ファンドの資産の相当部分の評価の基礎を提供する一もしくは複数の証券取引所または市場、または

ファンドの資産の相当部分の表示通貨を取引する一もしくは複数の外国為替市場が通常の休日以外の日に

閉鎖され、または取引が制限もしくは停止された場合。

(ロ)政治的、経済的、軍事的もしくは通貨上の事由のため、または管理会社の責任および監督が及ばない何

らかの状況が生じた結果、受益者の利益に重大な損害を及ぼすことなく、ファンドの資産の処分が正当に

または正常に実行できない場合。

(ハ)ファンドの組入証券の評価のために通常使用されている通信機能が停止した場合、または何らかの理由

によりファンドの資産の評価を迅速かつ正確に確定できない場合。

(ニ)為替規制または資金の移動に影響を与えるその他の規制により、ファンドの取引が実行不可能な場合ま

たはファンド資産の購入および売却が通常の為替レートでは実行ができない場合。

(ホ)取締役会の見解により、ファンドの受益証券の取引を継続することが受益者にとって実益がなく、不当

となる異常な状況が存在する期間。

(ヘ)ファンドが終了、解散または併合されるか、またはされる可能性がある場合、その効力日についての提

案決議の通知の送付日以降。

(ト)取締役会の管理の及ばないその他の状況が発生した場合。

かかる停止は、買付けまたは買戻しの申込みをした受益者に対して通知され、必要と判断される場合には

公告される。

 

(2) 【保管】

ファンド証券が販売される海外においては、ファンド証券または確認書は受益者の責任において保管され

る。日本の投資者に販売されるファンド証券の券面またはその確認書は、販売会社の保管者名義で保管され、

日本の受益者に対しては、販売取扱会社からファンド証券の取引残高報告書が交付される。

ただし、日本の受益者が別途、自己の責任で保管する場合は、この限りではない。

 

(3) 【信託期間】

ファンドの存続期限は無期限である。(平成20年11月13日付取締役会決議により延長された。)

 

(4) 【計算期間】

ファンドの決算日は毎年５月31日である。

 

(5) 【その他】

①　発行限度額

ファンド証券の発行限度額についての定めはなく、随時発行することができる。
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②　存続期間および解散

ファンドの存続期間は無期限である。ファンドは、管理会社と保管受託銀行の合意により、いつでも解散

することができる。ファンドの純資産総額が10億円を下回った場合、取締役会は、日本の販売会社と協議の

うえ、ファンドの解散を考慮する。また、ファンドはルクセンブルグ法の定める場合に解散される。受益者

または受益者の相続人もしくは遺産受取人は、ファンドの解散を請求することはできない。解散の通知は、

ルクセンブルグのメモリアルおよび管理会社と保管受託銀行が合意し決定する適切な発行部数を有する少な

くとも２つの新聞に公告されるものとし、そのうちの１紙はルクセンブルグの新聞でなければならない。さ

らに管理会社は、受益者の最善の利益であるとみなされる場合、ルクセンブルグ国外の一紙または複数紙の

新聞に公告をすることを決議することができる。

2010年法第143条によれば、ファンドの登録が金融監督委員会に拒絶され、または撤回された場合には、

ファンドは地方裁判所の決定により解散されることがある。

③　約款

現行約款は、ルクセンブルグ商業および法人登記所に寄託されており、同所で閲覧することができ、また

その写しを入手することができる。

管理会社は、受益者の利益のため保管受託銀行の承認を得て、日本の販売会社と協議のうえ、約款の全部

または一部をいつでも変更することができる。約款の変更は、管理会社の決定により、ファンド証券が販売

された国の新聞に公告される。変更は、約款を変更する書類により別異の定めのある場合を除き、ルクセン

ブルグ商業および法人登記所に約款が預託された旨の通知がルクセンブルグのメモリアルに公告された日に

発効する。

④　関係法人との契約の更改等に関する手続

投資運用契約

投資運用契約は、管理会社と投資運用会社の間で無期限の契約として締結され、各当事者は、相手方当事

者に同契約の終了日の３か月以上前に書面による通知を交付または書留郵便ですることによって同契約を終

了させることができる。

同契約のいかなる規定も、同契約の両当事者により署名された証書によらない限り、これを変更し、放棄

し、適用を免除しまたはこれを廃止することができない。

同契約は、ルクセンブルグ法に準拠して解釈される。

保管および業務契約

各当事者は、相手方当事者に、解約の90日以上前に、書面による通知を交付または書留郵便で送付するこ

とにより、保管および業務契約を解約することができる。

同契約は、ルクセンブルグの法律に準拠し、同法に従い解釈される。

代行協会員契約

代行協会員契約は、他の契約当事者に対し、３か月前の書面による終了通知がなされるまで有効とする。

同契約は日本国の法律に準拠し、それに従い解釈される。
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受益証券販売・買戻契約

受益証券販売・買戻契約は一方の当事者が他の当事者に対し、書面による通知を3か月前になすことによ

り、これを解約することができる。

同契約は、日本国の法律に準拠し、同法により解釈される。

 

５ 【受益者の権利等】

(1) 【受益者の権利等】

受益者が受益権をファンドに対し直接行使するためには、ファンドの受益者名簿にファンド証券名義人とし

て登録されていなければならない。従って、販売取扱会社にファンド証券の保管を委託している日本の受益者

は、ファンド証券の登録名義人でないため、自らファンドに対し直接受益権を行使することはできない。これ

ら日本の受益者は約款に基づき販売取扱会社をして受益権を自己のために行使させることができる。

ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託しない日本の受益者は、本人の責任において権利行使を行う。

受益者の有する主な権利は、以下の通りである。

①　分配金請求権

受益者は、ファンドのために行為する管理会社の決定した分配金を、持分に応じてファンドのために行為

する管理会社に請求する権利を有する。

期日より５年以内に請求されなかった分配金について、その受領権は消滅し、かかる分配金は、ファンド

に帰属する。

②　買戻請求権

受益者は、ファンド証券の買戻しを、販売会社を通じて管理会社に随時請求する権利を有する。

③　残余財産分配請求権

ファンドが解散された場合、受益者は管理会社に対し、その持分に応じて残余財産の分配を請求する権利

を有する。

(注)　約款には受益者集会に関する規定はない。なお、受益者の管理会社または保管受託銀行に対する請求権は、か

かる請求権を生じさせる事由発生日の５年後に失効する。

 

(2) 【為替管理上の取扱い】

日本の受益者に対するファンド証券の分配金、買戻代金等の送金に関して、ルクセンブルグにおける外国為

替管理上の制限はない。

 

(3) 【本邦における代理人】

森・濱田松本法律事務所　　東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング

上記代理人は、管理会社から日本国内において、

①　管理会社またはファンドに対する、ルクセンブルグおよび日本における法律上の問題ならびに日本証券業

協会の規則上の問題について一切の通信、請求、訴状、訴訟関係書類を受領する権限、
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②　日本におけるファンド証券の募集、販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一

切の裁判上、裁判外の行為を行う権限、

を委任されている。

なお、関東財務局長に対するファンド証券の募集、継続開示および金融庁長官に対するファンド証券に関す

る届出等に関する届出代理人は、

弁護士　一　木　剛太郎

東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング

森・濱田松本法律事務所

である。

 

(4) 【裁判管轄等】

日本の投資者が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有することを管

理会社は承認している。

東京地方裁判所　　東京都千代田区霞が関一丁目１番４号

確定した判決の執行手続きは、関連する法域の適用法律に従って行われる。
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第３ 【ファンドの経理状況】

１ 【財務諸表】

a.　ファンドの直近２会計年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文

（英文）の財務書類を翻訳したものである（ただし、円換算部分を除く。）。これは「特定有価証券の内容等

の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第129条第５項た

だし書の規定の適用によるものである。

 

b.　 ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に

規定する外国監査法人等をいう。）であるアーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニムから監査証明に

相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当

するもの（訳文を含む。）が当該財務書類に添付されている。

 

c.　ファンドの原文の財務書類は、一部を除き日本円で表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額につ

いて円貨換算が併記されている。日本円への換算には、平成25年９月30日現在における株式会社三菱東京ＵＦ

Ｊ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝97.75円、１ユーロ＝131.87円）が使用されている。なお、１

円未満の金額は四捨五入されている。
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(1) 【貸借対照表】

アーカス・ジャパン・ロング／ショート・ファンド

 

純資産計算書

2013年５月31日現在

(単位：日本円)

 
資産     
投資有価証券：  (注記参照)   
－取得原価    2,492,795,945
－未実現純損益    529,977,655
    3,022,773,600
現金：     
－手元現金    744,056,400
     
その他の資産：     
－未収配当金    2,478,140
－外国為替先渡契約にかかる未実現利益  (注記参照)  70,482,751
－スワップにかかる未実現純利益  (注記参照)  127,803,380
    3,967,594,271
     
負債     
銀行当座借越：     
－一覧払い    1,529
－追加証拠金  (注記参照)  44,732,102
     
その他の負債：     
－未払税金および未払費用    164,744,520
－外国為替先渡契約にかかる未実現損失  (注記参照)  1,117,260
    210,595,411
     
純資産    3,756,998,860
     
リテイル証券（日本円）     
一口当り純資産価格    38,216円
発行済受益証券口数    66,013.00口
     
インスティテューショナル証券（米ドル）     
一口当り純資産価格    123米ドル
    (12,023円)
発行済受益証券口数    32,396.00口
     
インスティテューショナル証券（ユーロ）     
一口当り純資産価格    135ユーロ
    (17,802円)
発行済受益証券口数    44,362.00口
     
インスティテューショナル証券（日本円）     
一口当り純資産価格    10,564円
発行済受益証券口数    2,575.00口
     
インターナショナル証券（米ドル）     
一口当り純資産価格    99米ドル
    (9,677円)
発行済受益証券口数    1,750.00口

 

注記は本財務書類と不可分なものである。
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(2) 【損益計算書】

アーカス・ジャパン・ロング／ショート・ファンド

 

運用計算書および純資産変動計算書

2013年５月31日に終了した年度

（単位：日本円）

 

期首現在純資産    2,652,720,527

収益     

投資有価証券からの収益     

－配当金、純額  (注記参照)  56,112,808

    56,112,808

費用     

－支払利息、純額    3,770

     

報酬：     

－管理報酬  (注記参照)  25,077,688

－実績報酬  (注記参照)  156,789,076

－代行協会員報酬  (注記参照)  17,519,503

－中央管理報酬および保管報酬    9,114,152

     

その他の費用：     

－年次税  (注記参照)  1,282,396

－監査および法務報酬    8,002,646

－印刷および公告費    1,819,837

－取引費用  (注記参照)  6,405,511

－一般管理費およびその他の費用    3,732,524

    229,747,103

     

運用純損益    (173,634,295)

     

以下にかかる実現純損益：     

－投資有価証券の売却  (注記参照)  343,774,115

－外国為替  (注記参照)  62,442,420

－スワップ  (注記参照)  (369,039,936)

実現純損益    (136,457,696)

     

以下にかかる未実現純評価益／(損)の変動：     

－投資有価証券    1,100,101,818

－外国為替先渡契約    76,116,059

－スワップ    97,106,170

     

運用から生じた純資産の純増加／(減少)    1,136,866,351

資本の変動     

受益証券発行    952,327,331

受益証券買戻    (984,915,349)

    (32,588,018)

期末現在純資産    3,756,998,860

 

注記は本財務書類と不可分なものである。
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アーカス・ジャパン・ロング／ショート・ファンド

 

統計情報

2013年５月31日に終了した年度

 

受益証券

リテイル証券

インスティ

テューショナル

証券

インスティ

テューショナル

証券

インスティ

テューショナル

証券

インター

ナショナル証券

  （日本円）  （米ドル）  （ユーロ）  （日本円）  （米ドル）

期首現在発行済

受益証券口数
89,924.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00

発行受益証券口数 0.00 5,396.00 57,667.00 2,605.00 0.00

買戻受益証券口数 (23,911.00) (3,000.00) (13,305.00) (30.00) (0.00)

期末現在発行済

受益証券口数
66,013.00 32,396.00 44,362.00 2,575.00 1,750.00

一口当り

純資産価格
 日本円  米ドル  ユーロ  日本円  米ドル

  40,049  128  141  11,040  101

最高価格    (12,512円) (18,594円)   (9,873円)

  (2013年５月21日) (2013年５月21日)  (2013年５月21日) (2013年５月21日) (2013年５月29日)

           

  26,042  88  100  10,046  99

最低価格    (8,602円) (13,187円)   (9,677円)

  (2012年９月６日) (2012年９月６日)  (2012年９月28日) (2013年４月19日) (2013年５月31日)

           

期末現在

 38,216  123  135  10,564  99

   (12,023円) (17,802円)   (9,677円)
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アーカス・ジャパン・ロング／ショート・ファンド

 

受益証券口数、純資産および一口当り純資産価格の変動

 

日付  クラス証券  
発行済

受益証券口数
 純資産額  通貨  

一口当り
純資産価格

2011年５月31日  
リテイル証券
（日本円）

 107,545.00  3,006,876,181  日本円  27,959

  

インスティ
テューショナル

証券
（日本円）

 7,050.00  68,395,628  日本円  9,702

**2011年８月８日  

インスティ
テューショナル

証券
（日本円）

 14,306.00  136,967,330  日本円  9,574

*2012年４月16日  

インスティ
テューショナル

証券

（米ドル）

 30,000.00  2,964,383  米ドル  99

          (9,677円)

2012年５月31日  
リテイル証券
（日本円）

 89,924.00  2,437,845,159  日本円  27,110

  

インスティ
テューショナル

証券

（米ドル）

 30,000.00  2,725,094  米ドル  91

          (8,895円)

*2012年９月28日  

インスティ
テューショナル

証券

（ユーロ）

 10,779.00  1,078,481  ユーロ  100

          (13,187円)

*2013年４月19日  

インスティ
テューショナル

証券
（日本円）

 2,605.00  26,169,271  日本円  10,046

*2013年５月29日  
インターナショ

ナル証券

（米ドル）
 1,750.00  176,449  米ドル  101

          (9,873円)

2013年５月31日  
リテイル証券
（日本円）

 66,013.00  2,522,739,563  日本円  38,216

  

インスティ
テューショナル

証券

（米ドル）

 32,396.00  3,978,011  米ドル  123

          (12,023円)

  

インスティ
テューショナル

証券

（ユーロ）

 44,362.00  5,979,200  ユーロ  135

          (17,802円)

  

インスティ
テューショナル

証券
（日本円）

 2,575.00  27,201,460  日本円  10,564

  
インターナショ

ナル証券

（米ドル）
 1,750.00  173,216  米ドル  99

          (9,677円)
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* 第１回目の評価

** 最終の評価

 

次へ
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アーカス・ジャパン・ロング／ショート・ファンド

 

財務書類に対する注記

2013年5月31日現在

 

ファンドの説明

ルクセンブルグ大公国においてルクセンブルグ大公国の法律に基づき契約型投資信託（“Fonds Commun de

Placement”）として発起人であるアーカス・インベストメント・リミテッドにより組成されたアーカス・ジャパ

ン・ロング／ショート・ファンド（以下「ファンド」という。）は、有価証券およびその他の認可資産（以下

「有価証券」という。）の非法人の共有持分型投資信託であり、ルクセンブルグの法律に基づき設立された会社

でありルクセンブルグに登記上の事務所を有するＲＢＳ(ルクセンブルグ)エス・エイ（以下「管理会社」とい

う。）によって、共同保有者（以下「受益者」という。）の利益のために運用される。ファンドの資産は、管

理会社の資産および管理会社により運用されるその他の投資信託の資産と区別される。

 

ファンドは、2010年12月17日の投資信託に関する法律（以下「2010年法」という。）のパートⅠの

規定で規制された投資信託としての資格を有している。

 

管理会社であるＲＢＳ（ルクセンブルグ）エス・エイは、ルクセンブルグ法に基づき2004年11月10

日付公正証書により存続期間を無期限として設立された株式会社であり、2004年12月6日にメモリア

ルに公告され、2010年法第15章に規定された管理会社として承認されている。同社の登記上の事務所

は、エスペランジユ L-5826 ガスペリッシュ通り 33番である。同社はルクセンブルグ商業登記簿

(Registre de Commerce et des Societes de Luxembourg)にB104 196の番号で登記されている。

 

　ファンドは、約款に基づいて、管理会社によって運用される。当初の約款は1999年４月19日付で提出され、こ

れに対する改定も、ルクセンブルグの商業および法人登録所に提出され、同所で閲覧することができ、またその

写しを入手することができる。当初の約款の公表およびルクセンブルグの商業および法人登録所に預託された旨

の通知は、1999年５月11日付でメモリアルに公告された。約款の最近の改定は、2013年１月31日付で効力が発生

し、改訂済約款がルクセンブルグの商業および法人登録所に預託された旨の通知は、2013年１月31日付でメモリ

アルに公告された。

 

　ファンドの投資目的は、日本企業に対して公正価値に焦点をあてたロングまたはショート（もしくはその両方）

の投資を行うことで、安定かつ長期的な資本価値の増加を達成することである。

 

　ファンドは、日本株に対して投資するのと同じエクスポージャーを有するスワップ契約を締結することができ

る。契約期間は、1か月を超えることはできない。
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ファンドがある株式のロング・スワップ・ポジションをとる時には、原資産のポジションの大きさおよび行使価

格が決定される。ファンドは、原資産のポジションの大きさに見合って合意された利率に等しい金額を支払い、ま

たファンドが原資産のポジションの大きさに等しい額の株式を保有していたと仮定した場合に達成されたであろう

総収益（正または負の金額）に等しい額を受領するか支払う責任を負う。

 

　ファンドがある株式のショート・スワップ・ポジションをとる時には、原資産のポジションの大きさおよび行使

価格が決定される。ファンドは、ファンドが原資産のポジションの大きさに等しい額の株式のショート・ポジショ

ンを保有していたと仮定した場合に達成されたであろう総収益（正または負の金額）に等しい額を受領するか支払

い、また原資産のポジションの大きさに見合って合意された利率に等しい金額を受領する（金利が低い場合には、

ブローカー手数料が、ファンドが受領する利息額を超過することがある）。

 

　2013年５月31日現在、以下のクラス証券が発行されている。

　－リテイル証券

　－インスティテューショナル証券

　－インターナショナル証券

 

重要な会計方針の要約

a) 投資有価証券の評価

　公認の金融商品取引所で値付けされているかまたは定期的に取引が行われていて公認かつ公開の他の規制あ

る市場で取引されている有価証券は、直近の入手可能な終値を基準に評価される。数か所の金融商品取引所ま

たは規制ある市場で値付けされている場合、当該有価証券の主要市場である金融商品取引所または規制ある市

場における直近の入手可能な終値が適用される。ただし、当該価格が、時価を反映していない場合を除く。当

該価格が有価証券の時価を反映していないと管理会社が考える場合には、これらの有価証券は、管理会社が慎

重かつ誠実に決定した予想実現価値を基準にして、管理会社により評価される。

 

　公認の金融商品取引所または定期的に取引が行われていて公認かつ公開の他の規制ある市場で値付けされて

いない有価証券は、管理会社が慎重かつ誠実に決定した予想実現価値で、管理会社により評価される。

 

　先物取引は、かかる先物取引が主に取引されている市場の直近の売却価格で評価される。

 

b) スワップの評価

　スワップは、裏付けとなる有価証券の入手可能な直近の終値に基づく公正価値で評価される。

 

c) 投資有価証券売却にかかる実現純損益

　投資有価証券売却にかかる実現純損益は、売却された投資有価証券の平均原価を基準に算出される。

 

d) スワップ契約にかかる実現純損益

　スワップ契約にかかる実現純損益は、先入れ先出し基準により算出される。
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e) 外貨換算

　ファンドの会計帳簿および財務書類は、日本円で表示されている。日本円以外の通貨で表示されている預金

口座およびその他の純資産は、投資有価証券の時価とともに、評価日の実勢為替レートで日本円に換算され

る。

 

　日本円以外の通貨で表示される収益および費用は、支払日の実勢為替レートで日本円に換算される。為替差

損益は、財務書類に含まれている。

 

f) ポートフォリオに保有する有価証券の取得原価

　日本円以外の通貨建ての有価証券の取得原価は、取得日の実勢為替レートで換算される。

 

g) 創立費用

　創立費用は、5年間にわたり定額法で償却される。2004年5月31日現在、かかる費用は全額償却済みである。

 

h) 収益および費用の認識

　配当金は、該当する投資有価証券が最初に配当落ちと表示される日に計上される。受取利息は、毎日発生す

る。収益は、源泉所得税（もしあれば）を控除して記帳される。費用は、発生基準で計上される。費用は、投資

有価証券の取得時に発生する当該有価証券の取得原価に含まれ売却手取額から控除されている費用を除き、運用

計算書および純資産変動計算書に借方計上される。

 

i) 外国為替先渡契約

　外国為替先渡契約は、満期日までの残存期間中は、純資産計算書の日付現在有効な先渡レートで評価される。

 

　外国為替先渡契約から生じる実現損益および未実現損益は、純資産変動計算書中の外国為替にかかる実現純損

益および外国為替先渡契約にかかる未実現純評価損益の変動の項目においてそれぞれ認識される。

 

外国為替先渡契約は、ファンドが保有する投資有価証券に係る為替リスクをヘッジするため、または１つのク

ラス証券とは別の通貨建ての投資有価証券の評価における通貨の反対の動きに対して当該クラスをヘッジするた

めに締結される。当該クラスの特定のヘッジ契約に関連する費用は、関連するクラス証券が負担する。

 

2013年５月31日現在の為替レート

１円＝0.009898米ドル

１円＝0.007591ユーロ
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管理報酬

　管理会社は、ファンドのために、アーカス・インベストメント・リミテッド（以下「投資運用会社」という。）

と投資顧問契約を締結している。

 

　管理会社および投資運用会社は、リテイル証券について、ファンド資産から、毎月、当該月中のリテイル証券に

帰属するファンド資産の日々の平均純資産総額の年率0.75％(純資産150億円以下について)および0.70％(純資産

150億円超の部分について)の管理報酬を受領する権利を有する。管理会社および投資運用会社は、インスティ

テューショナル証券およびインターナショナル証券について、ファンド資産から、毎月、当該月中の当該クラス証

券に帰属するファンド資産の日々の平均純資産総額の年率1.5％の投資運用報酬を受領する権利を有する。

 

　上記の管理報酬のうち、管理会社は、毎年ファンドの純資産総額の0.08％を上限とする月次報酬を受領する。か

かる報酬は、3,000ユーロを最低月額報酬として支払われる。

 

管理会社は、上記管理報酬総額から、投資運用会社または管理会社が職務を委託またはファンドの運用に関し、

管理会社が援助もしくは助言を求めたその他の第三者(保管受託銀行ならびに管理事務、登録事務、名義書換事務

および支払事務代行会社を除く。)に対する報酬および費用を支払うものとする。

 

投資運用報酬は、上記総報酬から該当月の最終純資産額に基づき計算されるＲＢＳの報酬（下限は月3,000ユー

ロ、上限は年150,000ユーロ）を差し引いた金額である。

 

リストリクティッド証券については投資運用報酬は課されない。

 

実績報酬

　投資運用会社はまた、リテイル証券について、ファンドによって達成された超過収益（目論見書に定義されてい

る。）がある場合、その15％に相当する実績報酬を受領する権利を有する。実績報酬は、半年毎に計算し、各半年

の期間終了後45日以内に支払われる。

 

　インスティテューショナル証券およびインターナショナル証券について、投資運用会社はファンドによって達

成された超過収益（目論見書に定義されている。）がある場合、その20％に相当する実績報酬を受領する権利を

有する。実績報酬は、毎年計算される。ハイ・ウォーター・マーク基準が適用される。

 

取引費用

　取引費用の合計額は、運用計算書および純資産変動計算書に計上され、保管報酬および副保管報酬、通信費用な

らびに仲介手数料が含まれている。

 

年次税

　ルクセンブルグの現行法規に基づき、ファンドは、各四半期末のファンドの純資産額を基準として計算され四半

期毎に支払われる年次税をリテイル・クラス証券およびインターナショナル・クラス証券について年率0.05％ 、

インスティテューショナル・クラス証券について年率0.01％課せられる。

 

EDINET提出書類

ＲＢＳ（ルクセンブルグ）エス・エイ(E15216)

有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

 68/221



ファンド受益証券の発行および買戻にかかる手数料

　当初募集期間後、受益証券は、１口当り純資産価格で発行される。販売手数料が発生する場合、いかなる場合で

も、受益証券が販売される国における法律、規則および慣行により認められる最高額を超過することはできない。

 

　2013年5月31日に終了した年度について、買戻手数料は請求されなかった。

 

代行協会員

　日本における代行協会員は、リテイル・クラス証券について、ファンド資産の中から、毎月末に当該月の各クラ

スの受益証券に適用されるファンドの日々の平均純資産総額の年率0.75％（純資産150億円以下の部分について）

および0.80％（純資産150億円超の場合超過部分について）の報酬を受領する権利を有する。申込みが日本におけ

る代行協会員により取扱われたものでない場合、かかる純資産総額の相当額の報酬は、管理会社に支払われれる。

 

インスティテューショナル証券に関して、日本における代行協会員は、いかなる報酬の権利も有していない。

 

証拠金勘定

　44,732,102円にのぼる証拠金勘定は、メリルリンチ・インターナショナルとのトータル・リターン・スワップ契

約から生じるコミットメントのための担保として用いられている。

 

投資ポートフォリオの変動

　2013年5月31日に終了した年度の有価証券ポートフォリオ変動の写しは、管理会社の登記上の事務所において無

料で入手することができる。
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スワップ契約

2013年5月31日現在、ファンドは、以下の契約を締結している。

 

ショート・スワップ契約

数量 銘柄 想定元本 時価 行使価格 純損益

(日本円) (日本円) (日本円) (日本円)

(300) カルビー (2,862,000) 9,740 9,540 (85,695)

(4,000) カルビー (38,160,000) 9,740 9,540 (1,118,214)

(2,000) カルビー (19,968,012) 9,740 9,984 480,684

(2,500) ヤクルト本社 (10,725,000) 4,335 4,290 (143,854)

(15,500) ヤクルト本社 (66,495,000) 4,335 4,290 (976,859)

(50) いちごグループホールディングス (5,290,000) 73,100 105,800 1,621,887

(8,000) 伊藤園 (18,824,000) 2,239 2,353 755,430

(15,000) 伊藤園 (35,295,000) 2,239 2,353 1,416,431

(3,000) 伊藤園 (7,059,000) 2,239 2,353 283,286

(4,000) 伊藤園 (9,412,000) 2,239 2,353 368,695

(5,000) 日本マクドナルドホールディングス (14,360,000) 2,800 2,872 356,514

(4,000) 日本マクドナルドホールディングス (11,488,000) 2,800 2,872 285,211

(4,000) 日本マクドナルドホールディングス (11,488,000) 2,800 2,872 285,211

(4,000) 日本マクドナルドホールディングス (11,488,000) 2,800 2,872 285,211

(2,500) 日本マクドナルドホールディングス (7,180,000) 2,800 2,872 178,257
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(10,000) セリア (26,506,667) 2,562 2,651 856,796

(5,000) セリア (12,951,136) 2,562 2,590 137,625

(16,000) キッコーマン (28,032,000) 1,666 1,752 1,054,221

(20,000) キッコーマン (35,040,000) 1,666 1,752 1,317,777

(5,000) カゴメ (8,935,000) 1,702 1,787 322,831

(5,000) カゴメ (8,935,000) 1,702 1,787 422,831

(10,000) カゴメ (17,870,000) 1,702 1,787 645,662

(12,000) カゴメ (21,444,000) 1,702 1,787 774,794

(6,000) カゴメ (10,664,225) 1,702 1,777 450,533

(4,500) ユーグレナ (48,918,033) 10,900 10,871 (276,776)

(25,000) ヒューリック (28,050,000) 865 1,122 6,418,190

(30,000) ヒューリック (33,660,000) 865 1,122 7,701,828

(30,000) ヒューリック (33,660,000) 865 1,122 7,701,828

(8,000) ジェイアイエヌ (40,408,851) 5,320 5,051 (2,156,627)

(650) ケネディクス (47,051,402) 54,900 72,387 11,279,827

(18,000) 花王 (62,640,000) 3,180 3,480 5,384,792

(11,500) エーザイ (52,095,000) 3,900 4,530 6,312,352

(7,000) 久光製薬 (41,020,000) 4,970 5,860 5,975,041

(13,000) テルモ (65,774,010) 5,090 5,060 (395,990)
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(3,000) オリエンタルランド (47,550,000) 13,780 15,850 6,018,456

(10,000) パーク24 (20,320,000) 1,875 2,032 1,565,067

(15,000) パーク24 (30,480,000) 1,875 2,032 2,347,600

(10,000) パーク24 (18,752,729) 1,875 1,875 (246)

(18,000) トレンドマイクロ (50,868,000) 3,130 2,826 (5,484,350)

(2,000) トレンドマイクロ (5,652,000) 3,130 2,826 (609,372)

(11,000) 資生堂 (16,551,082) 1,446 1,505 642,457

(20,000) 資生堂 (30,280,000) 1,446 1,514 855,197

(4,000) 資生堂 (6,332,000) 1,446 1,583 447,129

(50) ドクターシーラボ (15,225,000) 292,000 304,500 587,259

(70) ドクターシーラボ (21,315,000) 292,000 304,500 822,162

(10) ドクターシーラボ (3,225,000) 292,000 322,500 304,557

(25,000) 日立建機 (60,625,000) 2,422 2,425 60,282

(50,000) 安川電機 (62,750,000) 1,259 1,255 (215,234)

(40,000) アンリツ (58,560,000) 1,393 1,464 2,325,783
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数量 銘柄 想定元本 時価 行使価格 純損益

(日本円) (日本円) (日本円) (日本円)

(30,000) アドバンテスト (46,020,000) 1,577 1,534 (1,601,173)

(10,000) アドバンテスト (15,340,000) 1,577 1,534 (433,724)

(1,600) ファナック (25,264,000) 15,240 15,790 873,866

(2,300) ファナック (36,317,000) 15,240 15,790 1,067,491

(70,000) いすゞ自動車 (55,670,776) 775 795 1,420,189

(35,000) 日野自動車 (51,205,000) 1,481 1,463 (1,467,431)

(5,000) 日野自動車 (7,315,000) 1,481 1,463 (166,776)

(300,000) 三菱自動車工業 (34,800,000) 159 116 (12,908,449)

(150,000) 三菱自動車工業 (17,400,000) 159 116 ( 6,454,22)

(300) シマノ (2,598,000) 7,850 8,660 241,539

(6,000) シマノ (51,960,000) 7,850 8,660 4,830,787

(10,000) ゼンショーグループ (12,980,000) 1,136 1,298 1,536,849

(7,000) ゼンショーグループ (9,086,000) 1,136 1,298 1,075,794

(5,000) ゼンショーグループ (6,490,000) 1,136 1,298 768,424

(2,000) 壱番屋 (9,650,000) 3,905 4,825 1,699,913

(2,000) 富士 (3,622,000) 1,705 1,811 194,857

(6,000) 富士 (10,866,000) 1,705 1,811 591,512
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(3,000) 富士 (5,433,000) 1,705 1,811 294,181

(140,000) オリエントコーポレーション (47,740,000) 299 341 5,868,410

(40,000) 松井証券 (47,840,000) 1,042 1,196 4,552,411

(27,000) 三井不動産 (89,505,000) 2,863 3,315 11,819,270

(15,000) 三菱地所 (45,375,000) 2,547 3,025 7,068,984

(10,000) 三菱地所 (30,250,000) 2,547 3,025 4,712,656

(3,000) 三菱地所 (9,075,000) 2,547 3,025 1,377,797

(40,000) 東京建物 (36,200,000) 784 905 4,831,211

(30,000) 東京建物 (25,656,676) 784 855 2,132,351

(10,000) 東京建物 (8,610,607) 784 861 769,241

(18,000) 住友不動産 (83,790,000) 3,955 4,655 12,379,658

(10,000) 日神不動産 (7,960,000) 715 796 901,759

(25,000) 京急電鉄 (27,000,000) 868 1,080 5,218,445

(6,000) 京急電鉄 (6,480,000) 868 1,080 1,270,427

(20,000) 京急電鉄 (21,600,000) 868 1,080 4,167,856

(30,000) 京急電鉄 (32,400,000) 868 1,080 6,251,784

(40,000) 小田急電鉄 (47,680,000) 990 1,192 7,908,424

(12,000) 小田急電鉄 (14,304,000) 990 1,192 2,372,527

(20,000) 小田急電鉄 (23,840,000) 990 1,192 3,954,212
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(80,000) 近畿日本鉄道 (40,400,000) 420 505 6,364,381

(80,000) 近畿日本鉄道 (40,400,000) 420 505 (6,377,286)

(20,000) 近畿日本鉄道 (9,940,000) 420 497 (1,434,282)

(10,000) 南海電気鉄道 (3,910,000) 372 391 (139,051)

(8,000) 南海電気鉄道 (3,128,000) 372 391 (111,241)

(40,000) 南海電気鉄道 (15,640,000) 372 391 (531,222)

(30,000) 南海電気鉄道 (11,730,000) 372 391 (417,152)

(2,000) 南海電気鉄道 (764,000) 372 382 (9,511)

(7,000) 京阪電気鉄道 (2,975,000) 396 425 (181,927)

(10,000) 京阪電気鉄道 (4,250,000) 396 425 (259,895)

(25,000) 京阪電気鉄道 (10,625,000) 396 425 (649,738)

(25,000) 京阪電気鉄道 (10,625,000) 396 425 (649,738)

(10,000) 京阪電気鉄道 (4,230,000) 396 423 (241,685)

(10,000) 京阪電気鉄道 (4,230,000) 396 423 (241,685)

(10,000) 京阪電気鉄道 (4,230,000) 396 423 (241,685)

(10,000) 松竹 (9,950,000) 936 995 (528,978)

(5,000) 松竹 (4,975,000) 936 995 (278,792)

(5,000) 松竹 (4,975,000) 936 995 (278,792)
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数量 銘柄 想定元本 時価 行使価格 純損益

(日本円) (日本円) (日本円) (日本円)

(5,000) 松竹 (4,975,000) 936 995 (278,792)

(10,000) 松竹 (9,950,000) 936 995 (557,584)

(10,000) 松竹 (9,950,000) 936 995 (587,584)

(1,500) ファーストリテイリング (54,375,000) 34,900 36,250 (1,801,799)

(400) ファーストリテイリング (14,500,000) 34,900 36,250 (480,480)

(800) ファーストリテイリング (30,600,000) 34,900 38,250 (2,636,896)

合計 (171,987,701)

 

ロング・スワップ契約

数量 銘柄 想定元本 時価 行使価格 純損益

(日本円) (日本円) (日本円) (日本円)

50 国際石油開発帝石 22,250,478 437,000 445,010 (401,245)

100,000 西松建設 19,600,000 210 196 1,392,236

12,000 日本製粉 5,592,000 481 466 255,781

0 江崎グリコ 0 (1) (1) (50,000)

0 江崎グリコ 0 (1) (1) (30,000)

0 江崎グリコ 0 (1) (1) (50,000)

0 江崎グリコ 0 (1) (1) (50,000)
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15,000 不二製油 23,640,000 1,541 1,576 (353,301)

10,000 不二製油 15,760,000 1,541 1,576 (235,534)

0 日本アコモデーションファンド投資法人 0 (1) (1) (148,900)

700 プレサンスコーポレーション 2,779,000 3,380 3,970 (391,352)

3,000 プレサンスコーポレーション 11,910,000 3,380 3,970 (1,677,222)

2,000 アイディホーム 11,880,000 4,885 5,940 (2,114,706)

10,000 日本製紙 15,430,000 1,261 1,543 (2,826,112)

0 日本製紙 0 (1) (1) 835,677

50,000 レンゴー 24,250,000 506 485 1,318,953

25,000 レンゴー 13,650,000 506 546 (864,243)

100,000 昭和電工 16,000,000 157 160 (306,338)

10,000 ＡＤＥＫＡ 9,330,000 918 933 (51,557)

40,000 ＡＤＥＫＡ 37,320,000 918 933 (206,230)

0 ＤＩＣ 0 (1) (1) 334,271

220 フジ・メディア・ホールディングス 47,696,000 187,500 216,800 (6,015,484)

200 フジ・メディア・ホールディングス 43,360,000 187,500 216,800 (5,468,622)

10,000 資生堂 15,830,000 1,446 1,583 (1,623,540)

10,000 ユニプレス 22,480,000 1,885 2,248 (3,638,905)

0 日本発条 0 (1) (1) 274,845
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3,000 富士機械製造 2,508,000 824 836 (23,065)

3,000 富士機械製造 2,508,000 824 836 (23,065)

0 小松製作所 0 (1) (1) (120,000)

0 小松製作所 0 (1) (1) (240,000)

0 千代田化工建設 0 (1) (1) (570,000)

8,000 ユニバーサルエンターテインメント 17,992,000 1,851 2,249 (2,965,795)

0 日立製作所 0 (1) (1) 371,412

0 日立製作所 0 (1) (1) 185,706

0 東芝 0 (1) (1) 371,412

5,000 マブチモーター 26,550,000 4,910 5,310 (2,010,517)

25,000 ソニー 52,050,000 2,049 2,082 (548,265)

8,000 船井電機 9,640,000 1,140 1,205 (263,830)

5,000 船井電機 6,025,000 1,140 1,205 (164,894)

34,000 リコー 37,638,000 1,210 1,107 4,007,997

20,000 リコー 22,140,000 1,210 1,107 2,051,230

100,000 兼松 13,400,000 122 134 (1,205,308)
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数量 銘柄 想定元本 時価 行使価格 純損益

(日本円) (日本円) (日本円) (日本円)

100,000 兼松 13,400,000 122 134 (1,205,308)

100,000 兼松 13,400,000 122 134 (1,205,308)

0 東京エレクトロン 0 (1) (1) 193,134

35,000 住友商事 45,150,000 1,287 1,290 559,585

25,000 住友商事 32,250,000 1,287 1,290 399,704

25,000 住友商事 32,250,000 1,287 1,290 399,704

30,000 住友商事 38,700,000 1,287 1,290 (105,330)

60,000 ユニーグループ・ホールディングス 42,180,000 673 703 (1,092,455)

60,000 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 39,960,000 595 666 (3,885,846)

90,000 りそなホールディングス 49,230,000 462 547 (6,666,688)

70,000 りそなホールディングス 38,290,000 462 547 (5,185,202)

40,000 ほくほくフィナンシャルグループ 9,360,000 202 234 (1,144,428)

20,000 山陰合同銀行 17,220,000 748 861 (2,266,821)

15,000 山陰合同銀行 10,995,000 748 733 307,433

2,500 芙蓉総合リース 10,487,500 3,770 4,195 (985,408)

0 ＳＢＩホールディングス 0 (1) (1) 371,412

0 大和証券グループ本社 0 (1) (1) (720,000)
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0 日本取引所グループ 0 (1) (1) (520,000)

10,000 日神不動産 9,020,000 715 902 (1,780,720)

10,000 日神不動産 9,020,000 715 902 (1,780,720)

10,000 日神不動産 9,020,000 715 902 (1,780,720)

0 ジャパンリアルエステイト投資法人 0 (1) (1) (272,520)

0 ジャパンリアルエステイト投資法人 0 (1) (1) (181,680)

0 オリックス 0 (1) (1) (588,200)

0 東武鉄道 0 (1) (1) (105,000)

5,000 東日本旅客鉄道 38,791,450 7,580 7,758 (892,787)

15,000 日本航空 73,800,000 5,220 4,920 7,117,078

10,000 日本電信電話 49,450,000 5,050 4,945 1,773,236

5,000 日本電信電話 24,725,000 5,050 4,945 886,618

7,000 日本電信電話 34,615,000 5,050 4,945 1,241,265

9,000 日本電信電話 44,505,000 5,050 4,945 1,595,913

5,000 日本電信電話 27,300,000 5,050 5,460 (1,685,632)

6,000 ＫＤＤＩ 27,660,000 4,610 4,610 253,675

10,890 ベルパーク 31,700,790 2,730 2,911 (1,983,647)

60 ベルパーク 172,740 2,730 2,879 (8,982)

30 ベルパーク 83,250 2,730 2,775 (1,361)
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20 ベルパーク 54,400 2,730 2,720 195

合計 (44,184,321)

ロング／ショート・スワップ契約合計 127,803,380

 

上記の純損益は、未収／未払利息およびブローカー手数料を含んでいる。

 

ロング・ポジションおよびショート・ポジションにかかる未実現純利益／損失総額は127,803,380円であり、純資

産計算書の「スワップにかかる未実現利益／損失」に反映されている。
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外国為替先渡契約

*で示された契約は、シェアクラスのヘッジに特に関連するものである。

2013年５月31日現在、以下の外国為替先渡契約が未決済であった。

 

アーカス・ジャパン・ロング／ショート・ファンド

売り 買い 満期日 未実現損益

（日本円）

日本円 58,475,382.00 ユーロ 460,000.00 2013年３月12日 2,125,569 *

日本円 27,758,657.00 ユーロ 210,000.00 2013年３月12日 (93,006)*

日本円 38,465,299.00 米ドル 375,000.00 2013年10月31日 (614,679)*

日本円 39,701,586.00 米ドル 434,650.00 2013年10月31日 4,169,806 *

日本円 42,309,139.00 ユーロ 350,000.00 2013年３月12日 3,800,280 *

日本円 295,217,111.00 米ドル 3,135,300.00 2013年10月31日 21,244,354 *

日本円 42,815,286.00 ユーロ 335,000.00 2013年３月12日 1,318,015 *

日本円 9,727,144.00 ユーロ 75,000.00 2013年３月12日 153,446 *

ユーロ 1,310,000.00 日本円 173,035,500.00 2013年３月12日 454,532 *

日本円 83,516,087.00 ユーロ 660,000.00 2013年３月12日 3,433,103 *

日本円 14,535,137.00 ユーロ 120,104.00 2013年３月12日 1,287,508 *

日本円 43,880,525.00 ユーロ 336,000.00 2013年３月12日 384,517 *

日本円 20,433,244.00 米ドル 200,000.00 2013年10月31日 (246,247)*

日本円 58,378,601.00 ユーロ 456,000.00 2013年３月12日 1,695,385 *

日本円 8,193,488.00 ユーロ 64,000.00 2013年３月12日 237,949 *

日本円 15,374,219.00 ユーロ 120,000.00 2013年３月12日 434,725 *

日本円 32,981,506.00 ユーロ 250,000.00 2013年３月12日 (46,207)*

日本円 39,335,005.00 ユーロ 323,793.00 2013年３月12日 3,321,872 *

日本円 213,643,639.00 ユーロ 1,710,448.00 2013年３月12日 11,692,828 *

日本円 155,974,667.00 ユーロ 1,290,000.00 2013年３月12日 13,971,477 *

日本円 18,157,335.00 ユーロ 140,000.00 2013年３月12日 286,433 *

日本円 16,655,404.00 ユーロ 130,000.00 2013年３月12日 470,952 *

日本円 34,956,608.00 ユーロ 264,454.00 2013年３月12日 (117,121)*

     69,365,491  

 

2013年５月31日現在、アーカス・ジャパン・ロング／ショート・ファンドの外国為替先渡契約にかかる未実現純

損益は、サブ・ファンドの純資産計算書に含まれている。
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（3）【投資有価証券明細表等】

アーカス・ジャパン・ロング／ショート・ファンド

 

投資有価証券およびその他の純資産明細表

2013年５月31日

(単位：日本円)

 

株数 銘柄 通貨 取得原価  
有価証券
一単位当り
評価額

 
時価

(注記参照)
 

純資産
割合
％

 
公認の証券取引所に上場されているまたは他の規
制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証
券および短期金融商品

        

 株式         

 日本         

10,000 ＡＤＥＫＡ 日本円 6,082,265  918.000  9,180,000  0.2

7,000 穴吹興産 日本円 465,302  365.000  2,555,000  0.1

10,800 ベルパーク 日本円 12,603,588  2,730.000  29,484,000  0.8

5,100 建設技術研究所 日本円 2,779,987  733.000  3,738,300  0.1

480,000 ＤＩＣ 日本円 68,093,588  238.000  114,240,000  3.0

6,000 東日本旅客鉄道 日本円 50,537,412  7,580.000  45,480,000  1.2

20,000 電源開発 日本円 40,672,517  3,210.000  64,200,000  1.7

45,000 富士通フロンテック 日本円 36,943,694  629.000  28,305,000  0.8

11,500 芙蓉総合リース 日本円 25,595,702  3,770.000  43,355,000  1.2

5,000 ジーテクト 日本円 14,959,822  3,060.000  15,300,000  0.4

10,200 ハマキョウレックス 日本円 21,238,833  3,515.000  35,853,000  1.0

288,000 ほくほくフィナンシャルグループ 日本円 35,855,818  202.000  58,176,000  1.5

4,400 アイディホーム 日本円 8,852,207  4,885.000  21,494,000  0.6

100 国際石油開発帝石 日本円 48,917,184  437,000.000  43,700,000  1.2

15,000 日本航空 日本円 55,277,623  5,220.000  78,300,000  2.1

700,000 兼松 日本円 65,131,854  122.000  85,400,000  2.3

25,000 片倉工業 日本円 37,283,244  1,412.000  35,300,000  0.9

60,000 ＫＤＤＩ 日本円 151,556,613  4,610.000  276,600,000  7.3

18,300 京阪神ビルディング 日本円 13,992,935  669.000  12,242,700  0.3

30,000 コーナン商事 日本円 35,529,336  1,189.000  35,670,000  0.9

36,000 廣済堂 日本円 13,690,971  452.000  16,272,000  0.4

4,100 久世 日本円 2,102,193  710.000  2,911,000  0.1

4,000 マブチモーター 日本円 12,132,423  4,910.000  19,640,000  0.5

50,000 三菱商事 日本円 97,266,766  1,786.000  89,300,000  2.4

240,000 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 日本円 87,099,727  595.000  142,800,000  3.7

10,000 武蔵野銀行 日本円 30,106,082  3,220.000  32,200,000  0.9

18,900 ナフコ 日本円 23,952,710  1,904.000  35,985,600  1.0

30,000 ナカノフドー建設 日本円 7,709,933  234.000  7,020,000  0.2

4,000 任天堂 日本円 37,334,860  10,070.000  40,280,000  1.1

82,000 日本甜菜製糖 日本円 15,056,748  175.000  14,350,000  0.4

100,000 日本電気硝子 日本円 42,627,218  521.000  52,100,000  1.4

68,000 日本製粉 日本円 25,984,662  481.000  32,708,000  0.9

14,000 日本電信電話 日本円 58,829,929  5,050.000  70,700,000  1.9

160,000 西松建設 日本円 15,251,606  210.000  33,600,000  0.9

180,000 日産自動車 日本円 141,154,099  1,115.000  200,700,000  5.2

45,000 日神不動産 日本円 18,864,463  715.000  32,175,000  0.9

11,000 ニトリホールディングス 日本円 77,257,795  7,950.000  87,450,000  2.3

170 ピーシーデポコーポレーション 日本円 2,927,611  28,500.000  4,845,000  0.1

20,000 プレサンスコーポレーション 日本円 17,282,358  3,380.000  67,600,000  1.8

16,000 プロトコーポレーション 日本円 20,725,566  1,350.000  21,600,000  0.6

150,000 レンゴー 日本円 75,676,908  506.000  75,900,000  2.0

120,000 りそなホールディングス 日本円 47,364,443  462.000  55,440,000  1.5

31,000 リコー 日本円 32,010,230  1,210.000  37,510,000  1.0

43,600 サンヨーハウジング名古屋 日本円 35,153,404  1,245.000  54,282,000  1.4

90,000 七十七銀行 日本円 38,998,361  432.000  38,880,000  1.0
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株数 銘柄 通貨 取得原価  
有価証券
一単位当り
評価額

 
時価

(注記参照)
 

純資産
割合
％

80,000 品川リフラクトリーズ 日本円 17,086,902  211.000  16,880,000  0.4

31,000 昭和飛行機工業 日本円 56,427,126  1,052.000  32,612,000  0.9

180,000 昭和電工 日本円 21,220,177  157.000  28,260,000  0.8

25,000 シークス 日本円 25,161,178  1,161.000  29,025,000  0.8

15,000 ソニー 日本円 20,104,512  2,049.000  30,735,000  0.8

46,500 スターツコーポレーション 日本円 11,005,773  842.000  39,153,000  1.0

60,000 住友商事 日本円 64,894,520  1,287.000  77,220,000  2.1

50,000 住友ゴム工業 日本円 81,191,346  1,618.000  80,900,000  2.2

5,000 タチエス 日本円 9,292,046  1,493.000  7,465,000  0.2

9,300 高松コンストラクショングループ 日本円 13,415,459  1,474.000  13,708,200  0.4

45,000 ＴＢＫ 日本円 24,824,170  535.000  24,075,000  0.6

20,000 ＴＯＡ 日本円 3,022,493  143.000  2,860,000  0.1

2,000 トーメンエレクトロニクス 日本円 2,077,835  1,242.000  2,484,000  0.1

12,000 トヨタ自動車 日本円 73,132,606  6,010.000  72,120,000  1.9

7,300 トランコム 日本円 8,465,927  2,692.000  19,651,600  0.5

23,200 トライステージ 日本円 21,953,772  1,107.000  25,682,400  0.7

125,000 ツカモトコーポレーション 日本円 23,044,177  169.000  21,125,000  0.6

5,000 ユニバーサルエンターテインメント 日本円 8,515,971  1,851.000  9,255,000  0.2

220 ヴィレッジヴァンガード 日本円 27,272,557  189,000.000  41,580,000  1.1

416 山田コンサルティンググループ 日本円 16,189,795  158,800.000  66,060,800  1.8

20,000 ヤマダ電機 日本円 75,971,023  3,855.000  77,100,000  2.1

 日本合計  2,313,199,955    3,022,773,600  80.5

 株式合計  2,313,199,955    3,022,773,600  80.5

          

 
公認の証券取引所に上場されているまたは他の規
制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証
券および短期金融商品合計

 2,313,199,955    3,022,773,600  80.5

          

 その他の譲渡性のある有価証券         

 株式         

 日本         

1,062,000 スルガコーポレーション－倒産会社 日本円 179,595,990  0.000  0  0.0

 日本合計  179,595,990    0  0.0

 株式合計  179,595,990    0  0.0

 その他の譲渡性のある有価証券合計  179,595,990    0  0.0

          

 投資有価証券合計  2,492,795,945    3,022,773,600  80.5

 現金／（当座借越）      699,322,769  18.6

 その他の資産および負債      34,902,491  0.9

 純資産合計      3,756,998,860  100.0
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アーカス・ジャパン・ロング／ショート・ファンド

 

投資有価証券の地域別分類

2013年５月31日

(％)

 

国
純資産割合

％

日本 80.5

投資有価証券合計 80.5

その他の資産／(負債)および流動資産 19.5

純資産 100.0
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アーカス・ジャパン・ロング／ショート・ファンド

 

投資有価証券の業種別分類

2013年５月31日

(％)

 

業種
純資産割合

％

データ通信 10.0

持株会社および信販会社 8.9

車両 8.3

各種貿易会社 6.8

銀行およびその他の金融機関 6.8

小売業 6.3

不動産 5.0

運輸 4.8

電子および半導体 4.4

化学製品 4.0

ゴムおよびタイヤ 2.2

包装業 2.0

エネルギーおよび公益事業 1.7

建築および建築資材 1.7

食品および清涼飲料 1.4

電子技術および電子工学 1.3

時計および時計製造業 1.1

グラフィックス業界および出版社 1.0

事務用品およびコンピューター 0.9

航空および航空産業 0.9

各種サービス 0.8

建築および建築資材 0.2

  

投資有価証券合計 80.5

  

その他の資産／(負債)および流動資産 19.5

純資産合計 100.0
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アーカス・ジャパン・ロング／ショート・ファンド

 

純資産計算書

2012年５月31日現在

(単位：日本円)

 

資産

投資有価証券： (注記参照)

－取得原価 2,666,206,563

－未実現純損益 (570,124,163)

2,096,082,400

現金：

－手元現金 486,746,713

－証拠金勘定 (注記参照) 61,275,713

その他の資産：

－未収配当金 442,281

－スワップにかかる未実現純利益 (注記参照) 30,697,210

2,675,244,317

負債

その他の負債：

－未払税金および未払費用 15,773,222

－外国為替先渡契約にかかる未実現純損失 (注記参照) 6,750,568

22,523,790

純資産 2,652,720,527

リテイル証券

一口当り純資産価格 27,110円

発行済受益証券口数 89,924.00口

インスティテューショナル証券（米ドル） 91米ドル

一口当り純資産価格 (8,895円)

発行済受益証券口数 30,000.00口

 

注記は本財務書類と不可分なものである。
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アーカス・ジャパン・ロング／ショート・ファンド

 

運用計算書および純資産変動計算書

2012年５月31日に終了した年度

(単位：日本円)

 

期首現在純資産 3,075,271,807

収益

投資有価証券からの収益

－配当金、純額 (注記参照) 45,662,665

その他の収益 1,181,951

46,844,616

費用

報酬：

－管理報酬 (注記参照) 21,020,498

－実績報酬 (注記参照) 891,356

－代行協会員報酬 (注記参照) 20,365,259

－中央管理報酬および保管報酬 8,784,570

その他の費用：

－年次税 (注記参照) 1,315,699

－監査および法務報酬 6,565,640

－印刷および公告費 1,219,575

－取引費用 (注記参照) 6,560,167

－一般管理費およびその他の費用 2,487,411

69,210,175

運用純損益 (22,365,559)

以下にかかる実現純損益：

－投資有価証券および先物の売却 (注記参照) 18,552,255

－外国為替 (注記参照) (567,257)

－スワップ (注記参照) 103,629,757

実現純損益 99,249,196

以下にかかる未実現純評価益／(損)の変動：

－投資有価証券および先物 (267,077,643)

－外国為替先渡契約 (6,750,568)

－スワップ 63,673,560

運用から生じた純資産の純増加／(減少) (110,905,455)

資本の変動

受益証券発行 316,631,877

受益証券買戻 (628,277,702)

(311,645,825)

期末現在純資産 2,652,720,527

 

注記は本財務書類と不可分なものである。
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アーカス・ジャパン・ロング／ショート・ファンド

 

統計情報

2012年５月31日に終了した年度

 

受益証券

リテイル証券
インスティ

テューショナル
証券

(米ドル)

期首現在発行済受益証券口数 107,545.00 0.00

発行受益証券口数 90.00 30,000.00

買戻受益証券口数 (17,711.00) (0.00)

期末現在発行済受益証券口数 89,924.00 30,000.00

一口当り純資産価格 日本円 米ドル

最高価格
30,341

 
(2012年４月２日)

100
(9,775円)

(2012年４月20日)

最低価格
25,062

 
(2011年10月５日)

91
(8,895円)

(2012年５月31日)

期末現在
27,110
　

91
(8,895円)
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アーカス・ジャパン・ロング／ショート・ファンド

 

受益証券口数、純資産および一口当り純資産価格の変動

 

日付 クラス証券
発行済

受益証券口数
純資産額 通貨

一口当り
純資産価格

2010年５月31日 リテイル証券 151,719.00 4,063,805,611 日本円 26,785

*2011年４月５日
インスティ

テューショナル
証券

7,050.00 69,617,580 日本円 9,875

2011年５月31日 リテイル証券 107,545.00 3,006,876,181 日本円 27,959

インスティ
テューショナル

証券
7,050.00 68,395,628 日本円 9,702

**2011年８月８日
インスティ

テューショナル
証券

14,306.00 136,967,330 日本円 9,574

*2012年４月16日

インスティ
テューショナル

証券

(米ドル)

30,000.00 2,964,383 米ドル 99

(9,677円)

2012年５月31日 リテイル証券 89,924.00 2,437,845,159 日本円 27,110

インスティ
テューショナル

証券

(米ドル)

30,000.00 2,725,094 米ドル 91

(8,895円)

 

* 第１回目の評価

** 最終の評価
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アーカス・ジャパン・ロング／ショート・ファンド

 

財務書類に対する注記

2012年5月31日現在

 

ファンドの説明

ルクセンブルグ大公国においてルクセンブルグ大公国の法律に基づき契約型投資信託（“Fonds Commun de

Placement”）として発起人であるアーカス・インベストメント・リミテッドにより組成されたアーカス・ジャパ

ン・ロング／ショート・ファンド（以下「ファンド」という。）は、有価証券およびその他の認可資産（以下

「有価証券」という。）の非法人の共有持分型投資信託であり、ルクセンブルグの法律に基づき設立された会社

でありルクセンブルグに登記上の事務所を有するＲＢＳ(ルクセンブルグ)エス・エイ（以下「管理会社」とい

う。）によって、共同保有者（以下「受益者」という。）の利益のために運用される。ファンドの資産は、管

理会社の資産および管理会社により運用されるその他の投資信託の資産と区別される。

 

ファンドは、2010年12月17日の投資信託に関する法律（以下「2010年法」という。）のパートⅠの

規定で規制された投資信託としての資格を有している。

 

管理会社であるＲＢＳ（ルクセンブルグ）エス・エイは、ルクセンブルグ法に基づき2004年11月10

日付公正証書により存続期間を無期限として設立された株式会社であり、2004年12月6日にメモリア

ルに公告され、2010年法第15章に規定された管理会社として承認されている。同社の登記上の事務所

は、エスペランジユ L-5826 ガスペリッシュ通り 33番である。同社はルクセンブルグ商業登記

(Registre de Commerce et des Societes de Luxembourg) number B 104 196として登記されてい

る。

 

　ファンドは、約款に基づいて、管理会社によって運用される。当初の約款は1999年４月19日付で提出され、こ

れに対する改定も、ルクセンブルグの商業および法人登録所に提出され、同所で閲覧することができ、またその

写しを入手することができる。当初の約款の公表およびルクセンブルグの商業および法人登録所に預託された旨

の通知は、1999年５月11日付でメモリアルに公告された。約款の最近の改定は、2011年２月28日付で効力が発生

し、改訂済約款がルクセンブルグの商業および法人登録所に預託された旨の通知は、2011年２月28日付でメモリ

アルに公告された。

 

　ファンドの投資目的は、日本企業に対して公正価値に焦点をあてたロングまたはショート（もしくはその両方）

の投資を行うことで、安定かつ長期的な資本価値の増加を達成することである。

 

　ファンドは、日本株に対して投資するのと同じエクスポージャーを有するスワップ契約を締結することができ

る。契約期間は、1か月を超えることはできない。
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ファンドがある株式のロング・スワップ・ポジションをとる時には、原資産のポジションの大きさおよび行使価

格が決定される。ファンドは、原資産のポジションの大きさに見合って合意された利率に等しい金額を支払い、ま

たファンドが原資産のポジションの大きさに等しい額の株式を保有していたと仮定した場合に達成されたであろう

総収益（正または負の金額）に等しい額を受領するか支払う責任を負う。

 

　ファンドがある株式のショート・スワップ・ポジションをとる時には、原資産のポジションの大きさおよび行使

価格が決定される。ファンドは、ファンドが原資産のポジションの大きさに等しい額の株式のショート・ポジショ

ンを保有していたと仮定した場合に達成されたであろう総収益（正または負の金額）に等しい額を受領するか支払

い、また原資産のポジションの大きさに見合って合意された利率に等しい金額を受領する（金利が低い場合には、

ブローカー手数料が、ファンドが受領する利息額を超過することがある）。

 

　2012年５月31日現在、以下のクラス証券が発行されている。

　－リテイル証券

　－インスティテューショナル証券

 

重要な会計方針の要約

a) 投資有価証券の評価

　公認の金融商品取引所で値付けされているかまたは定期的に取引が行われていて公認かつ公開の他の規制あ

る市場で取引されている有価証券は、直近の入手可能な終値を基準に評価される。数か所の金融商品取引所ま

たは規制ある市場で値付けされている場合、当該有価証券の主要市場である金融商品取引所または規制ある市

場における直近の入手可能な終値が適用される。ただし、当該価格が、時価を反映していない場合を除く。当

該価格が有価証券の時価を反映していないと管理会社が考える場合には、これらの有価証券は、管理会社が慎

重かつ誠実に決定した予想実現価値を基準にして、管理会社により評価される。

 

　公認の金融商品取引所または定期的に取引が行われていて公認かつ公開の他の規制ある市場で値付けされて

いない有価証券は、管理会社が慎重かつ誠実に決定した予想実現価値で、管理会社により評価される。

 

　先物取引は、かかる先物取引が主に取引されている市場の直近の売却価格で評価される。

 

b) スワップの評価

　スワップは、裏付けとなる有価証券の入手可能な直近の終値に基づく公正価値で評価される。

 

c) 投資有価証券売却にかかる実現純損益

　投資有価証券売却にかかる実現純損益は、売却された投資有価証券の平均原価を基準に算出される。

 

d) スワップ契約にかかる実現純損益

　スワップ契約にかかる実現純損益は、先入れ先出し基準により算出される。
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e) 外貨換算

　ファンドの会計帳簿および財務書類は、日本円で表示されている。日本円以外の通貨で表示されている預金

口座およびその他の純資産は、投資有価証券の時価とともに、評価日の実勢為替レートで日本円に換算され

る。

 

　日本円以外の通貨で表示される収益および費用は、支払日の実勢為替レートで日本円に換算される。為替差

損益は、財務書類に含まれている。

 

f) ポートフォリオに保有する有価証券の取得原価

　日本円以外の通貨建ての有価証券の取得原価は、取得日の実勢為替レートで換算される。

 

 

g) 創立費用

　創立費用は、5年間にわたり定額法で償却される。2004年5月31日現在、かかる費用は全額償却済みである。

 

h) 収益および費用の認識

　配当金は、該当する投資有価証券が最初に配当落ちと表示される日に計上される。受取利息は、毎日発生す

る。収益は、源泉所得税（もしあれば）を控除して記帳される。費用は、発生基準で計上される。費用は、投資

有価証券の取得時に発生する当該有価証券の取得原価に含まれ売却手取額から控除されている費用を除き、運用

計算書および純資産変動計算書に借方計上される。

 

i) 外国為替先渡契約

　外国為替先渡契約は、満期日までの残存期間中は、純資産計算書の日付現在有効な先渡レートで評価される。

 

　外国為替先渡契約から生じる実現損益および未実現損益は、純資産変動計算書中の外国為替にかかる実現純損

益および外国為替先渡契約にかかる未実現純評価損益の変動の項目においてそれぞれ認識される。

 

外国為替先渡契約は、ファンドが保有する投資有価証券に係る為替リスクをヘッジするため、または１つのク

ラス証券とは別の通貨建ての投資有価証券の評価における通貨の反対の動きに対して当該クラスをヘッジするた

めに締結される。当該クラスの特定のヘッジ契約に関連する費用は、関連するクラス証券が負担する。

 

2012年５月31日現在の為替レート

１円＝0.012682米ドル

１円＝0.010230ユーロ
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管理報酬

　管理会社は、ファンドのために、アーカス・インベストメント・リミテッド（以下「投資運用会社」という。）

と投資顧問契約を締結している。

 

　管理会社および投資運用会社は、リテイル証券について、ファンド資産から、毎月、当該月中のリテイル証券に

帰属するファンド資産の日々の平均純資産総額の年率0.75％(純資産150億円以下について)および0.70％(純資産

150億円超の部分について)の管理報酬を受領する権利を有する。管理会社および投資運用会社は、インスティ

テューショナル証券について、ファンド資産から、毎月、当該月中の当該クラス証券に帰属するファンド資産の

日々の平均純資産総額の年率1.5％の投資運用報酬を受領する権利を有する。

 

管理会社は、上記管理報酬から、投資運用会社または管理会社が職務を委託またはファンドの運用に関し、管理

会社が援助もしくは助言を求めたその他の第三者(保管受託銀行ならびに管理事務、登録事務、名義書換事務およ

び支払事務代行会社を除く。)に対する報酬および費用を支払うものとする。

 

投資運用報酬は、上記総報酬から該当月の最終純資産額に基づき計算されるＲＢＳの報酬（下限は月3,000ユー

ロ、上限は年150,000ユーロ）を差し引いた金額である。

 

リストリクティッド証券については投資運用報酬は課されない。

 

実績報酬

　投資運用会社はまた、リテイル証券について、ファンドによって達成された超過収益（目論見書に定義されてい

る。）がある場合、その15％に相当する実績報酬を受領する権利を有する。実績報酬は、半年毎に計算し、各半年

の期間終了後45日以内に支払われる。

 

　インスティテューショナル証券について、投資運用会社はファンドによって達成された超過収益（目論見書に

定義されている。）がある場合、その20％に相当する実績報酬を受領する権利を有する。実績報酬は、毎年計算

される。ハイ・ウォーター・マーク基準が適用される。

 

取引費用

　取引費用の合計額は、運用計算書および純資産変動計算書に計上され、保管報酬および副保管報酬、通信費用な

らびに仲介手数料が含まれている。

 

　取引費用：6,560,167.00円

 

年次税

　ルクセンブルグの現行法規に基づき、ファンドは、各四半期末のファンドの純資産額を基準として計算され四半

期毎に支払われる年次税をリテイル・クラス証券について年率0.05％ 、インスティテューショナル・クラス証券

について年率0.01％課せられる。
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ファンド受益証券の発行および買戻にかかる手数料

　当初募集期間後、受益証券は、１口当り純資産価格で発行される。販売手数料が発生する場合、いかなる場合で

も、受益証券が販売される国における法律、規則および慣行により認められる最高額を超過することはできない。

 

　2012年5月31日に終了した年度について、買戻手数料は請求されなかった。

 

代行協会員

　日本における代行協会員は、リテイル・クラス証券について、ファンド資産の中から、毎月末に当該月の各クラ

スの受益証券に適用されるファンドの日々の平均純資産総額の年率0.75％（純資産150億円以下の部分について）

および0.80％（純資産150億円超の場合超過部分について）の報酬を受領する権利を有する。申込みが日本におけ

る代行協会員により取扱われたものでない場合、かかる純資産総額の相当額の報酬は、管理会社に支払われれる。

 

インスティテューショナル証券に関して、日本における代行協会員は、いかなる報酬の権利も有していない。

 

証拠金勘定

　31,451,713円にのぼる証拠金勘定は、メリルリンチ・インターナショナルとのトータル・リターン・スワップ契

約から生じるコミットメントのための担保として用いられている。

 

　29,824,000円にのぼるその他の金額は、シティグループ、ロンドンとの先物取引から生じるコミットメントのた

めの担保として用いられている。

 

投資ポートフォリオの変動

　2012年5月31日に終了した年度の有価証券ポートフォリオ変動の写しは、管理会社の登記上の事務所において無

料で入手することができる。
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スワップ契約

2012年5月31日現在、ファンドは、以下の契約を締結している。

 

-　ロング・スワップ契約

数量 銘柄 想定元本 時価 行使価格 純損益

(日本円) (日本円) (日本円) (日本円)

5,000 ディー・エヌ・エー 9,675,000 1,636 1,935 (1,498,809)

10,000 ディー・エヌ・エー 19,350,000 1,636 1,935 (2,997,619)

15,000 不二製油 16,425,000 1,007 1,095 (1,326,467)

10,000 不二製油 10,395,195 1,007 1,040 (327,985)

100 サムティ 3,350,000 30,250 33,500 (326,139)

37 サムティ 1,117,400 30,250 30,200 1,750

5,000 プレサンスコーポレーション 6,300,000 1,214 1,260 (69,505)

2,700 プレサンスコーポレーション 3,183,300 1,214 1,179 181,644

3,000 プレサンスコーポレーション 3,600,000 1,214 1,200 138,877

5,000 一建設 10,615,000 2,081 2,123 (214,179)

5,000 一建設 10,615,000 2,081 2,123 (214,179)

5,000 一建設 10,615,000 2,081 2,123 (214,179)

2,000 アイディホーム 3,807,304 1,850 1,904 (108,530)

25,000 レンゴー 14,250,000 525 570 (1,130,611)

35,000 日本ゼオン 23,450,000 602 670 (2,389,233)
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120,000 ＤＩＣ 17,880,000 144 149 (383,840)

16,000 富士フイルムホールディングス 24,498,083 1,469 1,531 (999,345)

3,000 富士機械製造 4,380,876 1,438 1,460 (68,052)

8,000 ユニバーサルエンターテインメント 14,384,000 1,606 1,798 (1,541,663)

20,000 パナソニック 11,740,000 520 587 (1,251,622)

25,000 ソニー 30,700,000 1,050 1,228 (4,462,088)

8,000 船井電機 10,400,000 1,092 1,300 (1,295,350)

5,000 船井電機 6,030,000 1,092 1,206 (338,148)

18,000 日産自動車 13,986,000 758 777 (180,107)

15,000 日産自動車 11,655,000 758 777 (289,589)

10,000 トヨタ自動車 31,450,000 3,040 3,145 (783,383)

11,000 トヨタ自動車 34,815,000 3,040 3,165 (1,079,315)

11,000 トヨタ自動車 33,715,000 3,040 3,065 28,280

0 本田技研工業 0 (1) (1) 139,500

100,000 兼松 8,500,000 83 85 (203,347)

100,000 兼松 8,500,000 83 85 (203,347)

100,000 兼松 8,500,000 83 85 (203,347)

100,000 兼松 8,500,000 83 85 (203,347)

40,000 住友商事 43,880,000 1,053 1,097 (847,277)
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50,000 住友商事 52,700,000 1,053 1,054 1,153,341

10,000 キヤノンマーケティングジャパングループ 9,860,000 926 986 (603,882)

25,000 キヤノンマーケティングジャパングループ 24,650,000 926 986 (1,509,706)

10,000 キヤノンマーケティングジャパングループ 9,280,000 926 928 (21,993)

0 新生銀行 0 (1) (1) 46,500

0 新生銀行 0 (1) (1) 139,500
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数量 銘柄 想定元本 時価 行使価格 純損益

(日本円) (日本円) (日本円) (日本円)

140,000 新生銀行 13,720,000 83 98 (2,105,402)

160,000 新生銀行 15,680,000 83 98 (2,406,174)

150,000 新生銀行 14,700,000 83 98 (2,255,788)

150,000 新生銀行 14,700,000 83 98 (2,116,288)

300,000 新生銀行 29,400,000 83 98 (4,232,576)

100,000 新生銀行 9,800,000 83 98 (1,503,859)

60,000 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 20,809,691 340 347 (416,395)

170,000 三井住友トラスト・ホールディングス 39,270,000 198 231 (4,914,012)

40,000 ほくほくフィナンシャルグループ 5,360,000 114 134 (662,610)

15,000 山陰合同銀行 8,355,000 494 557 (864,590)

2,000 琉球銀行 2,054,000 931 1,027 (164,909)

2,000 琉球銀行 2,054,000 931 1,027 (164,909)

3,000 オリックス 21,120,000 6,780 7,040 (537,216)

10,000 日神不動産 4,940,000 442 494 (428,945)

10,000 日神不動産 4,940,000 442 494 (428,945)

10,000 日神不動産 4,940,000 442 494 (428,945)

10,000 日神不動産 4,940,000 442 494 (428,945)
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15,000 アーネストワン 12,840,000 915 856 1,368,194

10,000 アーネストワン 8,560,000 915 856 912,130

10,000 アーネストワン 8,560,000 915 856 912,130

10,000 アーネストワン 8,560,000 915 856 912,130

50 タクトホーム 3,705,000 66,500 74,100 (279,159)

100 タクトホーム 7,410,000 66,500 74,100 (558,318)

200 トーセイ 5,882,000 26,590 29,410 (566,316)

100 トーセイ 2,941,000 26,590 29,410 (283,158)

100 トーセイ 2,633,000 26,590 26,330 25,482

100 インテリックス 3,215,000 28,000 32,150 (341,866)

800 イー・アクセス 11,552,000 12,510 14,440 (1,399,748)

400 イー・アクセス 5,776,000 12,510 14,440 (699,874)

450 イー・アクセス 6,498,000 12,510 14,440 (787,358)

10,000 日本電信電話 35,900,000 3,380 3,590 (1,463,135)

9,000 日本電信電話 32,310,000 3,380 3,590 (1,902,722)

5,000 日本電信電話 17,950,000 3,380 3,590 (1,057,068)

10,000 日本電信電話 33,950,000 3,380 3,395 497,354

100 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 13,160,000 125,100 131,600 (655,182)

60 ベルパーク 8,268,000 128,700 137,800 (549,255)
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30 ベルパーク 4,134,000 128,700 137,800 (274,628)

20 ベルパーク 2,756,000 128,700 137,800 (183,085)

33,000 東京電力 6,072,000 158 184 (860,391)

15,000 北海道電力 15,150,000 984 1,010 (47,215)

0 ソフトバンク 0 (1) (1) 446,400

合計 (56,351,957)
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-　ショート・スワップ契約

数量 銘柄 想定元本 時価 行使価格 純損益

(日本円) (日本円) (日本円) (日本円)

(11,000) 日揮 (24,475,000) 2,152 2,225 797,680

(6,000) 日揮 (12,703,284) 2,152 2,117 (208,716)

(40,000) 山崎製パン (46,760,000) 1,087 1,169 2,669,835

(4,000) カルビー (18,480,000) 4,675 4,620 (420,250)

(5,000) ヤクルト本社 (14,930,000) 2,732 2,986 1,211,755

(20,000) ヤクルト本社 (59,720,000) 2,732 2,986 4,994,027

(7,000) 伊藤園 (9,912,000) 1,327 1,416 487,845

(4,000) 伊藤園 (5,664,000) 1,327 1,416 273,577

(8,000) 伊藤園 (10,720,000) 1,327 1,340 (49,271)

(15,000) 伊藤園 (20,025,000) 1,327 1,335 (167,177)

(7,500) ローソン (40,800,000) 5,490 5,440 (383,868)

(20,000) キッコーマン (19,760,000) 929 988 875,705

(20,000) キッコーマン (19,760,000) 929 988 875,705

(5,000) カゴメ (8,035,000) 1,537 1,607 258,253

(8,000) カゴメ (12,856,000) 1,537 1,607 401,421

(10,000) カゴメ (16,070,000) 1,537 1,607 516,507

(12,000) カゴメ (19,284,000) 1,537 1,607 619,808

(10) 日本アコモデーションファンド投資法人 (5,260,000) 511,000 526,000 (4,660)

(20,000) 日立化成工業 (27,640,000) 1,241 1,382 2,813,992

(12,000) 電通 (28,632,000) 2,198 2,386 2,057,776

(7,000) 久光製薬 (24,640,000) 3,455 3,520 204,644

(3,000) オリエンタルランド (26,400,000) 8,550 8,800 595,305

(10,000) パーク２４ (11,330,000) 1,039 1,133 937,537

(15,000) パーク２４ (16,995,000) 1,039 1,133 1,406,306

(20,000) 資生堂 (26,780,000) 1,233 1,339 1,614,179

(10,000) 資生堂 (13,390,000) 1,233 1,339 807,089

(4,000) 資生堂 (5,356,000) 1,233 1,339 422,836

(20,000) ライオン (9,300,000) 429 465 712,295

(20,000) ライオン (9,300,000) 429 465 712,295

(10,000) ライオン (4,650,000) 429 465 358,989

(20,000) ライオン (9,160,000) 429 458 575,645

(50) ドクターシーラボ (18,050,000) 260,500 361,000 4,982,469

(70) ドクターシーラボ (25,270,000) 260,500 361,000 6,975,457

(10) ドクターシーラボ (3,610,000) 260,500 361,000 1,004,215

(5,000) 東燃ゼネラル石油 (3,655,000) 714 731 79,738

(25,000) 東燃ゼネラル石油 (18,275,000) 714 731 421,027

(60,000) ＴＯＴＯ (33,480,000) 531 558 1,312,722

(50,000) 日本製鋼所 (22,750,000) 412 455 1,895,055

(30,000) ツガミ (23,880,000) 659 796 3,849,007

(5,000) コマツ (10,300,000) 1,878 2,060 802,761

(20,000) コマツ (41,200,000) 1,878 2,060 3,211,044

(15,000) 日立建機 (23,490,000) 1,512 1,566 579,894

(50,000) 千代田化工建設 (46,400,000) 929 928 (910,086)

(30,000) 安川電機 (19,260,000) 588 642 1,465,813

(40,000) 安川電機 (25,680,000) 588 642 1,954,418

(40,000) 明電舎 (10,640,000) 269 266 (292,066)
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数量 銘柄 想定元本 時価 行使価格 純損益

(日本円) (日本円) (日本円) (日本円)

(5,000) 日本電産 (33,200,000) 6,400 6,640 967,783

(30,000) アドバンテスト (35,661,252) 1,064 1,189 3,737,024

(3,400) ファナック (45,322,000) 13,520 13,330 (1,102,068)

(55,000) 日野自動車 (30,525,000) 521 555 1,588,365

(25,000) 日野自動車 (13,875,000) 521 555 721,984

(300,000) 三菱自動車工業 (25,500,000) 77 85 2,394,457

(150,000) 三菱自動車工業 (12,750,000) 77 85 1,197,228

(34,000) ダイハツ工業 (50,592,000) 1,348 1,488 4,749,002

(2,000) シマノ (10,160,000) 4,765 5,080 627,791

(4,000) シマノ (20,320,000) 4,765 5,080 1,249,374

(6,000) シマノ (30,480,000) 4,765 5,080 1,874,061

(2,000) 壱番屋 (5,000,000) 2,329 2,500 227,163

(12,000) ニコン (27,000,000) 2,184 2,250 534,131

(8,000) ニコン (18,000,000) 2,184 2,250 524,087

(13,000) ユニ・チャーム (58,630,000) 4,235 4,510 3,354,255

(3,000) 不二 (5,391,000) 1,736 1,797 159,328

(3,000) 不二 (5,391,000) 1,736 1,797 159,328

(2,000) 不二 (3,594,000) 1,736 1,797 104,022

(3,000) 不二 (5,391,000) 1,736 1,797 159,328

(80,000) 松井証券 (35,680,000) 394 446 4,152,244

(70,000) 池田泉州ホールディングス (7,490,000) 104 107 (1,628)

(100,000) 池田泉州ホールディングス (10,700,000) 104 107 (2,326)

(50,000) 池田泉州ホールディングス (5,350,000) 104 107 (1,163)

(30,000) 池田泉州ホールディングス (3,210,000) 104 107 (698)

(100,000) 池田泉州ホールディングス (10,600,000) 104 106 (119,761)

(80,000) 池田泉州ホールディングス (8,640,000) 104 108 78,378

(30,000) ソニーフィナンシャルホールディングス (35,610,000) 1,124 1,187 1,282,259

(33,000) 三井不動産 (43,725,000) 1,308 1,325 188,495

(15,000) 三菱地所 (19,185,000) 1,219 1,279 805,830

(15,000) 三菱地所 (18,525,000) 1,219 1,235 146,705

(10,000) 三菱地所 (12,350,000) 1,219 1,235 99,390

(37) 日本ビルファンドマネジメント (27,787,000) 715,000 751,000 1,325,960

(13) 日本ビルファンドマネジメント (9,763,000) 715,000 751,000 465,878

(15) 日本ビルファンドマネジメント (10,455,000) 715,000 697,000 (271,343)

(37) ジャパンリアルエステイト投資法人 (26,418,000) 692,000 714,000 216,257

(18) ジャパンリアルエステイト投資法人 (12,852,000) 692,000 714,000 105,206

(12) ジャパンリアルエステイト投資法人 (8,136,000) 692,000 678,000 (555,325)

(20) 東急リアル・エステート投資法人 (8,160,000) 391,500 408,000 320,746

(75,000) 東武鉄道 (30,225,000) 384 403 1,230,930

(25,000) 東武鉄道 (10,075,000) 384 403 410,310

(35,000) 東武鉄道 (13,230,000) 384 378 (298,284)

(25,000) 京急電鉄 (17,075,000) 685 683 (128,712)

(25,000) 京急電鉄 (17,075,000) 685 683 (128,712)

(20,000) 京急電鉄 (13,660,000) 685 683 (107,143)

(30,000) 京急電鉄 (20,490,000) 685 683 (160,715)

(20,000) 小田急電鉄 (14,840,000) 711 742 536,774

(20,000) 小田急電鉄 (14,840,000) 711 742 536,774
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数量 銘柄 想定元本 時価 行使価格 純損益

(日本円) (日本円) (日本円) (日本円)

(40,000) 小田急電鉄 (28,360,000) 711 709 (243,643)

(80,000) 近畿日本鉄道 (22,240,000) 273 278 (18,426)

(80,000) 近畿日本電鉄 (22,240,000) 273 278 (18,426)

(80,000) 近畿日本電鉄 (21,520,000) 273 269 (726,650)

(10,000) 南海電鉄 (3,330,000) 327 333 6,224

(10,000) 南海電鉄 (3,330,000) 327 333 6,224

(10,000) 南海電鉄 (3,330,000) 327 333 6,224

(40,000) 南海電鉄 (13,320,000) 327 333 16,755

(30,000) 南海電鉄 (9,990,000) 327 333 27,828

(10,000) 南海電鉄 (3,330,000) 327 333 9,276

(10,000) 南海電鉄 (3,330,000) 327 333 4,189

(20,000) 京阪電気鉄道 (7,300,000) 354 365 161,721

(10,000) 京阪電気鉄道 (3,650,000) 354 365 80,861

(10,000) 京阪電気鉄道 (3,650,000) 354 365 80,861

(10,000) 京阪電気鉄道 (3,650,000) 354 365 80,861

(25,000) 京阪電気鉄道 (9,125,000) 354 365 264,652

(25,000) 京阪電気鉄道 (9,125,000) 354 365 264,652

(10,000) 京阪電気鉄道 (3,650,000) 354 365 80,861

(10,000) 京阪電気鉄道 (3,650,000) 354 365 80,861

(10,000) 京阪電気鉄道 (3,650,000) 354 365 80,861

(250,000) 全日本空輸 (56,000,000) 214 224 1,487,827

(20,000) 四国電力 (38,920,000) 1,840 1,946 1,511,540

(5,000) 松竹 (3,805,000) 729 761 144,173

(5,000) 松竹 (3,805,000) 729 761 144,173

(5,000) 松竹 (3,805,000) 729 761 144,173

(10,000) 松竹 (7,610,000) 729 761 318,346

(10,000) 松竹 (7,610,000) 729 761 288,346

(10,000) 松竹 (7,580,000) 729 758 239,552

(9,000) セコム (32,535,000) 3,465 3,615 1,342,928

(1,000) ファーストリテイリング (16,890,000) 17,490 16,890 (733,672)

(1,500) ファーストリテイリング (25,335,000) 17,490 16,890 (1,146,956)

(1,500) ファーストリテイリング (25,470,000) 17,490 16,980 (769,530)

0 日成ビルド工業 0 (1) (1) (420,000)

0 ローソン 0 (1) (1) (930,000)

0 ステラケミファ 0 (1) (1) (42,000)

0 ステラケミファ 0 (1) (1) (42,000)

0 ダイキン工業 0 (1) (1) (288,000)

0 三菱電機 0 (1) (1) (360,000)

0 曙ブレーキ工業 0 (1) (1) (55,000)

0 アシックス 0 (1) (1) (312,000)

0 サンリオ 0 (1) (1) (250,000)

0 名古屋鉄道 0 (1) (1) (60,000)

0 名古屋鉄道 0 (1) (1) (60,000)

合計 87,049,167

ロング／ショート・スワップ契約合計 30,697,210

 

上記の純損益は、未収／未払利息およびブローカー手数料を含んでいる。
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ロング・ポジションおよびショート・ポジションにかかる未実現純利益総額は30,697,210円であり、純資産計算

書の「スワップにかかる未実現純利益」に反映されている。

 

外国為替先渡契約

*で示された契約は、シェアクラスのヘッジに特に関連するものである。

 

2012年５月31日現在、以下の外国為替先渡契約が未決済であった。

 

アーカス・ジャパン・ロング／ショート・ファンド

 売り  買い 満期日 未実現損益

日本円 241,914,228.00 米ドル 3,000,000.00 2013年４月２日
(6,750,568)

＊

     (6,750,568)

 

2012年５月31日現在、アーカス・ジャパン・ロング／ショート・ファンドの外国為替先渡契約にかかる未実現純

損益は、サブ・ファンドの純資産計算書に含まれている。
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２ 【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

(平成25年９月末日現在)

Ⅰ　資産総額 6,786,489,898円

Ⅱ　負債総額 52,631,129円

Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ) 6,733,858,769円

 リテイル・クラス 62,795口

Ⅳ　発行済口数 インスティテューショナル・クラス(ユーロ建) 159,596口

 インスティテューショナル・クラス(米ドル建) 69,643口

 インスティテューショナル・クラス(円建) 47,097口

 インターナショナル・クラス(ユーロ建) 500口

 インターナショナル・クラス(米ドル建) 2,430口

 インターナショナル・クラス(円建) 650口

 リテイル・クラス 38,808円

Ⅴ　１口当り純資産価格 インスティテューショナル・クラス(ユーロ建) 137ユーロ(18,066円)

 インスティテューショナル・クラス(米ドル建) 125米ドル(12,219円)

 インスティテューショナル・クラス(円建) 10,793円

 インターナショナル・クラス(ユーロ建) 100ユーロ(13,187円)

 インターナショナル・クラス(米ドル建) 101米ドル (9,873円)

 インターナショナル・クラス(円建) 10,010円

(注１)　米ドルの円貨換算は、平成25年９月30日における株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(１米ド

ル＝97.75円)による。

(注２)　リテイル・クラスのみが日本において販売されている。平成25年９月末日現在、リストリクティッド・クラスは発

行されていない。
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第４ 【外国投資信託受益証券事務の概要】

(イ)ファンド証券の名義書換

ファンド証券の名義書換機関は、以下の通りである。

取扱機関　バンク・プリベ・エドモンド・ド・ロスチャイルド・ヨーロッパ

取扱場所　ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグＬ-2535、エマニュエル・セルベ通り20番

日本の受益者については、ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託している場合、その販売取扱会社の責任

で必要な名義書換手続がとられ、それ以外のものについては本人の責任で行う。

名義書換の費用は徴収されない。

 

(ロ)受益者集会

受益者集会は開催されない。

 

(ハ)受益者に対する特典、譲渡制限

受益者に対する特典はない。

管理会社は米国人によるファンド証券の取得も制限することができる。
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第三部 【特別情報】

第１ 【管理会社の概況】

１ 【管理会社の概況】

(1) 資本金の額

管理会社の資本金は1,000万ユーロ(約13億1,870万円)で、平成25年９月末日現在全額払込済である。

なお、１株1,000ユーロ(約131,870円)の記名株式10,000株を発行済である。

直近５年間の管理会社の資本金の額の増減はない。

 

(2) 会社の機構

定款に基づき、３名以上の取締役により構成される取締役会が管理会社を運営する。取締役は管理会社の株

主であることを要しない。また取締役会の過半数は、随時例外なく、英国の非居住者でなくてはならない。取

締役は年次株主総会において株主によって選任され、後任者が選任され就任するまでは、その地位に留まる

が、株主総会の決議により理由のいかんを問わずいつでも解任される。

取締役会は、互選により、会長１名を選出することができる。取締役会は、さらに、秘書役１名(取締役で

あることを要しない。)を選任し、取締役会および株主総会の議事録を保管する責に任ずるものとする。

取締役は、書面で、またはファックス、ケーブル、電報、電子メールまたはテレックスにより別の取締役を

指名して取締役会に代理出席させることができる。取締役会は、適法に取締役会が招集された場合のみ行為で

きる。決議は取締役会に出席または代理出席している取締役の議決権の多数決によるものとする。

取締役会は、管理会社の経営方針ならびにその運営および業務の実施方法を決定する権限を有する。

投資運用会社は、管理会社に投資運用業務を提供し、その職務の遂行にあたっては常に取締役の指図に従

う。

 

２ 【事業の内容及び営業の概況】

定款第３条の規定の通り、管理会社は、譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(「UCITS」)に関する法

律、規則および管理規定との調整をはかるUCITS通達にしたがって認可されたUCITSおよびその他の投資信託

(「UCI」)の創設、販売、管理および運用を行う。

さらに一般的に、管理会社は、2010年法第15章、パートⅣに規定される制限の範囲内で、その目的の達成に、

直接または間接的に関係があり、有益かつ必要とみなされるあらゆる活動を行うことができる。
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管理会社は、投資運用業務を投資運用会社であるアーカス・インベストメント・リミテッドに委託しており、

またファンド資産の保管業務、管理事務、登録・名義書換および支払事務をバンク・プリベ・エドモンド・ド・

ロスチャイルド・ヨーロッパに委託している。

現在、管理会社は、以下の投資信託の管理・運用を行っている。平成25年６月末日現在、管理会社は、201本

のファンドの管理および運用を行っている。その純資産額の合計額は、以下の通り、約182億2,321万ユーロであ

る。

 
国名

(設立国)
種類別

(基本的性格)
ファンド本数

純資産額の合計額
(通貨別)

ルクセンブルグ

契約型投資信託 ７ 178,616,052.09ユーロ

会社型投資信託 194 18,044,589,989.51ユーロ
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３【管理会社の経理状況】

 

ａ.　管理会社の直近２事業年度の日本文の財務書類は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基

づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第129条第5項ただし書の規定を適用して管理会

社によって作成された財務書類の原文を翻訳したものである（ただし、円換算部分を除く。）。

 

ｂ.　管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に

規定する外国監査法人等をいう。）であるデロイト・オーディット・ソシエテ・ア・レスポンサビリテ・リミ

テから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る

監査報告書に相当するもの（訳文を含む。）が当該財務書類に添付されている。

 

ｃ.　管理会社の原文の財務書類はユーロで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換

算が併記されている。日本円による金額は、平成25年9月30日現在における株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧

客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝131.87円）で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されてい

る。
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(1) 【貸借対照表】

ＲＢＳ(ルクセンブルグ)エス・エイ

貸借対照表

2012年12月31日現在

(ユーロ表示)

 

資産 2012年 2011年

ユーロ 千円 ユーロ 千円

固定資産

無形固定資産(注３) 19,660.55 2,593 6,233.90 822

有形固定資産(注４) 1,065,243.31 140,474 1,139,364.33 150,248

金融資産(注５) 125,000.00 16,484 125,000.00 16,484

1,209,903.86 159,550 1,270,598.23 167,554

  

流動資産   

債権   

　　売掛金   

　　－１年未満期限到来 2,085,274.54 274,985 2,453,401.92 323,530

　　関連会社に対する未収金   

　　－１年以内期限到来(注６) 5,471.83 722 4,401.17 580

　　その他の債権(注７)   

　　－１年以内期限到来 13,427.67 1,771 17,242.29 2,274

銀行預金 9,362,645.68 1,234,652 6,947,735.99 916,198

11,466,819.72 1,512,130 9,422,781.37 1,242,582

  

前払金および未収収益(注８) 28,920.25 3,814 24,877.84 3,281

  

12,705,643.83 1,675,493 10,718,257.44 1,413,417

 

財務書類に対する注記を参照のこと。
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ＲＢＳ(ルクセンブルグ)エス・エイ

貸借対照表

2012年12月31日現在

(ユーロ表示)

―続　き―

 

負債 2012年 2011年

ユーロ 千円 ユーロ 千円

資本金および準備金

引受済資本(注９) 10,000,000.00 1,318,700 10,000,000.00 1,318,700

繰越損益 (637,523.17) (84,070) (3,468,100.66) (457,338)

当期利益 1,630,321.52 214,990 2,830,577.49 373,268

10,992,798.35 1,449,620 9,362,476.83 1,234,630

  

負債および費用に対する引当金(注11) 269,835.19 35,583 472,638.86 62,327

  

債務   

　　買掛金   

　　－１年以内期限到来(注12) 227,955.76 30,061 184,198.82 24,290

　　関連会社に対する未払金   

　　－１年以内期限到来(注13) 77,184.17 10,178 66,546.88 8,776

　　税金および社会保障費に
　　対する債務(注14)

1,128,370.36 148,798 524,362.89 69,148

　　その他の債務   

　　－１年以内期限到来(注15) 3,500.00 462 106,033.16 13,983

　　－１年超期限到来(注16) 6,000.00 791 2,000.00 264

  

12,705,643.83 1,675,493 10,718,257.44 1,413,417

 

財務書類に対する注記を参照のこと。
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(2) 【損益計算書】

ＲＢＳ(ルクセンブルグ)エス・エイ

損益計算書

2012年12月31日に終了した年度

(ユーロ表示)

 

費用 2012年 2011年

ユーロ 千円 ユーロ 千円

人件費(注20)

　　賃金および給料 3,227,204.27 425,571 3,026,122.85 399,055

　　社会保障費 390,490.71 51,494 356,030.17 46,950

　　補完的年金 162,004.07 21,363 158,368.67 20,884

その他の営業費用(注19) 3,885,413.56 512,369 3,125,256.26 412,128

有形固定資産および無形固定資産に関する
評価調整(注３および注４)

146,916.39  19,374  147,195.27  19,411

未払利息および類似費用 27,207.38 3,588 20,126.68 2,654

未払手数料 24,756.23 3,265 23,298.34 3,072

法人所得税 425,691.60 56,136 - -

その他の税金 46,200.00 6,092 32,040.00 4,225

当期利益 1,630,321.52 214,990 2,830,577.49 373,268

9,966,205.73 1,314,244 9,719,015.73 1,281,647

  

収益   

未収手数料(注17および注18) 9,955,281.42 1,312,803 9,669,858.06 1,275,164

その他の未収利息および類似収益(注18) 10,924.31 1,441 49,157.67 6,482

9,966,205.73 1,314,244 9,719,015.73 1,281,647

 

財務書類に対する注記を参照のこと。
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ＲＢＳ（ルクセンブルグ）エス・エイ

財務書類に対する注記

2012年12月31日現在

 

注１一般事項

ＲＢＳ（ルクセンブルグ）エス・エイは、ルクセンブルグにおいて、存続期間を無期限とする公開有限責任会社

（「ソシエテ・アノニム」）として2004年11月10日に設立された。

当社は、ルクセンブルグの商業登記簿にＢ104196の番号で登記されている。

当社は、英国エディンバラに所在するロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシーの完全子会社であ

る。2008年12月１日に、英国政府は、英国財務省を通じてロイヤルバンク・オブ・スコットランド・グループ・

ピーエルシーの株式を取得し過半数を保有した。英国政府は、かかる銀行の保有株式が、英国政府の完全子会社で

あるＵＫフィナンシャル・インベストメント・リミテッドにより運用されることを発表した。

当社の目的は、譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託（以下「ＵＣＩＴＳ」という。）およびその他の投

資信託（以下「ＵＣＩｓ」という。）に関する法律、規則ならびに行政規定の調整に係る欧州共同体の1985年12月

20日付通達85/611/ＥＥＣ（改正済）に従って認可された、ＵＣＩＴＳの設定、販売促進、管理事務および管理運用

である。

当社は、投資信託に関する2010年12月17日法第15章第101条に従い、ＵＣＩＴＳⅣの資格を有している。

1915年8月11日付のルクセンブルグ法第313条に定められた基準に基づき、当社は、2012年12月31日に終了した年

度の連結財務書類および連結経営報告書を作成する義務を免除されている。そのため、法律条項に従い、本財務書

類は、株主による承認を受けるため非連結ベースで提示された。

会計年度は、毎年１月１日に始まり、12月31日に終了する。

 

 

注２　重要な会計方針の要約

本財務書類は、ルクセンブルグ大公国において一般に認められている会計原則および施行されている法律および

規則に準拠して作成されている。

 

２.１.　外貨換算

当社は、会計帳簿をユーロ（ＥＵＲ）で記帳しており、財務書類も当該通貨で表示している。

ユーロ以外の通貨で表示される収益および費用は、取引日に適用される為替レートでユーロに換算される。

期末現在：

－　ユーロ以外の通貨で表示される無形固定資産および金融固定資産は、取得時の為替レートでユーロに

換算される。

－　ユーロ以外の通貨で表示されるその他の資産はすべて、取得時の為替レートを使用して算定した価額

または貸借対照表日の実勢為替レートを使用して算定した価額のうち、いずれか低い方を用いて個別

に評価される。
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－　ユーロ以外の通貨で表示される負債はすべて、取引時の為替レートを使用して算定した価額または貸

借対照表日の実勢為替レートを使用して算定した価額のうち、いずれか高い方を用いて個別に評価さ

れる。

従って、実現為替差損益および未実現為替差損のみが、損益計算書に考慮されている。

 

２.２.　設立費用

設立費用の償却額は、損益計算書に直接計上される。

 

２.３.　有形固定資産および無形固定資産

有形資産および無形資産は、取得価格で計上され、減価償却累計額を控除した取得原価で評価される。

有形資産および無形資産は、定額法で償却される。

有形資産および無形資産は、３年から15年の見積耐用年数にわたり償却される。

 

２.４.　金融資産

関連会社株式は、付随費用を含む購入価格で評価される。長期的な価値の下落がある場合、金融資産の価値は調

整され、貸借対照表日現在の最も低い価額で表示される。評価調整を行った理由に該当しなくなった場合、当該評

価調整の戻入れを行う。

 

２.５.　債権

債権は、額面価額で表示される。

見積り実現可能価額が額面価額より低い場合、評価調整が記帳される。

実現可能価額は、取締役会が入手可能な情報に基づき見積もられる。

 

２.６.　 負債および費用に対する引当金

各年度末に、すべての予見可能な負債および費用を賄うための引当金が計上される。

過去の会計期間に関する引当金は、定期的に見直しが行われ、引当金が計上された理由に該当しなくなった場合

取り崩される。

 

２.７.　サービス契約

管理サービスは、関連会社に対しておよび関連会社によって、提供および請求される。受取利息および関連会社

によって提供されたサービスに対する報酬は、「未収手数料」、「その他の未収利息および類似収益」ならびに

「その他の営業費用」に含まれる。
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注３　無形固定資産

 取得原価（ユーロ）  減価償却（ユーロ）  純簿価（ユーロ）

 

2012年
１月１日
現在の

取得原価

 追加 処分 

2012年
12月31日
現在の

取得原価

 

2012年
１月１日
現在の

減価償却
累計額

 
当期

減価償却費
 処分 

2012年
12月31日
現在の

減価償却
累計額

 
2011年

12月31日
現在の残高

 
2012年

12月31日
現在の残高

ライセンス 24,758.26 17,047.47 - 41,805.73 (18,524.36) (3,620.82) - (22,145.18) 6,233.90 19,660.55

合計 24,758.26 17,047.47 - 41,805.73 (18,524.36) (3,620.82) - (22,145.18) 6,233.90 19,660.55

 

注４　有形固定資産

 取得原価（ユーロ）  減価償却（ユーロ） 純簿価（ユーロ）

 

2012年
１月１日
現在の

取得原価

 追加 処分 

2012年
12月31日
現在の

取得原価

 

2012年
１月１日
現在の

減価償却
累計額

 
当期

減価償却費
 処分 

2012年
12月31日
現在の

減価償却
累計額

 
2011年

12月31日
現在の残高

 
2012年

12月31日
現在の残高

賃借建物
附属設備

1,570,718.77 - - 1,570,718.77 (557,914.92) (104,714.88) - (662,629.80) 1,012,803.85 908,088.97

什器備品 275,705.52 1,454.28 - 277,159.80 (153,755.13) (26,736.72) - (180,491.85) 121,950.39 96,667.95

コンピューター・
ハードウェアおよ
びソフトウェア

599,156.42 67,720.27 - 666,876.69 (594,546.33) (11,843.97) - (606,390.30) 4,610.09 60,486.39

合計 2,445,580.71 69,174.55 - 2,514,755.26 (1,306,216.38) (143,295.57) - (1,449,511.95) 1,139,364.33 1,065,243.31

 

注５　金融資産

金融資産は、関連会社株式、すなわち、取得原価で計上されるＲＢＳ（ルクセンブルグ）アグリカルチャー・エ

ス・エイの株式から成る。当社は、子会社によって発行された資本の100％、すなわち、額面1,000.00ユーロの株式

125株を保有している。当該完全子会社の登記上の所在地は、エスペランジュＬ－5826、ガスペリッシュ通り33番

である。2012年12月31日に終了した年度の子会社の業績は、9,045.89ユーロの赤字（2011年：6,455.66ユーロの赤

字）であった。2012年12月31日現在、当社の純資本は、132,395.24ユーロ（2011年：141,441.13ユーロ）である。

 

注６　関係会社に対する債権

 
2012年

（ユーロ)  
2011年

（ユーロ)

    

売掛金 2,671.83  1,451.17

その他の未収金 2,800.00  2,950.00

 5,471.83  4,401.17
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注７　その他の債権

 
2012年

（ユーロ)  
2011年

（ユーロ)

    

前払金 13,400.00  13,400.00

還付富裕税 0.00  2,793.40

その他 27.67  1,048.89

 13,427.67  17,242.29

 

2012年12月31日および2011年12月31日現在、１年より後に期限が到来する債権残高はない。

 

注８　前払金および未収収益

当該科目の残高は、主に１会計期間を超える前払費用から成る。

 

注９　資本金および準備金

９.１. 引受済資本

2012年12月31日および2011年12月31日現在、引受済、発行済および全額払込済資本の額は、額面1,000ユーロの

株式10,000株で表章される10,000,000ユーロである。

当社が設立時に発行した資本は、額面1,000ユーロの株式125株で表章される125,000ユーロであった。額面1,000

ユーロの株式で、3,000株および2,875株で表章される3,000,000ユーロおよび2,875,000ユーロの株式資本が、それぞ

れ2005年３月16日および2005年12月16日に追加発行された。2006年９月20日に採択された決定により、取締役会

は、授権資本の範囲内で、額面1,000ユーロの株式4,000株で表章される総額4,000,000ユーロの増資を行う旨の決議

を行った。

 

９.２. 法定準備金

ルクセンブルグ法により、当社は、年次純利益の５％を、当社の株式資本の10％に達するまで、配当金の分配が

行われない準備金勘定に積立てなければならない。

 

注10　利益剰余金変動計算書

当期の変動の詳細は、以下の通りである。

 資本
（ユーロ）

 
法定準備金
（ユーロ）

 
繰越損益
（ユーロ）

 
当期損益
（ユーロ）

2011年12月31日現在 10,000,000.00  -  (3,468,100.66)  2,830,577.49

2011年の損益配分     2,830,577.49  (2,830,577.49)

当期損益       1,630,321.52

2012年12月31日現在 10,000,000.00  -  (637,523.17)  1,630,321.52
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注11　負債および費用に対する引当金

 
2012年

（ユーロ)  
2011年

（ユーロ)

    

賞与引当金 175,456.00  300,285.00

その他のリスクおよび費用に対する引当金 94,379.19  172,353.86

 269,835.19  472,638.86

 

注12　買掛金

 
2012年

（ユーロ)  
2011年

（ユーロ)

    

サプライヤー 5,008.62  22,508.69

未払費用 222,947.14  161,690.13

 227,955.76  184,198.82

 

注13　関係会社に対する未払金

 
2012年

（ユーロ)  
2011年

（ユーロ)

    

買掛金 0.00  26,744.99

その他の未払金 77,184.17  29,801.89

 77,184.17  66,546.88

 

注14　税金および社会保障費に対する債務

 
2012年

（ユーロ)  
2011年

（ユーロ)

    

純資産税 20,416.60  4,525.00

法人所得税 425,691.60  0.00

その他の税金 604,199.56  461,542.99

社会保障費 78,062.60  58,294.90

 1,128,370.36  524,362.89

 

注15　その他の債務―１年以内期限到来

 
2012年

（ユーロ)  
2011年

（ユーロ)

    

取締役報酬 0.00  65,000.00

繰延賞与 3,500.00  41,033.16

 3,500.00  106,033.16
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注16　その他の債務―１年超期限到来

 
2012年

（ユーロ)  
2011年

（ユーロ)

    

繰延賞与 6,000.00  2,000.00

 6,000.00  2,000.00

 

注17　未収手数料

手数料収入純額は、2010年12月17日法の第15章第101条に規定されている通り、実質上、ＵＣＩＴＳファンドに

対する運用会社のサービスに関する条項に由来している。

 

注18　関係当事者との取引

2012年12月31日に終了した会計年度の、関連会社からの受取利息および未収受取手数料は、それぞれ7,994.59

ユーロおよび63.646.93ユーロ（対して、2011年は、それぞれ41,363.96 ユーロおよび97,071.51ユーロ）である。

その他の営業費用には、当社に提供された業務の報酬について、関連事業体より再請求された費用に関連する合

計金額248,410.04ユーロ（2011年は72,713.38ユーロ）が含まれる。

2012年（または2011年）において、当社（またはRBSグループ）との間の雇用契約に直接関連する、または社外

取締役の関連サービス契約の条件による役務提供を除き、当社の取締役（当社または関連会社の従業員である取締

役を含む）が当社と行った取引はなかった。

 

注19　その他の営業費用

その他の営業費用の内訳は、以下の通りである。

 
2012年

（ユーロ)  
2011年

（ユーロ)

    

監査報酬 52,007.10  49,900.00

取締役報酬 90,000.00  65,000.00

法務および専門家報酬 136,479.24  63,784.50

建物賃料およびその他関連費用 640,012.21  599,465.72

サービス・プロバイダー報酬 1,563,411.09  1,487,002.89

回収不能な付加価値税（ＶＡＴ） 464,425.30  315,093.92

マーケティング、出張および接待 189,927.53  169,205.35

連結会社間費用 248,410.04  72,713.38

その他 500,741.05  303,090.50

 3,885,413.56  3,125,256.26
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注20　従業員数

会計年度における当社の平均従業員数は以下の通りである。

 
2012年
人数

 
2011年
人数

    

上級管理職 2  2

管理職 6  3

従業員 36  33

 44  38

 

注21　保証

当社は、当社の賃貸人に提供される「賃貸保証」の発行に関して、金融機関に対して、最大184,578.00ユーロ

（2011年：184,578.00ユーロ）までの保証を行った。当該保証は、2021年4月30日まで有効である。

 

次へ
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中間財務書類

 

ａ.　管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社によって作成された原文の中間財務書類を翻訳したものであ

る。これは、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用に

よるものである。

 

ｂ.　管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に規

定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。

 

ｃ.　管理会社の原文の中間財務書類はユーロで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について円

貨換算が併記されている。日本円による金額は、平成25年9月30日現在における株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の

対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝131.87円）で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入され

ている。
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ＲＢＳ(ルクセンブルグ)エス・エイ

見積貸借対照表(未監査)

2013年６月30日現在

(ユーロ表示)

 

資産 2013年 2012年

ユーロ 千円 ユーロ 千円

固定資産

無形資産 15,719.21 2,073 5,133.80 677

有形資産 1,122,346.48 148,004 1,081,711.43 142,645

金融資産 125,000.00 16,484 125,000.00 16,484

1,263,065.69 166,560 1,211,845.23 159,806

　   

流動資産   

債権   

　　売掛金   

　　－１年未満期限到来 2,460,423.00 324,456 2,164,535.20 285,437

　　関連会社に対する未収金   

　　－１年以内期限到来 3,956.02 522 5,645.91 745

　　その他の債権   

　　－１年以内期限到来 16,176.49 2,133 15,918.88 2,099

銀行預金 9,914,130.84 1,307,376 8,187,270.41 1,079,655

12,394,686.35 1,634,487 10,373,370.40 1,367,936

　   

前払金および未収収益 324,714.71 42,820 260,297.71 34,325

　   

13,982,466.75 1,843,868 11,845,513.34 1,562,068
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ＲＢＳ(ルクセンブルグ)エス・エイ

見積貸借対照表(未監査)

2013年６月30日現在

(ユーロ表示)

―続き―

 

負債 2013年 2012年

ユーロ 千円 ユーロ 千円

資本金および準備金

引受済資本 10,000,000.00 1,318,700 10,000,000.00 1,318,700

法定準備金 49,639.92 6,546 0.00 0

繰越損益 943,158.43 124,374 (637,523.17) (84,070)

当期利益／(損失) 721,216.43 95,107 917,531.92 120,995

11,714,014.78 1,544,727 10,280,008.75 1,355,625

　   

負債および費用に対する引当金 178,300.10 23,512 424,193.19 55,938

　   

債務   

　　買掛金   

　　－１年以内期限到来 535,764.62 70,651 227,827.19 30,044

　　関連会社に対する未払金   

　　－１年以内期限到来 28,899.48 3,811 51,780.25 6,828

　　税金および社会保障費に対する債務 1,391,426.43 183,487 788,127.94 103,930

　　その他の債務   

　　－１年以内期限到来 51,461.34 6,786 71,576.02 9,439

　　－１年超期限到来 82,600.00 10,892 2,000.00 264

　   

13,982,466.75 1,843,868 11,845,513.34 1,562,068
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ＲＢＳ(ルクセンブルグ)エス・エイ

見積損益計算書(未監査)

2013年６月30日に終了した期間

(ユーロ表示)

 

費用
2013年

(６ヶ月間)
2012年

(６ヶ月間)

ユーロ 千円 ユーロ 千円

人件費

　　賃金および給料 1,888,158.37 248,991 1,600,091.24 211,004

　　社会保障費 213,488.27 28,153 205,782.45 27,137

　　補完的年金 96,188.29 12,684 61,872.71 8,159

その他の営業費用 1,889,711.13 249,196 1,871,503.27 246,795

有形固定資産および無形固定資産に関する
評価調整

95,764.72 12,628 69,795.54 9,204

未払利息および類似費用 10,482.92 1,382 12,900.29 1,701

未払手数料 3,405.79 449 12,149.19 1,602

損益に係る税金 326,800.47 43,095 101,110.55 13,333

その他の税金 27,300.00 3,600 23,100.00 3,046

当期利益 721,216.43 95,107 917,531.92 120,995

5,272,516.39 695,287 4,875,837.16 642,977

  

収益   

未収手数料 5,264,679.74 694,253 4,856,620.24 640,443

その他の未収利息および類似収益 7,836.65 1,033 19,216.92 2,534

当期損失 0.00 0 0.00 0

5,272,516.39 695,287 4,875,837.16 642,977

 

前へ
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４ 【利害関係人との取引制限】

約款により、管理会社は、ファンドのために、(a)管理会社、(b)その関係法人、(c)管理会社もしくはその関

係法人の取締役、またはそれらの主要株主(自己または他の名義(ノミニー名義を含む。)をもってするを問わ

ず、自己の勘定でこれらの会社の発行済株式総数の10％以上の株式を保有する者をいう。)であって、本人自ら

または自己の勘定で行為する者との間で、有価証券(ファンド証券を除く。)の売買もしくは貸付けをし、または

金銭の貸与を受けてはならない。ただし、当該取引が約款に定められた諸制限を遵守し、かつ国際的に承認され

た証券市場または国際的に承認された金融市場における、その時々の、(ｉ)公に入手可能な相場に基づき決定さ

れた価格、または(ⅱ)競争価格もしくは実勢利率によって行われる場合を除く。

販売会社、投資運用会社および随時任命されるブローカーは、ファンドの投資目的と同様の投資目的を有する

他の投資信託の販売会社、管理会社、投資運用会社、投資顧問会社またはブローカーとして活動し、またはその

他の関係を有し、またはファンドの投資目的と同様の投資目的を有する投資家に裁量的ファンド運用サービスや

その他の付随的ブローカー業務を提供することがある。従って、これらの業務遂行にあたってファンドと潜在的

な利益相反となることがあり得る。各当事者は、常時、利益相反が生じる可能性のある場合に投資を引受けるに

あたり、他の顧客への義務を考慮し、実務上可能な限り、受益者の最良の利益のために活動する義務を考慮し、

かかる利益相反を公正に解決するように努める。

投資運用会社は、他の投資主体を含め、証券や金融商品の売買につき、他の投資者に投資一任業務やアドバイ

ス業務を行っている。投資運用会社は、他の顧客口座運用の報酬がファンド口座運用の報酬を上回る場合、他の

口座を優先的に取扱うというインセンティブが生じ、サービス提供にあたり利益相反に直面することがあり得

る。投資運用会社は、ファンドとかかるその他の口座間においては公正、公平なベースですべての投資機会を配

分するよう努力する。

 

５ 【その他】

(1) 定款の変更

管理会社の定款の変更または解散に関しては、ルクセンブルグの法律に規定された定足数および投票要件に

したがった株主総会の決議が必要である。

(2) 事業譲渡または事業譲受

ルクセンブルグ監督当局の事前承認を条件として、管理会社は、ルクセンブルグの法律の一般原則に基づ

き、2010年法第15章に基づく投資信託を管理運用する権限を授与されている他のルクセンブルグの会社にその

業務を譲渡することができる。かかる場合、事業を譲渡した会社は、なお、法人として存続する。

(3) 訴訟事件その他の重要事項

管理会社およびファンドに重要な影響を与えまたは与えることが予想される事実はない。

管理会社の会計年度は12月31日に終了する１年である。

管理会社の存続期間は無期限である。ただし、ルクセンブルグの法律に規定された定足数および投票要件に

したがった株主総会の決議によりいつでも解散することができる。

 

EDINET提出書類

ＲＢＳ（ルクセンブルグ）エス・エイ(E15216)

有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

170/221



第２ 【その他の関係法人の概況】

１ 【名称、資本金の額及び事業の内容】

1.　アーカス・インベストメント・リミテッド

(Arcus Investment Limited)(「投資運用会社」および「総販売会社」)

(1) 資本金の額

平成25年９月末日現在、5,318,784英ポンド(約８億4,085万円)

(注)　英ポンドの円貨換算は、平成25年９月30日における株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値

(１英ポンド＝158.09円)による。

(2) 事業の内容

アーカス・インベストメント・リミテッドは、英国において1998年６月11日に設立された会社(登録番号

3582673)であり、1998年11月13日に英国の投資運用規制機構のメンバーとして承認を受けている。

投資運用会社は、適用法令の範囲内で、ファンドの受益証券を保有することができる。

 

2.　バンク・プリベ・エドモンド・ド・ロスチャイルド・ヨーロッパ

(Banque Privée Edmond de Rothschild Europe)(「保管受託銀行」ならびに「管理事務、登録および名義書

換ならびに支払事務代行会社」)

(1) 資本金の額

平成25年９月末日現在、31,500,000ユーロ(約41億5,391万円)

(2) 事業の内容

バンク・プリベ・エドモンド・ド・ロスチャイルド・ヨーロッパは、ルクセンブルク法に基づき設立され

存続しており、ジュネーブのバンク・プリベ・エドモンド・ロスチャイルド・エス・エーの子会社である。

同社は、昭和63年10月24日にあらゆる種類の銀行業務を行う認可を受け、保管受託銀行として2010年法に基

づき、投資信託に対する事務・保管サービスを行っている。

 

3.　三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社(日本における「販売会社」および「代行協会員」)

(1) 資本金の額

平成25年９月末日現在、405億円

(2) 事業の内容

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、日本の金融商品取引法に基づき第一種金融商品取引業

を営んでいる。
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２ 【関係業務の概要】

1.　アーカス・インベストメント・リミテッド(Arcus Investment Limited)(「投資運用会社」および「総販売

会社」)

投資運用会社は、ファンド資産の投資運用業務および総販売業務を行う。

アーカス・インベストメント・リミテッドは、管理会社により、ファンドの受益証券を適法に販売すること

ができるすべての国におけるファンドの受益証券の販売会社としても任命された。アーカス・インベストメン

ト・リミテッドは、副販売会社を任命する権利を有する。

投資運用会社は、国際スワップデリバティブ協会(ISDA)相手方を含め、様々な第三者から公的に入手するこ

とができない情報の提供を受けることができる。投資運用会社は、受益者の利益のためだけに、ファンドの運

用にかかる情報を利用する。

投資運用会社は、小規模な投資会社である。投資運用会社は、適用ある法令に基づく様々な組織的要件を遵

守しなければならないが、関連する手続は投資運用会社の規模に比例したものである。ロンドンの事務所に駐

在する比較的少数の従業員が、コンプライアンスおよびリスク管理に関して上級職に要求される経験を有して

おり、またはかかる管理職務に専念することができる。このことにより、任務の分離が限定されることがあ

る。すなわち、任務または職務は、適用ある法令を遵守し、利益相反を回避するため必要に応じて、かつ、必

要な場合に異なる者により引き受けられるとはいえ、ファンド・マネージャーが、適用ある法令により認めら

れる範囲内でコンプライアンス・オフィサーおよびリスク管理オフィサーの任務も引き受け、また取引および

決済職務が同一の従業員により遂行される可能性がある。

2.　バンク・プリベ・エドモンド・ド・ロスチャイルド・ヨーロッパ(Banque Privée Edmond de Rothschild

Europe)(「保管受託銀行」ならびに「管理事務、登録事務および名義書換ならびに支払事務代行会社」)

バンク・プリベ・エドモンド・ド・ロスチャイルド・ヨーロッパは、ファンドの保管受託銀行に任命されて

いる。

保管受託銀行または管理会社は、90日以上前に相手方に対して書面による通知を交付することによりいつで

も、保管受託銀行の任務を終了させることができる。保管受託銀行の任務が終了された場合、管理会社は当該

終了から２か月以内に、約款に基づき保管受託銀行の責任および職務を負う新たな保管者を任命する最善の努

力を払う。新たな保管受託銀行が任命されるまでの間、保管受託銀行は、受益者の利益が良好に保持されるよ

うあらゆる必要な措置を講じる。上記の終了がなされた後も、保管受託銀行の任務は、新たな保管者へのファ

ンドのすべての資産の譲渡に必要とされる期間中は継続される。

第三者の保管者の選定および監督において詐欺、故意の不正行為または過失があった場合を除き、保管受託

銀行は、管理会社および受益者に対し、かかる第三者の保管者の破産または支払不能に起因する損失につき責

任を負わない。

保管受託銀行は、2010年法第１章に従って自己の職務および責任を負う。
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ファンドの資産を構成するあらゆる現金、譲渡性のある有価証券およびその他の適格資産は、ファンドの受

益者のために保管受託銀行により保有される。保管受託銀行は、当該資産の保管を銀行および金融機関に預託

する。ファンドの現金および有価証券の保管に関して銀行の通常の職務を行う。保管受託銀行は、管理会社ま

たはその任命した代理人からの指示を受けた場合にのみ、ファンドのためにファンドの資産を処分し、第三者

に支払いを行う。

バンク・プリベ・エドモンド・ド・ロスチャイルド・ヨーロッパはまた、ファンドの中央管理事務、特に

ファンドの受益証券の純資産価格の計算およびファンドの会計帳簿の維持ならびにファンドの受益証券の発

行、買戻し、解約および名義書換ならびに受益者名簿の保管につき責任を負う。管理事務代行会社、登録事

務・名義書換および支払事務代行会社として行為するバンク・プリベ・エドモンド・ド・ロスチャイルド・

ヨーロッパは、以下「管理事務代行会社」とも呼称される。

管理事務代行会社は、自己の義務の遂行にあたり、ブローカー、保管者または価格評価機関等のプライシン

グ・ソースにより提供される情報に依拠するものとし、かかるプライシング・ソースにより提供される評価ま

たは決算報告書は、直近の入手可能な価格とみなされるものとする。管理事務代行会社は、上場されていない

資産に関し、管理会社または管理会社により評価を授権されているいずれかの第三者により提供される評価に

依拠することができる。

プライシング・ソース(すなわち、プライム・ブローカー、保管者、その他のブローカーまたは価格評価機

関)により提供される評価または決算報告書は、管理事務代行会社がコントロールを行うことのない情報の中

では最も信頼できる情報とみなされる。管理事務代行会社は、プライシング・ソースに起因する一切の評価の

誤謬につき責任を負わない。

保管受託銀行および管理事務代行会社は、ファンドの投資に関する意思決定の裁量を有しない。保管受託銀

行および管理事務代行会社は、ファンドにとってサービス提供者であり、目論見書の作成につき責任を負わ

ず、そのため、目論見書に含まれるいかなる情報の正確性についても責任を負わない。

3.　三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社(日本における「販売会社」および「代行協会員」)

日本におけるファンド証券の販売・買戻し業務および代行協会員業務を行う。

 

３ 【資本関係】

該当事項なし。
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第３ 【投資信託制度の概要】

定　義

1915年法 商事会社に関する1915年8月10日法（改正済）

1993年法 金融セクターに関する1993年4月5日法（改正済）

2010年法 投資信託に関する2010年12月17日法

SIF法 専門投資信託に関する2007年2月13日法（改正済）

CSSF ルクセンブルグ監督当局である金融監督委員会

EC 欧州共同体

EEC 欧州経済共同体（現在はECが継承）

EU 欧州連合（特に、ECにより構成）

FCP 契約型投資信託

KIID 通達2009/65/EC第78条および2010年法第159条に言及される主要投資家情報文書

加盟国 EU加盟国ならびに欧州経済地域を形成する契約の当事者であるEU加盟国以外の国

で、当該契約および関連の法律に定める制限内でEU加盟国に相当するとみなされ

る国

メモリアル メモリアル・セ・ルクイ・デ・ソシエテ・エ・アソシアシオン

パートIファンド （特に通達2009/65/ECをルクセンブルグ法において導入する）2010年法パートIに基

づく譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託。かかるファンドは、一般に

「UCITS」と称する。

パートIIファンド 2010年法パートIIに基づく投資信託

SICAF 固定資本を有する投資法人

SICAV 変動資本を有する投資法人

UCI 投資信託

UCI管理会社 2010年法第16章に基づき認可を受けた管理会社

UCITS 譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託

UCITS所在加盟国 通達2009/65/EC（以下に定義される。）第5条に基づき契約型投資信託または投資

法人が認可を受けた加盟国

UCITSホスト加盟国 契約型投資信託または投資法人の受益証券が販売される、UCITS所在加盟国以外の

加盟国

UCITS管理会社 2010年法第15章に基づき認可を受けた管理会社
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I.　　　ルクセンブルグの投資信託の形態

 

1.　　　投資信託に関する法令の歴史の概要

 

1988年4月1日までは、ルクセンブルグのすべての形態のファンドは、投資信託に関する1983年8月25日

法、1915年法ならびに共有に関する民法および一般の契約法の規定に従って設定されていた。

1983年8月25日法は、通達85/611/EEC（以下「UCITS I通達」という。）の規定をルクセンブルグ法に導入

する法律である投資信託に関する1988年3月30日法（改正済）に取って代えられた。

投資信託に関する2002年12月20日法（改正済）（以下「2002年法」という。）は、UCITS I通達を改正す

る通達2001/107/ECおよび通達2001/108/EC（以下「UCITS III通達」という。）をルクセンブルグ法に導入

した。

専門投資信託に関する2007年2月13日法（改正済）（以下「SIF法」という。）は、2007年、機関投資信託

に関する1991年法に取って代わった。これらの投資信託は、当該ビークルへの投資に付随するリスクを正

確に評価できる情報を十分に提供された投資家に対して提供される。専門投資信託（以下「SIF」とい

う。）は、リスク分散の原則に従う投資信託であり、したがってUCIの一種として区分されている。SIF

は、会社形態および投資規則の点でより高い柔軟性を提供するのみならず、とりわけCSSFのプロモー

ターによる認可を必要としない点で監督規制をより緩やかにしている。適格投資家は、機関投資家および

プロの投資家のみならず、SIF法第2条に記載される条件を満たした、情報に精通した個人投資家も含まれ

る。

2010年法は、譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託に関する法律、規則および行政規定の調整に関

する欧州議会および理事会の2009年7月13日付通達である通達2009/65/EC（以下「通達2009/65/EC」とい

う。）をルクセンブルグ法に導入した。

 

2.　　　2010年法の効力発生

 

・　すべてのUCITSおよびUCITS管理会社は、遅くとも2011年7月1日に2010年法の適用対象となってい

る。特定のUCITSは、2012年7月1日までにその簡易目論見書を新たな主要投資家情報文書（以下

「KIID」という。）に変更しなければならない。

・　2011年1月1日以降、これまで2002年パートIIに従っていたUCIは、2010年法パートIIの適用対象とな

る。ただし、2012年7月1日に効力が発生する権限の委託に関する一定の規定を除く。

・　2011年1月1日以降、既存のUCI管理会社は、2010年法の適用対象となった。ただし、2012年7月1日に

効力が発生する権限の委託に関する一定の規定を除く。

・　2010年法の財務に関するすべての規定は、2011年1月1日に効力が発生した。
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II.　　　2010年法に従うルクセンブルグのUCITSおよびUCI

 

1.　　　2010年法に従うルクセンブルグのUCITSまたはUCIの概要

 

1.1.　　一般規定とその範囲

1.1.1.　 2010年法は、5つのパートから構成されている。

パートI　　UCITS（以下「パートI」という。）

パートII　　その他のUCI（以下「パートII」という。）

パートIII　　外国のUCI

パートIV　　管理会社

パートV　　UCITSおよびその他のUCIに適用される一般規定

　2010年法は、パートIが適用されるUCITSとパートIIが適用されるUCIを区分して取り扱っている。

1.1.2.　　EUのいずれか一つの加盟国内に登録され、2010年法パートIに基づきUCITSとしての適格性を有している

すべてのファンドは、他のEU加盟国において、通達2009/65/ECが当該国において立法化されている限度

において、その投資口または受益証券を自由に販売することができる。

1.1.3.　　2010年法第2条第2項は、第3条に従い、UCITSを、以下のように定義している。

－　公衆から調達した投資元本を譲渡性のある証券または2010年法第41条第1項に記載されるその他の流

動性のある金融資産に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運営することを唯一の目的とする投資

スキーム、ならびに

－　その受益証券が、所持人の請求に応じて、投資スキームの資産から直接または間接に買い戻される投

資スキーム（受益証券の証券取引所での価格がその純資産価格と著しい差異を生じることがないよう

にするためのUCITSの行為は、かかる買戻しに相当するとみなされる。）。

1.1.4.　　2010年法第3条は、同法第2条のUCITSの定義に該当するものの、パートI ファンドたる適格性を有しない

ファンドを列挙している。

－　クローズド・エンド型のUCITS

－　EUまたはその一部において、公衆に対してその受益証券の販売を促進することなく投資元本を調達

するUCITS

－　約款または設立文書に基づき、EU加盟国でない国の公衆に対してのみ、その受益証券を販売しうる

UCITS

－　2010年法第5章に規定する規則によりその投資方針および借入方針に鑑みて不適切であるとCSSFが判

断する種類のUCITS

1.1.5.　法的形態

2010年法パートIまたはパートIIに従う投資信託の主な法的形態は以下のとおりである。

1)　契約型投資信託（fonds commun de placement (FCP), contractual common fund）

2)　投資法人（investment companies）

－　変動資本を有する投資法人（以下「SICAV 」という。）

－　固定資本を有する投資法人（以下「SICAF」という。）
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契約型投資信託および会社型投資信託は、2010年法、1915年法ならびに共有の原則および一般契約法に関

する一部の民法の規定に従って設定されている。

 

1.2.　　契約型投資信託および会社型投資信託の主要な特性の概要

1.2.1.　　契約型投資信託（FCP）

契約型の投資信託は、FCPそれ自体、その管理会社（以下「管理会社」という。）およびその保管受託銀

行（以下「保管受託銀行」という。）の三要素から成り立っている。

FCPの概要

FCPは法人格を持たず、投資家の集団投資からなる、譲渡性のある証券およびその他の資産の分割できな

い集合体である。かかる投資家はその投資によって平等に利益および財産の分配に参加する権利を有す

る。FCPは会社として設立されていないため、個々の投資家は、定義上は投資主ではなく、「受益者」と

称されるのが通常である。当該投資家の権利は、投資家と管理会社との契約関係に基づいた契約上のもの

であり、この関係は、一般の契約法および2010年法に従っている。

投資家は、FCPに投資することにより、管理会社との間に確立されるFCPに関連する契約上の関係を結

ぶ。かかる契約上の関係は、FCPの約款（以下を参照のこと。）に基づく。FCPへの投資後、投資家は、

かかる投資を行ったことにより、FCPの受益証券（以下「受益証券」という。）に対する権利を有する。

FCPの受益証券の発行の仕組み

ファンドの受益証券は、通常、発行日の純資産価格（約款にその詳細が規定されることが求められる。）

に基づいて継続的に発行される。

管理会社は、保管受託銀行の監督のもとで、受益証券を表章する無記名式証券もしくは記名式証券または

受益権を証する確認書を発行し、交付する。

受益者の要請に基づき、パートIファンドの受益証券は、FCPによりいつでも買い戻されることができる

が、約款に買戻請求の停止に関する詳細な規定がある場合、または、2010年法第12条に基づく場合には買

戻しが停止される。この買戻請求権は、2010年法第11条第2項および第3項に基づくものである。

パートIIファンドについて、CSSF規則は、2010年法第91条に従い、FCPの受益証券の発行価格および買戻価格の決定

の最低頻度を決定することができる。IML通達91/75は、パートIIファンドがその受益証券（または投資口）の発行価

格および買戻価格を十分に短い固定された間隔で（原則として月に一度以上）決定しなければならない旨を定める。

約款に規定がある場合に限り、その範囲内で、受益者に議決権が与えられる。

FCPの分配方針は約款の定めに従う。

パートIファンドに関する2010年法第9条、第11条および第23条ならびにパートIIファンドに関する2010年

法第91条は、CSSF規則によって特定の追加要件を設定しうる旨規定している。

（注）　本書の日付において、当該規則は制定されていない。
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主な要件は以下のとおりである。

－　FCPの純資産価額は最低1,250,000ユーロである。この最低額はFCPとしての認可が得られてから6か月

以内に達成されなければならない。ただし、この最低額は、CSSF規則によって2,500,000ユーロまで

引き上げることができる。

－　管理会社は、FCPの運用管理業務を約款に従って執行する。

－　発行価格および買戻価格は、パートIファンドの場合、少なくとも1か月に2度は計算され、その他の

すべてのFCPについては少なくとも1か月に1度は計算されなければならない。

－　約款には以下の事項が記載される。

(a)　FCPの名称および存続期間、管理会社および保管受託銀行の名称

(b)　提案されている具体的な目的に合致する投資方針およびその基準

(c)　分配方針

(d)　管理会社がFCPから受領する権利を有する報酬および諸経費ならびにかかる報酬の計算方法

(e)　公告に関する規定

(f)　FCPの会計の決算日

(g)　法令に基づく場合以外のFCPの解散事由

(h)　約款変更手続

(i)　受益証券発行手続

(j)　受益証券買戻しの手続ならびに買戻しの条件および買戻しの停止の条件

（注）　緊急を要する場合、すなわち、純資産価格の計算の停止ならびに受益証券の発行および買戻しの停止が

受益者の全体の利益となる場合、CSSFはこれらの停止を命ずることができる。

1.2.1.1.　保管受託銀行

CSSFにより承認された約款に定められる保管受託銀行は、約款および管理会社との間で締結する保管受

託契約に従い、保管受託銀行またはその指定する者がFCPの有するすべての証券および現金を保管するこ

とにつき責任を負う。保管受託銀行は、FCPの資産の日々の運用に関するすべての業務を行う。

これに加えて、保管受託銀行は、以下の業務を行わなければならない。

－　FCPのためにまたは管理会社により行われる受益証券の販売、発行、買戻しおよび消却が法律および

約款に従って執行されるようにすること。

－　受益証券の価格が法律および約款に従い計算されるようにすること（パートIファンドのみ）。

－　法律または約款に抵触しない限り、管理会社の指示を執行すること。

－　FCPの資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。

－　FCPの収益が約款に従って使用されるようにすること。
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保管受託銀行は、ルクセンブルグに登録事務所を有するか、外国会社のルクセンブルグ支店でなければな

らない。パートIファンドの保管受託銀行は、その登録事務所は他の加盟国に所在するものでなければな

らない。保管受託銀行は、1993年法に定める金融機関でなければならない。

保管受託銀行の取締役は、十分良好な評価および該当するFCPに関する経験を有していなければならな

い。このため、取締役およびその後任者に関する情報はCSSFに直ちに報告されなければならない。「取

締役」とは、法律または設立文書に基づき、保管受託銀行を代表するか、または保管受託銀行の活動の遂

行を実質的に決定する者をいう。

管理会社所在加盟国が、2010年法パートIに従いFCPの所在加盟国と同一でない場合、保管受託銀行は、

2010年法ならびにその他の適用される法律および法令に従いその権限を遂行しうるために必要とみなされ

る情報の流出を制限する書面契約を管理会社と締結しなければならない。

保管受託銀行は、ルクセンブルグ法に従い、管理会社および受益者に対し、正当な理由のない義務不履行

または不適切な履行の結果、管理会社または受益者が被った損失につき責任を負う。

保管受託銀行の受益者に対する責任は、管理会社を通じて間接的に追及される。ただし、管理会社が受益

者からその旨の書面による通知を受領した後3か月以内に行為しない場合、かかる受益者は直接保管受託

銀行の責任を追及することができる。

保管受託銀行の責任は、保管にかかる資産の全部または一部を副保管受託銀行に委託したことにより影響

を受けない。

1.2.1.2.　関係法人

(i)　投資運用会社・投資顧問会社

多くの場合、FCPの管理会社は他の会社と投資運用契約または助言契約を締結し、この契約に従っ

て、投資運用会社・投資顧問会社は、管理会社の取締役会が設定する投資方針の範囲内でかつ約款中

の投資制限に従い、ポートフォリオの分散および証券の売買に関する継続的な投資運用業務または助

言を管理会社に提供する。

パートIファンドについて、管理会社による投資運用会社の中核的権限の委託は以下の1.4.2.の(15)に

定められた条件に従う。

パートIIファンドについて、管理会社による委託は、以下の1.4.1.の(1)に定められた条件に従う。

(ii)　販売会社および販売代理人

管理会社は、FCPの受益証券の公募または私募による販売のため、一もしくは複数の販売会社およ

び／または販売代理人と独占的または非独占的な契約を締結することができる（ただし、その義務は

ない。）。

目論見書には販売手数料および特定の申込方法もしくは募集計画について適切な記載および開示がな

ければならない。

1.2.2.　　会社型投資信託

会社型の投資信託は、これまでは1915年法に基づき、通常、公開有限責任会社（sociétés anonymes）とし

て設立されている。
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投資法人の投資口を保有する投資主は、一定の範疇に属する者または1人の者が保有し得る投資法人の投

資口の割合に関連して規約中に定められる議決権の制限に従い、投資主に対し投資主総会において1口に

つき1個の議決権を付与する。

1.2.2.1.　変動資本を有する投資法人（SICAV ）

2010年法に従い、SICAV の形態を有する会社型投資信託を設立することができる。

SICAV は、投資主の利益をはかるため証券にその資産を分散投資することを固有の目的とし、投資口を公

募または私募によって一般に募集し、その資本金が常に会社の純資産に等しいことを規定した規約を有す

る公開有限責任会社（société anonyme）として定義されている。

SICAV は、公開有限責任会社の特殊な形態であるため、1915年法の規定は、2010年法によって廃止されな

い限度で適用される。

SICAV は次の仕組みを有する。

投資口は、規約に規定された発行または買戻しの日の純資産価格で継続的にSICAV によって発行され買い

戻される。発行投資口は無額面で全額払い込まれなければならない。資本は投資口の発行および買戻しな

らびにその資産価額の変動の結果自動的に変更される。

2010年法に定められる最も重要な要件は以下のとおりである。

－　管理会社を指定しない2010年法パートIの対象となっているSICAV の最低資本金は、認可時において

は30万ユーロを下回ってはならない。管理会社を指定したSICAV を含めすべてのSICAV の資本金

は、認可後6か月以内に125万ユーロに達しなければならない。CSSF規則によりかかる最低資本金

は、60万ユーロおよび250万ユーロにそれぞれ引き上げることができる。

－　取締役および承認された法定監査人ならびにそれらの変更はCSSFに届け出ることを要し、CSSFの異

議のないことを条件とする。

－　規約中にこれに反する規定がない場合、SICAV はいつでも投資口を発行することができる。

－　規約に定める範囲で、SICAV は、投資主の求めに応じて投資口を買い戻す。

－　投資口は、SICAV の純資産総額を発行済投資口数により除することにより得られる価格で発行され、

買い戻される。この価格は、費用および手数料を加えることによって、投資口発行の場合増額し、投

資口買戻しの場合は減額することができるが、費用および手数料の最高限度額および手続はCSSF規

則により決定することができる。

－　通常の期間内にSICAV の資産に純発行価格相当額が払い込まれない限り、SICAV の投資口を発行し

ない。

－　規約は、発行および買戻しに関する支払いの時間的制限を規定し、SICAV の資産評価の原則および方

法を特定する。

－　規約は、法律上の原因に基づく場合について影響を与えない範囲で、発行および買戻しが停止される

場合の条件を特定する。

－　規約は、発行および買戻価格の計算を行う頻度を規定する（パートIファンドについては最低1か月に

2回、またはCSSFが許可する場合は1か月に1回とし、パートI以外のファンドについては最低1か月に1

回とする。）。

－　規約は、SICAV が負担する費用の性質を規定する。
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1.2.2.2.　オープン・エンド型のその他の会社型投資法人

従来、ルクセンブルグ法に基づいて設立されたクローズド・エンド型の会社型投資法人においては、買戻

取引を容易にするため別に子会社として買戻会社を設ける投資法人の仕組みが用いられていた。

しかしながら、買戻会社の投資口買戻義務は常に、自己資金とファンドからの借入金の範囲内に限定され

ている。買戻会社の投資口は、通常、1株の資格株を除き、全額をファンドが所有している。この借入金

は、ファンドの利益金、繰越利益金および払込剰余金または法定準備金以外の準備金の額を超えることが

できない。

買戻会社を有しない投資法人も設立されているが、その規約は、投資主の請求があれば投資口を買い戻す

義務がある旨規定し、オープン・エンド型の仕組みを定めている。

1.2.2.3.　保管受託銀行

会社型投資法人の資産の保管は、保管受託銀行に委託されなければならない。

保管受託銀行の業務はさらに以下のとおりである。

－　ファンドによりまたはファンドのために行われる投資口の販売、発行、買戻しおよび消却が法律およ

びファンドの規約に従って執行されるようにすること。

－　ファンド資産の取引において、対価が通常の制限時間内に受領されるようにすること。

－　ファンドの収益が規約に従って使用されるようにすること。

ファンドが管理会社を指定した場合において、管理会社所在加盟国が、パートIファンドの所在加盟国と

同一でない場合、保管受託銀行は、2010年法ならびにその他の適用される法律および法令に従いその権限

を遂行しうるために必要とみなされる情報の流出を制限する書面契約を管理会社と締結しなければならな

い。

1.2.2.4.　関係法人

投資運用会社・投資顧問会社および販売会社または販売代理人

上記1.2.1.2.「関係法人」中の記載事項は、原則として、ファンドの投資運用会社・投資顧問会社および販

売会社または販売代理人に対しても適用される。

1.2.2.5.　会社型パートIファンドの追加的要件

以下の要件は、2010年法第27条にSICAV に関し定められているが、パートIファンドである他の形態の会

社型投資信託にも適用される。

(1)　SICAV が、通達2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定しない場合

－　認可の申請は、SICAV の組織構造等を記載した運営計画を添付しなければならない。

－　SICAV の業務執行役員は、十分に良好な評価を得ており、当該SICAV が遂行する業務の形態に

関し十分な経験を有していなければならない。そのために、取締役およびその地位の後継者は、

その氏名がCSSFに直ちに報告されなければならない。SICAV の事業の遂行は、これらの条件を

充たす少なくとも2名により決定されなければならない。「業務執行役員」とは、法律もしくは

設立文書に基づきSICAV を代理するか、またはSICAV の方針を実質的に決定する者をいう。

－　さらに、SICAV と他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CSSFは、か

かる関係が効果的な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。
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CSSFは、また、SICAV が親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が服する非加盟

国の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督権限を効果的に行使する

ことが妨げられる場合は、認可を付与しない。

SICAV は、CSSFに対して、要求される情報を提供しなければならない。

記入済の申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡

しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。

SICAV は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。

当該認可の付与により、SICAV の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可申請を

検討する際に根拠とした実質的な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包

括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととなる。

CSSFは、SICAV が以下のいずれかに該当する場合に限り、当該SICAV に付与した認可を取り消すこ

とができる。

(a)　12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合または6か月以上活動を中止

する場合

(b)　虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合

(c)　認可が付与された条件を満たさなくなった場合

(d)　2010年法または同法に従って採用された規則の規定に重大かつ／または組織的に違反した場合

(e)　2010年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合

(2)　以下の1.4.2.の(15)および(16)に定める規定は、通達2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定して

いないSICAV に適用される。ただし、「管理会社」は「SICAV 」と解釈される。

SICAV は、自身のポートフォリオ資産のみを運用することができ、いかなる場合も、第三者のために

資産を運用する権限を引き受けてはならない。

(3)　通達2009/65/ECに従い認可された管理会社を指定していないSICAV は、適用ある慎重なルールを常に

遵守しなければならない。

特に、CSSFは、SICAV の性格にも配慮し、当該SICAV が健全な運用上および会計上の手続、電子

データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部運用メカニズム（特に、その従業員の個人取

引や、自己勘定による投資のための金融商品の保有または運用に関する規則を含む。）を有するこ

と。少なくとも、当該SICAV に係る各取引がその源泉、関係当事者、性質および取引が実行された日

時・場所をたどることが可能であること、ならびに管理会社が運用するSICAV の資産が設立文書およ

び現行法の規定に従い投資されていることを確保するものとする。
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1.3.　　 2010年法によるルクセンブルグのUCITSおよびUCIの投資制限

A)　パートIファンド／UCITS

以下に定められた投資制限は、別途指示されない限り、FCPおよび会社型投資信託と同程度まで適用

される。

パートIファンドに適用される投資規則および制限は、2010年法第41条ないし第52条に規定されてい

る。

UCITSが複数の投資コンパートメントを構成する場合、各コンパートメントは、2010年法第41条ない

し第52条の目的において、個別のUCITSとしてみなされる。

主な規則および制限は以下のとおりである。

(1)　　UCITSは、証券取引所に上場されておらず、定期的に取引が行われている公認かつ公開の他の

規制された市場で取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品に、その純資産の

10%を超えて投資することができない。ただし、かかる証券取引所または他の規制された市場

がEU加盟国以外の国に存在する場合は、それらの選択は、かかるUCITSの約款または設立文

書に規定されていなければならない。

(2)　　UCITSは、通達 2009/65/ECに従い認可されたUCITSまたは同通達第1条第2項第1号および第2

号、a)およびb)に規定する範囲のその他のUCIの受益証券に（設立国が加盟国であるか否かに

かかわらず）投資することができる。ただし、以下の要件を充足しなければならない。

－　　かかるその他のUCIは、CSSFがEU法に規定する監督と同程度の監督に服すると判断す

る法令により認可されたものまたは監督当局の協力が十分に確保されている国で認可さ

れたものであること。

－　　かかるその他のUCIの受益者に対する保護水準はUCITSの受益者に提供されるものと同等であるこ

と、特に、資産の分別管理、借入れ、貸付けおよび譲渡性のある証券および短期金融商品の空売

りに関する規則が通達2009/65/ECの要件と同等であること。

－　　かかるUCIの業務が、報告期間における資産、債務、収益および運用の評価が可能とな

る形で、半期報告書および年次報告書により報告されていること。

－　　（合計で）取得が予定されているUCITSまたはその他のUCIの資産の10%超が、その約

款または設立文書に従い、その他のUCITSまたはUCIの受益証券に投資されないこと。

(3)　　UCITSは、信用機関の要求払いの預金または12か月以内に満期となり引き出すことができる預

金に投資することができる。ただし、信用機関が加盟国に登録事務所を有するか、第三国に登

録事務所がある場合はEU法の規定と同等とCSSFが判断する慎重なルールに従っているもので

なければならない。

(4)　　UCITSは、上記(1)に記載する規制された市場で取引される金融デリバティブ商品（現金決済

商品と同等のものを含む。）および／または店頭市場で取引される金融デリバティブ商品（以

下「OTCデリバティブ」という。）に投資することができる。ただし、以下の要件を充足しな

ければならない。
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－　　UCITSが投資することができる商品の裏づけとなるものは、(1)から(5)に記載される商

品、金融指数、金利、外国為替または通貨であり、UCITSの約款または設立文書に記載

される投資目的に従い投資されなければならない。

－　　OTCデリバティブ取引の相手方は、慎重な監督に服し、CSSFが承認するカテゴリーに

属する機関でなければならない。

－　　OTCデリバティブは、信頼でき、かつ認証されうる日次ベースでの価格に従うものと

し、随時、UCITSの主導により、公正な価格で売却、償還または相殺取引により手仕舞

いが可能なものでなければならない。

CSSFは、とりわけ財務上のリスク、すなわちグローバル・エクスポージャー、カウンター

パーティー・リスクおよび集中によるリスクについてのリスク管理要件を詳しく定めた2011年

5月30日付CSSF通達11/512を制定している。同通達は、これに関連し、CSSFに提供すべき最低

限の情報についても概説している。

(5)　　UCITSは、短期金融商品の発行または発行者が投資家および預金の保護を目的として規制され

ている場合、規制された市場で取引されていないもので、2010年法第1条（すなわち上記(1)）

に該当しない短期金融商品に投資することができる。ただし、当該短期金融商品は以下のもの

でなければならない。

－　　中央政府、地方自治体、加盟国の中央銀行、欧州中央銀行、EUもしくは欧州投資銀

行、非加盟国、または連邦国家の場合、連邦を構成する加盟者、または一もしくは複

数の加盟国が所属する公的国際機関により発行されまたは保証される短期金融商品

－　　上記(1)に記載される規制された市場で取引される証券の発行者が発行する短期金融商

品

－　　EU法が規定する基準に従い慎重な監督に服している発行体または少なくともEU法が規

定するのと同じ程度厳格であるとCSSFが判断する慎重なルールに服し、これを遵守す

る発行体により発行または保証される短期金融商品

－　　CSSFが承認するカテゴリーに属するその他の機関により発行される短期金融商品。た

だし、当該短期金融商品への投資は、上記3つに規定するものと同程度の投資家保護に

服するものでなければならない。また、発行体は、少なくとも10,000,000ユーロの資本

および準備金を有し、第4通達78/660/EECに従い年次財務書類を公表する会社、一もし

くは複数の上場会社を有するグループ企業に属し、同グループのファイナンスに専従

する企業、または銀行の与信ラインから利益を受けている証券化のためのビークルへ

のファイナンスに専従している会社でなければならない。

(6)　　UCITSは、貴金属や貴金属を表象する証書を取得することができない。

(7)　　投資法人として組成されているUCITSは、その事業の直接的目的遂行に欠かせない動産または

不動産資産を取得することができる。

(8)　　UCITSは、流動資産を保有することもできる。
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(9)　　(a) ルクセンブルグに登録事務所を有する投資法人または管理会社（各運用UCITSに関するも

の）は、常時、ポジション・リスクおよびそれらのポートフォリオのリスク・プロフィー

ル全体への寄与度を監視・測定することを可能とするリスク管理プロセスを利用しなけれ

ばならない。UCITSはまた、OTCデリバティブの価値を正確かつ独立して評価するプロセ

スを利用しなければならない。UCITSは、CSSFが規定する詳細なルールに従い、デリバ

ティブ商品のタイプに関して、潜在的リスク、量的制限、デリバティブ商品の取引に関連

するリスクを測定するために選択された方法につき、CSSFに定期的に報告しなければなら

ない。

(b) UCITSは、譲渡性のある証券および短期金融商品に関する技法と手段をCSSFが定める条件

と制限内で用いることもできる。ただし、この技法と手段はポートフォリオの効率的運用

の目的で用いられるものとする。

(c) UCITSは、デリバティブ商品に関するグローバル・エクスポージャーが、ポートフォリオ

の純資産総額を超過しないようにしなければならない。

当該エクスポージャーは、対象資産の時価、カウンターパーティー・リスク、将来の市場

動向およびポジションの清算可能時期等を勘案して計算する。

UCITSは、その投資方針の一部として、以下の(10)(e)に規定する制限の範囲内で金融デリバ

ティブ商品に投資することができる。ただし、対象資産に対するそのエクスポージャー

は、総額で以下の(10)に規定する投資上限額を超過してはならない。UCITSが指数を基礎と

する金融デリバティブ商品に投資する場合、当該商品は(10)に規定する上限額の目的におい

て合計する必要はない。

譲渡性のある証券または短期金融商品がデリバティブ商品を内包する場合は、本項の要件

への適合については、デリバティブ商品も勘案しなければならない。

(10)　 (a) UCITSは、同一の発行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品にその資産の

10%を超えて投資することができない。

UCITSは、同一の機関にその資産の20%を超えて預金することができない。UCITSの取引の

相手方に対するOTCデリバティブ取引におけるリスクのエクスポージャーは、取引の相手

方が上記(3)に記載する信用機関の場合はその資産の10%、その他の場合は5%を超えてはな

らない。

(b) UCITSがその資産の5%を超えて投資する各発行体について、UCITSが保有する譲渡性のあ

る証券および短期金融商品の合計価額は、その資産の40%を超過してはならない。この制

限は、慎重な監督に服する金融機関への預金および当該機関とのOTCデリバティブ取引に

は適用されない。

上記(a)に記載される個別の制限にかかわらず、UCITSは、その資産の20%を超える部分が

一つの機関に投資されることになる場合は、以下のものを合計してはならない。

－当該機関により発行された譲渡性のある証券もしくは短期金融商品

－当該機関への預金、または

－当該機関について行われたOTCデリバティブ取引から生じるエクスポージャー
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(c) 上記(a)の第1文に記載される制限は、加盟国、その地方自治体、非加盟国、一または複数の

加盟国がメンバーである公的国際機関が発行または保証する譲渡性のある証券または短期

金融商品の場合は、35%を上限とすることができる。

(d) 上記(a)の第1文に記載される制限は、その登録事務所が加盟国内にある信用機関により発行

され、法律により、その債券保有者を保護するための特別な公的監督に服する一定の債券

については、25%を上限とすることができる。特に、当該債券発行により生ずる金額は、

法律に従い、当該債券の全有効期間中、債券に付随する請求をカバーできる資産であっ

て、かつ、当該発行体の破産の場合、優先的にその元本の返済および経過利息の支払いに

充てられる資産に投資されなければならない。

UCITSがその資産の5%超を第1項に記載する一つの発行体が発行する債券に投資する場

合、かかる投資の合計価額は当該UCITSの資産価額の80%を超過してはならない。

(e) 上記(c)および(d)に記載される譲渡性のある証券および短期金融商品は、(b)に記載される

40%の制限を適用する目的において考慮されなければならない。

(a)、(b)、(c)および(d)に記載される制限は、合計することができない。したがって、同一発

行体が発行する譲渡性のある証券または短期金融商品への投資、または上記(a)、(b)、(c)お

よび(d)に従って行われる当該機関への預金もしくはデリバティブ商品への投資は、合計で

当該UCITSの資産の35%を超えてはならない。

通達83/349/EECまたは公認の国際的な会計基準に従い、連結会計の目的上同一グループに

属する会社は、本項の制限の計算においては一発行体とみなされるものとする。

UCITSは、同一グループの譲渡性のある証券および短期金融商品に累積的に、その資産の

20%の制限まで投資することができる。

(11)　 以下の(15)に記載される制限に反することなく、(10)に記載する制限は、UCITSの約款または

設立文書に従って、その投資方針の目的がCSSFの承認する株式または債務証券指数の構成と

同一構成を目指すものである場合、同一発行体が発行する株式および／または債務証券への投

資については、20%まで引き上げることができる。ただし、次の条件をみたす場合に限る。

－　　指数の構成銘柄が十分分散されていること

－　　指数が関連する市場の適切なベンチマークを表示するものであること

－　　指数が適切な方法で公表されていること

この制限は、特に、特定の譲渡性のある証券または短期金融商品の比率が高い規制された市場

での例外的な市況により正当化される場合は、35%に引き上げられる。この制限までの投資

は、一発行体にのみ許される。
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(12)　 (a) (10)にかかわらず、CSSFは、UCITSに対し、リスク分散の原則に従い、その資産の100%ま

で、加盟国、その一もしくは複数の地方自治体、非加盟国または一もしくは複数のEU加盟

国が属している公的国際機関が発行または保証する、異なる種類の譲渡性のある証券およ

び短期金融商品に投資することを許可することができる。

CSSFは、(10)および(11)に記載する制限に適合するUCITSの受益者への保護と同等の保護を

当該UCITSの受益者が有すると判断する場合にのみ、当該許可を付与する。

これらのUCITSは、少なくとも6つの異なる銘柄の有価証券を保有しなければならないが、

単一の銘柄がその全資産の30%を超えてはならない。

(b) (a)に記載するUCITSは、その約款または設立文書において、その資産の35%超を投資する

予定の証券の発行者または保証者となる、国、地方自治体または公的国際機関について明

記しなければならない。

(c) さらに、(a)に記載するUCITSは、その目論見書または販売文書の中に、かかる許可に関す

る注意喚起文言を記載し、その資産の35%超を投資する予定または現に投資している証券

の発行者または保証者となる、国、地方自治体または公的国際機関を表示しなければなら

ない。

(13)　(a) UCITSは、(2)に記載するUCITSおよび／またはその他のUCIの受益証券を取得することがで

きるが、一つのUCITSまたはその他のUCIの受益証券にその資産の20%を超えて投資するこ

とはできない。

この投資制限の適用上、複数のコンパートメントを有するUCIの各コンパートメントは、

個別の発行体とみなされる。ただし、コンパートメント間の第三者に対する債務の分離原

則が確保されていなければならない。

(b) UCITS以外のUCIの受益証券への投資は、合計して、一つのUCITSの資産の30%を超えては

ならない。

UCITSがUCITSおよび／またはその他のUCIの受益証券を取得した場合、UCITSまたはその

他のUCIのそれぞれの資産は(10)記載の制限において合計する必要はない。

(c) 直接または代理人により、同一の管理会社、または共通の管理もしくは支配によりまたは

直接もしくは間接の実質的保有により管理会社と結合されているその他の会社により運用

されている他のUCITSおよび／または他のUCIの受益証券に、UCITSが投資する場合、当該

管理会社またはその他の会社は、かかる投資先UCITSおよび／またはUCIの受益証券への投

資を理由として、買付手数料または買戻手数料を課してはならない。

他のUCITSおよび／または他のUCIにその資産の相当部分を投資するUCITSは、目論見書に

おいて、当該UCITSならびに投資を予定している投資先UCITSおよび／またはUCIの両方に

課される管理報酬の上限を開示しなければならない。さらに、年次報告書において、当該

UCITSならびに投資先UCITSおよび／またはUCIの両方に課される管理報酬の上限割合を記

載しなければならない。
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(14)　 (a) 目論見書は、UCITSが投資できる資産のカテゴリーを記載し、金融デリバティブ商品の取

引ができるか否かについて言及しなければならない。この場合、かかる運用は、ヘッジ目

的でなされるのか、投資目的達成のためになされるのか、またリスク面において、金融デ

リバティブ商品の使用により起こりうる結果について、明確に記載しなければならない。

(b) UCITSが、主として、譲渡性のある証券および短期金融商品以外の上記(1)ないし(8)に記載

されるカテゴリーの資産に投資し、または(11)に従って、株式または債務証券指数に追随す

る投資を行う場合、目論見書および必要な場合は販売文書に、その投資方針に注意を喚起

する明確な説明を記載しなければならない。

(c) UCITSの純資産価格が、その資産構成または使用される資産運用技法のため、大きく変動

する見込みがある場合、目論見書および必要な場合は販売文書において、当該UCITSの特

徴につき注意を喚起する明確な説明を記載しなければならない。

(d) 投資家の要請があった場合、管理会社は、UCITSのリスク管理に適用される量的制限、こ

のために選択された方法、および当該カテゴリーの商品の主なリスクおよび利回りについ

ての直近の変化に関し、追加情報を提供しなければならない。

(15)　(a) 投資法人または運用するすべての契約型投資信託に関し行為する管理会社で、2010年法パー

トIまたは通達2009/65/ECに該当するものは、発行体の経営に重大な影響を行使しうるよう

な議決権付株式を取得してはならない。

(b) さらに、UCITSは、以下を超えるものを取得してはならない。

(i)　同一発行体の議決権のない株式の10%

(ii)　同一発行体の債務証券の10%

(iii)　（2010年法第2条第2項の意味の範囲の）同一UCITSまたはその他のUCIの受益証券の

25%

(iv)　一発行体の短期金融商品の10%

上記(ii)ないし(iv)の制限は、取得時において、債券もしくは短期金融商品の合計額または

発行済当該商品の純額が計算できない場合は、これを無視することができる。

(c) 上記(a)および(b)は以下については適用されない。

1)　 加盟国またはその地方自治体が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融

商品

2)　 非加盟国が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商品

3)　 一または複数のEU加盟国がメンバーである公的国際機関が発行する譲渡性のある証券

および短期金融商品
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4)　 EU非加盟国で設立された会社の資本における株式で、UCITSがその資産を主として当

該国に登録事務所を有する発行体の証券に投資するため保有するもの。ただし、当該

国の法令により、かかる保有がUCITSによる当該国の発行体の証券に対する唯一の投

資方法である場合に限る。ただし、この例外は、その投資方針において、EU非加盟

国の会社が、上記(10)、(13)ならびに(15)(a)および(b)に記載する制限に適合する場合

にのみ適用される。(10)および(13)の制限を超過した場合は、(16)が準用される。

5)　 子会社の資本における株式で一または複数の投資法人が保有するもの。ただし、当該

子会社は、かかる投資法人のためにのみ、子会社が設立された国における運用、助

言、もしくは販売等の業務、または受益者の要請に応じた買戻しに関する業務のみを

行うものでなければならない。

(16)　 (a) UCITSは、その資産の一部を構成する譲渡性のある証券または短期金融商品に付随する引

受権の行使にあたり、本書1.3. A)の制限に適合する必要はない。

リスク分散の原則の遵守の確保に当たっては、新しく認可されたUCITSには、認可を受け

た日から6か月間は(10)、(11)、(12)および(13)は適用されない。

(b) 上記(a)の制限がUCITSのコントロールを超えた理由または引受権の行使により超過した場

合、UCITSは、受益者の利益を十分考慮して、売却取引において、かかる状況の是正を優

先的に行わなければならない。

(17)　 (a) 投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは保管受託銀行は、借入れをしてはな

らない。ただし、UCITSは、バック・ツー・バック・ローンにより、外国通貨を取得する

ことができる。

(b) (a)にかかわらず、

1)　UCITSは、借入れが一時的であり、かつ投資法人の場合はその資産の10%までを表象す

る場合は当該10%までを、またはFCPの場合はそのファンド価額の10%までを表象する

場合は当該10%までを借入れをすることができる。

2)　投資法人の場合、借入れがその事業に直接的に重要である不動産の取得を可能にする

ためのものである場合、その資産の10%まで借入れをすることができる。

UCITSが、1)および2)に基づき借入れを承認される場合、当該借入れは、合計でそのUCITS

の資産の15%を超過してはならない。

(18)　 (a) 上記(1)ないし(9)の適用を害することなく、投資法人またはFCPのために行為する管理会社

もしくは保管受託銀行は、貸付けを行うか、または第三者の保証人となってはならない。

(b) (a)は、当該投資法人、管理会社または保管受託銀行が、(2)、(4)および(5)に記載される譲渡

性のある証券、短期金融商品またはその他の金融商品であって一部払込未了のものを取得

することを妨げるものではない。

(19)　 投資法人またはFCPのために行為する管理会社もしくは保管受託銀行は、(2)、(4)および(5)に

記載される譲渡性のある証券、短期金融商品またはその他の金融商品について、空売りを行っ

てはならない。
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2002年法の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規則は、一定の定義の明確化に関する通達

およびUCITSの投資対象としての適格資産に関する2007年3月付CESRガイドラインを実施す

る、2007年3月19日付EU通達2007/16/ECを、ルクセンブルグにおいて実施している。

2008年2月19日に、CSSFは、大公規則を参照してかかる2002年法の一定の定義に関する2008年

2月8日付大公規則の条文を明確化する通達08/339（以下「通達08/339」という。）を出した。

通達08/339は、2002年法の関連規定（2010年法の対応する規定により取って代えられる。）の

意味の範囲内で、かつ2002年法の一定の定義に関する2008年2月8日付大公規則の規定に従って

特定の金融商品を投資適格資産に該当するか否かを評価するに当たり、UCITSがこれらのガイ

ドラインを考慮しなければならない旨を定めている。通達08/339は、2008年11月26日にCSSFに

より出された通達08/380により改正された。

2008年6月4日に、CSSFは、特定の証券貸借取引においてUCITSが利用することのできる技法

と商品の詳細について示したCSSF通達08/356を出した。

通達08/356は、特に、現金担保を再投資する認可担保や認可資産を一新している。当該通達

08/356は、UCITSのカウンターパーティー・リスクが法的制限を超えないようにするために現

金担保の再投資によって取得された担保および資産をどのように保管すべきかを定めている。

当該通達は、証券貸借取引によってUCITSのポートフォリオ運用業務、償還義務およびコーポ

レート・ガバナンスの原則の遵守を損なってはならない旨を再言している。さらに、当該通達

は目論見書と財務報告書に記載すべき情報について定めている。

通達2009/65/ECを実施する2010年法は、マスター／フィーダー構造（B）の設定可能性だけで

なくUCITS（A）の合併に関するルクセンブルグ法の特定の規定も導入している。

A.　2010年法は、それぞれの法的形態にかかわらず、UCITS（またはそのサブ・ファンド）の

国境を越える合併または国内の合併に関連して新しい規則を定めている。これらの規定

は、UCITSのみに適用され、その他の種類のUCIには適用されない。2010年法に従い、

CSSFは、2010年法の特定の規定を明確化したCSSF規則10-05を採用している。

B.　UCITSフィーダー・ファンドとは、その資産の少なくとも85%を別のUCITS（以下「マス

ター」という。）に投資するUCITSであると定義される。残りの15%は、以下のように保

有することができる。

－　補助的な流動資産（2010年法第41条第2項に定義される。）

－　金融デリバティブ商品（ヘッジ目的でのみ利用できる。）

－　事業を行う上で必須の動産または不動産
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B)　パートIIファンド／UCI

パートIファンドに該当しないルクセンブルグ投資信託に適用される制限は、CSSF規則によって、

FCPについては2010年法第91条第1項に従い、SICAV については2010年法第96条第1項に従い決定され

得る。

（注）かかる規則は未だ出されていない。

IML通達91/75は、パートIIファンドについて一般的な投資制限を規定している。

パートIIファンドに課されている投資制限の目的は、投資対象が十分に流動的かつ分散されているこ

とを確保することである。限定的な例外はあるものの、パートIIファンドは原則として、

a)　　証券取引所に上場されておらず、また定期的に営業し、かつ公認および公開されている別の規

制市場でも取り扱われていない証券には、その純資産の10%を超えて投資できず、

b)　　同じ発行体から発行された同じ種類の証券を10%を超えて取得することはできず、

c)　　同じ発行体から発行された証券に、ファンドの純資産の10%を超えて投資することはできな

い。

上記の制限は、OECD加盟国もしくはその地方自治体、または地域もしくは世界を範囲とするECの公

的国際機関により発行または保証されている証券には適用されない。

上記a)、b)およびc)の制限は、当該UCIがパートIIファンドに適用されるものと同等のリスク分散化要

件に従っていない場合は、オープン・エンド型UCIの受益証券の購入にも適用される。

上記にかかわらず、規則については、ケース・バイ・ケースでCSSFとともに協議することができ

る。

 

1.4.　　 管理会社

パートIIファンドのみを運用するすべての管理会社には、2010年法第16章が適用される。

パートIファンドを運用するルクセンブルグの管理会社には、2010年法第15章が適用される（以下を参照

のこと。）。

1.4.1.　　2010年法第16章に従う管理会社

同法第125条および第126条は、第16章に基づき存続する管理会社が充足すべき以下の要件を定めている。

(1)　管理会社の業務の開始にはCSSFの事前の認可が必要となる。

管理会社は、公開有限責任会社、非公開有限責任会社、共同会社、公開有限責任会社として設立され

た共同会社または有限責任パートナーシップとして設立されなければならない。当該会社の資本は、

記名式株式でなければならない。
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認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに記入される。かかる登録は認可を意味し、CSSFは

当該管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の申請は、管理会社の設

立より前にCSSFに対しなされなければならない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にの

み実行可能である。かかるリストおよびこれに加えられる修正は、CSSFによりメモリアルにおいて

公告される。

管理会社は、UCIの運用以外の活動に従事してはならない（ただし、付随的な性質の自らの資産の運

用のみは行うことができる）。当該投資信託の少なくとも一つはルクセンブルグ法に従うUCIでなけ

ればならないと解される。

当該管理会社の本店および登録事務所は、ルクセンブルグに所在しなければならない。

2010年法第16章の規定に服する管理会社は、事業のより効率的な運営のため、自らの業務のいくつか

をかかる管理会社を代理して遂行する権限を、第三者に委託することができる。この場合、以下の前

提条件に適合しなければならない。

a)　管理会社はCSSFに対し適切な方法で通知しなければならない。

b)　当該権限付与は、管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならず、特に、管理会社

が投資家の最善の利益のために、管理会社が行為し、UCIが運用されることを妨げてはならな

い。

c)　当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の目的において認可を

得ているかまたは登録されており、かつ慎重な監督に服している事業体にのみ付与される。

d)　当該権限付与が投資運用に関するものであり、かつ、これが国外の事業体に付与される場合、

CSSFと当該国の監督機関の協力関係が確保されなければならない。

e)　投資運用の中核的業務に関わる権限は、保管受託銀行に付与されてはならない。

2011年1月1日より前に設立され、それにより2010年法第16章に従うことになった管理会社は、2012年

1月1日まで、上記の前提条件を遵守しなければならない。

(2)　CSSFは以下の条件で管理会社に認可を付与する。

a)　申請会社は、その事業を効率的に行い、債務を弁済するに足る、処分可能な十分な財務上の資源

を有していなければならない。特に、払込済資本金として、125,000ユーロの最低資本金を有して

いなければならない。かかる最低金額は、CSSF規則により最大で625,000ユーロまで引き上げる

ことができる。

（注）現在はかかる規則は存在しない。

b)　上記a)に記載される資本金は、管理会社の永続的な処分により維持され、管理会社の利益のため

に投資される。

c)　2010年法第129条第5項に該当する、管理会社の取締役は、良好な評価を十分に得ており、その義

務の遂行に必要なプロフェッショナルとしての経験を有していなければならない。

d)　管理会社の参照投資主またはメンバーの身元情報がCSSFに提供されなければならない。

e)　認可申請書に管理会社の組織構成が記載されなければならない。
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(3)　完全な申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連絡し

なければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。

(4)　管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。

当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可申請

を検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包

括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととなる。

(5)　CSSFは、以下の場合、2010年法第16章に従い、管理会社に付与した認可を撤回することがある。

a)　管理会社が12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月を

超えて2010年法第16章に定められる活動を中止する場合。

b)　虚偽の申述によりまたはその他の不正な手段により認可を取得した場合。

c)　認可が付与された条件を満たさなくなった場合。

d)　2010年法に従って採用された規定に重大かつ／または組織的に違反した場合。

e)　2010年法が認可の撤回事由として定めるその他の場合に該当する場合。

(6)　管理会社は、自らのために、運用するUCIの資産を使用してはならない。

(7)　運用するUCIの資産は、管理会社が支払不能となった場合、管理会社の財産の一部とはならない。か

かる資産は、管理会社の債権者による請求の対象とならない。

(8)　管理会社の認可は、その年次財務書類の監査をプロフェッショナルとしての適切な専門経験を有する

ことを証明できる一または複数の承認された法定監査人に委ねることが条件とされる。承認された法

定監査人の変更は事前にCSSFの承認を得なければならない。

(9)　管理会社の任意清算の場合、清算人は、CSSFから承認を受けなければならない。清算人は、誠実さ

についてのあらゆる保証および専門技術を提供しなければならない。

1.4.2.　　2010年法第15章に従う管理会社

同法第101条ないし第124条は、2010年法第15章に従う管理会社に適用される以下の規則および要件を定め

ている。

ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社が業務を行うための条件

(1)　2010年法第15章の意味においてルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社の業務の開始は、

CSSFの事前の認可に服する。2010年法に基づき管理会社に付与された認可は、すべての加盟国に対

し有効である。

管理会社は、公開有限責任会社、非公開有限責任会社、共同会社、公開有限責任会社として設立され

た共同会社、または有限責任パートナーシップとして設立されなければならない。当該会社の資本

は、記名式株式でなければならない。

認可を受けた管理会社は、CSSFによってリストに記入される。かかる登録は認可を意味し、CSSFは

当該管理会社に対し、かかる登録がなされた旨を通知する。リストへの登録の申請は、管理会社の設

立より前にCSSFに対しなされなければならない。管理会社の設立は、CSSFによる認可の通知後にの

み実行可能である。かかるリストおよびこれに加えられる修正は、メモリアルにおいて公告される。
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(2)　管理会社は、通達2009/65/ECに従い認可されるUCITSの運用以外の活動に従事してはならない。ただ

し、当該通達に定められていないその他のUCIの運用であって、そのため管理会社が慎重な監督に服

す場合はこの限りでない。ただし、当該受益証券は、通達2009/65/ECの下でその他の加盟国において

販売することはできない。

UCITSの運用のための活動は、2010年法別表IIに列挙されている業務を含む。

（注）当該リストには、投資運用、ファンドの管理事務および販売業務が含まれている。

(3)　上記(2)とは別に、管理会社には、以下の業務を提供することも認められている。

(a)　投資家の権限付与に従い、顧客毎に一任ベースで行う投資ポートフォリオの運用（年金基金が保

有するものも含む。）

(b)　付随的業務としての、投資顧問業務およびUCIの受益証券に関する保管および管理事務業務

管理会社は、2010年法第15章に基づき本段落に記載された業務のみの提供または(a)の業務を認可さ

れることなく付随的業務のみの提供を認可されることはない。

(4)　1993年法第1-1条、第37-1条および第37-3条は、管理会社による上記(3)の業務提供に準用される。

(5)　CSSFは、以下の条件が満たされない限り管理会社を認可しない。

(a)　管理会社は、以下の点を考慮し、少なくとも125,000ユーロの当初資本金を有さなければならな

い。

－　　管理会社のポートフォリオが250,000,000ユーロを超える場合、管理会社は、自己資本を追

加しなければならない。追加額は、管理会社のポートフォリオのうち250,000,000ユーロ超

過額の0.02%とする。当初資本金と追加額の合計は10,000,000ユーロを超過しないものとす

る。

－　　本項のため、以下のポートフォリオは管理会社のポートフォリオとみなされる。

(i)　管理会社が運用するFCP（管理会社が運用権限を委託したかかるFCPのポートフォリ

オを含むが、委託を受けて運用するポートフォリオを除く。）

(ii)　管理会社が指定管理会社とされた投資法人

(iii)　管理会社が運用するUCI（管理会社が運用権限を委託したかかるUCIのポートフォリ

オを含むが、委託を受けて運用するポートフォリオを除く。）

－　　これらの要件とされる金額にかかわらず、管理会社の自己資産は、通達2006/49/EC第21条

に規定される金額を下回ってはならない。

管理会社は、信用機関または保険機関から上記追加額と同額の保証を受ける場合は、当該自己資

本の追加額の50%まで追加することができない。信用機関または保険機関は、加盟国またはCSSF

がEU法の規定と同等に慎重と判断する規定に服する非加盟国に登録事務所を有しなければなら

ない。

(b)　(5)(a)に記載される資本金は、管理会社により永久に自由に処分可能な方法で維持され、管理会

社の利益のために投資される。
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(c)　管理会社の業務を効果的に遂行する者は、十分に良好なレピュテーションを有し、管理会社が運

用するUCITSに関し十分な経験を有する者でなければならない。そのため、これらの者およびす

べての後継者の身元情報は、CSSFに直ちに報告されなければならない。管理会社の事業の遂行

は、これらの条件を充たす少なくとも2名により決定されなければならない。

(d)　認可の申請は、管理会社の組織構造等を記載した運営計画を添付しなければならない。

(e)　本店と登録事務所は双方ともルクセンブルグに所在しなければならない。

(f)　取締役は、当該UCITSまたはUCIの種類に関して、2010年法第129条第5項の規定する意味におい

て、十分な評価を得ており、かつ、十分な経験を有する者でなければならない。

(6)　さらに、管理会社と他の自然人または法人との間に何らかの親密な関係がある場合、CSSFは、当該

関係が効果的な監督権限の行使を妨げない場合にのみ認可する。

CSSFは、また、管理会社が親密な関係を有する一もしくは複数の自然人もしくは法人が服する非加

盟国の法令もしくは行政規定またはこれらの施行に伴う困難により、その監督権限を効果的に行使す

ることが妨げられる場合は、認可を付与しない。

CSSFは、管理会社に対して、本項に記載する条件の遵守につき監視するため、必要な情報の提供を

継続的に求める。

(7)　記入済みの申請書が提出されてから6か月以内に、申請者に対し、認可が付与されたか否かにつき連

絡しなければならない。認可が付与されない場合は、その理由を示さなければならない。

(8)　管理会社は、認可付与後直ちに業務を開始することができる。

当該認可の付与により、管理会社の経営陣、取締役会および監査役会の構成員は、CSSFが認可申請

を検討する際に根拠とした重要な情報に関する一切の変更について、自発的に、完全で、明確かつ包

括的な方法により書面にてCSSFに通知を行う義務を負うこととなる。

(9)　CSSFは、管理会社が以下のいずれかに該当する場合に限り、2010年法第15章に従い、当該管理会社

に付与した認可を取り消すことができる。

(a)　12か月以内に認可を利用しない場合、明示的に認可を放棄する場合、または6か月以上活動を中

止する場合。

(b)　虚偽の申述またはその他の不正な手段により認可を取得した場合。

(c)　認可が付与された条件を満たさなくなった場合。

(d)　認可が上記(3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務を含む場合、通達2006/49/ECの変更

の結果、1993年法に適合しなくなった場合。

(e)　2010年法または同法に従って採用された規定に重大かつ組織的に違反した場合。

(f)　2010年法が認可の撤回事由として定める場合に該当する場合。

管理会社が、（2010年法第116条に従い）集団的ポートフォリオ運用活動をクロス・ボーダーベース

で行う場合、CSSFは、管理会社の認可を撤回する前に、UCITS所在加盟国の監督当局と協議する。
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(10) CSSFは、一定の適格保有または保有額を有する、管理会社の投資主またはメンバー（直接か間接

か、自然人か法人かを問わない。）の身元情報が提供されるまで、管理会社の業務を行うための認可

を付与しない。管理会社における一定の保有は、1993年法第18条に基づく投資会社に適用されるもの

と同様の規定に服する。

CSSFは、管理会社の健全で慎重な運用の必要性を勘案し、上記の投資主またはメンバーの適格性が

充たされないと判断する場合、認可を付与しない。

(11) 管理会社の認可は、その年次財務書類の監査をプロフェッショナルとしての適切な経験を有すること

が証明できる一または複数の承認された法定監査人に委ねることが条件とされる。

承認された法定監査人の変更は、事前にCSSFの承認を得なければならない。

ルクセンブルグに登録事務所を有する管理会社に適用される運用条件

(12) 管理会社は、常に上記(1)ないし(6)に記載される条件に適合しなければならない。管理会社の自己資

本は(5)(a)に特定されるレベルを下回ってはならない。しかし、その事態が生じ、正当な事由がある

場合、CSSFは、かかる管理会社に対し一定の期間でかかる事態を是正するか、または活動を停止す

ることを認めることができる。

(13) 管理会社が運用するUCITSの性格に関し、またUCITSの管理行為につき常に遵守すべき慎重な規則の

遂行にあたり、通達2009/65/ECに従い、管理会社は、以下を義務づけられる。

(a)　健全な運用上および会計上の手続、電子データ処理の制御および保護の整備ならびに適切な内部

運用メカニズム（特に、当該管理会社の従業員の個人取引や、自己の資金の投資のための金融商

品の保有または運用に関する規則を含む。）を有すること。少なくとも、UCITSに係る各取引が

その源泉、当事者、性質および取引が実行された日時・場所に従い再構築が可能であること、な

らびに管理会社が運用するUCITSの資産が約款または設立文書および現行法の規定に従い投資さ

れていることを確保するものとする。

(b)　管理会社と顧客、顧客間、顧客とUCITSまたはUCITS間の利益の相反により害されるUCITSまた

は顧客の利益に対するリスクを最小化するように組織化され、構成されなければならない。

(14) (3)(a)に記載される一任ポートフォリオ運用業務の認可を受けている管理会社は、

－　顧客からの事前の包括的許可がない場合、投資家の全部または一部のポートフォリオを自身が運

用するUCITSの受益証券に投資してはならない。

－　(3)の業務に関し、1993年法に基づく投資家補償スキームに関する通達97/9/ECを施行する2000年7

月27日法の規定に服する。
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(15) 管理会社は、事業のより効率的な遂行のため、管理会社を代理してその一または複数の業務を遂行す

る権限を第三者に委託することができる。この場合、以下の条件のすべてが充足されなければならな

い。

a)　管理会社は、上記を適切に報告しなければならず、CSSFは、UCITS所在加盟国の監督当局に対

し、情報を遅滞なく送信しなければならない。

b)　当該権限付与が管理会社に対する適切な監督を妨げるものであってはならない。特に、投資家の

最善の利益のために管理会社が活動し、UCITSが運用されることを妨げてはならない。

c)　当該委託が投資運用に関するものである場合、当該権限付与は、資産運用の認可を得ているかま

たは登録されており、かつ慎重な監督に服する者のみに付与され、当該委託は、管理会社が定期

的に設定する投資割当基準に適合しなければならない。

d)　当該権限付与が投資運用に関するものであり国外の者に付与される場合、CSSFおよび当該国の監

督当局の協力関係が確保されなければならない。

e)　投資運用の中核的業務に関する権限は、保管受託銀行または受益者もしくは管理会社の利益と相

反するその他の者に付与してはならない。

f)　管理会社の事業活動を行う者が、権限付与された者の活動を常に効果的に監督することができる

方策が存在しなければならない。

g)　当該権限付与は、管理会社の事業活動を行う者が、権限が委託された者に常に追加的指示を付与

し、または投資家の利益にかなう場合は直ちに当該権限付与を取り消すことができるものでなけ

ればならない。

h)　委託される権限の性格を勘案し、権限が委託される者は、当該権限を遂行する資格と能力を有す

る者でなければならない。

i)　 UCITSの目論見書に、管理会社が委託した権限を列挙しなければならない。

管理会社および保管受託銀行の責任は、管理会社が第三者に権限を委託したことにより影響を受

けることはない。管理会社は、自らが単なる連絡機能のみを有することとなるような形の権限の

委託をすることはしないものとする。

(16) 事業活動の遂行に際し、2010年法第15章の認可を受けた管理会社は、常に行為規範により、以下を行

う。

(a)　事業活動の遂行に際し、管理会社が運用するUCITSの最善の利益および市場の信頼性のため、正

直かつ公正に行為しなければならない。

(b)　管理会社が運用するUCITSの最善の利益および市場の信頼性のため、正当な技量、配慮および注

意をもって行為しなければならない。

(c)　事業活動の適切な遂行に必要なリソースと手続を保有し、効率的に使用しなければならない。

(d)　利益相反の回避に努め、それができない場合は、管理会社が運用するUCITSが確実に公正に取り

扱われるようにしなければならない。

(e)　その事業活動の遂行に適用されるすべての規制上の義務を遵守し、投資家の最善の利益および市

場の信頼性を促進しなければならない。
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(17) 管理会社は、管理会社が投資家の苦情に適切に対応することを確保し、かつ、管理会社が他の加盟国

において設定されたUCITSを運用する場合、投資家によるその権利の行使に規制がないことを確保す

るため、2010年法第53条に従い措置を講じ、かつ適切な手続および取決めを設定するものとする。か

かる措置により、投資家は、加盟国の複数の公用語または公用語のうちのいずれかにより苦情を提出

することが認められなければならない。

管理会社は、UCITS所在加盟国の公的または監督当局の要求に応じて情報を提供することができるよ

う、適切な手続および取決めを設定するものとする。

設立の権利および業務提供の自由

(18) 2010年法第15章に従い認可された管理会社が、その他の活動または業務を行うことを提案することな

く、2010年法別表IIに定めるとおり自らが運用するUCITSの受益証券を支店を設置せずにUCITS所在

加盟国以外の加盟国において販売することのみを提案する場合、当該販売は、2010年法第6章の要件

のみに従うものとする。

(19) 通達2009/65/ECに従い、他の加盟国の監督当局により認可された管理会社は、支店の設置によるかま

たは業務提供の自由に基づき、ルクセンブルグで、当該認可された活動を行うことができる。2010年

法はかかる活動をルクセンブルグで行うための手続および条件を定めている。

(20) 2010年法第15章に従い認可された管理会社は、支店の設置によるかまたは業務提供の自由に基づき、

他の加盟国の領域内で、認可された活動を行うことができる。2010年法はかかる活動を他の加盟国で

行うための手続および条件を定めている。

UCITS管理会社に適用される制度は、最初に2003年7月30日付CSSF通達03/108により強化された。かかる

通達の目的はUCITS管理会社に適用される規定および要件を明確にすることであった。同通達では、管理

会社が事業を開始するためには事前にCSSFの認可を必要とすることを確認している。また、以下は同通

達の主要な点をまとめたものである。

－　業務プログラムはCSSFに提出されなければならない。

－　人的資源について、管理会社は原則として常勤職員を雇用しなければならない。ただし、CSSFによ

り認められる特例として、職員は他の機関から出向または派遣することが可能である。また、業務

は、個々に評判および経験に関する要件を満たす少なくとも2名の者が遂行しなければならない。

－　管理会社の業務を遂行する2名の者について、2名の内の1名はルクセンブルグを本拠としなければな

らない。管理会社が一任顧客ベースでポートフォリオの運用業務を行っている場合、業務を遂行する

2名の者がルクセンブルグを本拠としなければならない。また、かかる2名のいずれも、管理会社が管

理会社を務めるUCITSの保管銀行の従業員であってはならない。2名は、業務契約により管理会社の

従業員になるかまたは管理会社と関連性を有することができる。

－　通達では、職員数は管理会社の業務と、多分に管理会社が自らその権限を遂行するか委任を通じその

権限を遂行するかに依拠すると示唆している。通達の結論として、必要最少職員は、管理会社の業務

を遂行するため任命される2名になると思われる。
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－　通達では、管理会社がその権限の一部の委任を認められるため充足するべき条件、管理会社の職員お

よび特に業務遂行の責任を負う2名が、管理会社から権限を委任された者を監視するためのシステム

およびアレンジならびにかかる2名が権限の委任先が実行する業務を監督するため受領するべき報告

書の種類が詳細に記載されている。管理会社の業務を遂行する者は常にUCITSに関する会計書類をリ

アルタイムでまたは簡易な請求手続で入手できなければならない。

－　投資運用権限の保管銀行に対する委託は禁止されているが、EU非加盟国の企業が当該EU非加盟国に

おいて慎重な監督に服している場合にのみ、かかる投資運用権限をかかる企業に対し委託することが

できる。

－　通達は、付属書類として、四半期毎に作成の上CSSFに提出するべき6種の別表を含んでいる。提供さ

れる情報は、管理会社の財政状態および管理会社の業務に関係するものである。

さらに、2010年法の効力発生後、CSSFは、2010年法第15章に従うルクセンブルグの管理会社およ

2010年法第27条の意味の範囲の管理会社（いわゆる「自己管理型投資法人」）に指定されていない投

資法人に適用される新たな規定に関するCSSF通達11/508を発行した。同通達の目的は、2010年法の効

力発生後にUCITS管理会社および自己管理型投資法人が遵守するべき新たな要件につき詳細に説明す

ることである。主な変更点は以下の領域を含んでいる。

－　設立要件

－　利益相反

－　行為規範

－　リスク管理

同通達に定められる新たな要件は、2011年7月1日より、UCITS管理会社および自己管理型投資法人に

適用される。
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2.　　　2010年法に従うルクセンブルグのUCITSまたはUCIに関する追加的な法律上および規制上の規定

 

2.1.　　設立および運営に関する法律および法令

2.1.1.　1915年法

商事会社に関する1915年8月10日法（改正済）は、 FCPの管理会社、および（2010年法により明示的に適

用除外されていない限り）SICAV の形態をとるか公開有限責任会社（société anonyme）の形態をとるかに

かかわらず投資法人に対して適用される。

以下 は、公開有限責任会社の形態をとった場合に関する説明であるが、SICAV にも一定の範囲で適用さ

れる。

2.1.1.1.　会社設立の要件（1915年法第26条）

最低1名の投資主が存在すること。

公開有限責任会社の資本金の最低額は30,986.7ユーロ相当額である。

2.1.1.2.　規約の必要的記載事項（1915年法第27条）

規約には、以下の事項の記載が必要とされる。

(i)　　設立者の身元

(ii)　　会社の形態および名称

(iii)　　本店の所在地

(iv)　　会社の目的

(v)　　発行済資本および授権資本（もしあれば）の額

(vi)　　発行時に払込済の額

(vii)　発行済資本および授権資本を構成する株式の種類の記載

(viii)　記名式または無記名式の株式の形態および転換権（もしあれば）に対する制限規定

(ix)　　現金払込み以外の方法による出資の内容および条件、ならびに出資者の氏名

（注） 1915年法に対する最近の改正は、規制市場で取引されている適格な譲渡性のある有価証券および短期

金融商品による出資の場合は、承認された法定監査人の報告書の必要なく現物出資による増資を認め

ている。しかし、実務上、CSSFは、投資信託については、かかる報告書を依然として要求している。

(x)　　発起人に認められている特定の権利または特権の内容およびその理由

(xi)　　資本の一部を構成しない株式（もしあれば）に関する記載

(xii)　 取締役および承認された法定監査人の選任に関する規約が法の効力を制限する場合、その規約およ

びかかる者の権限の記載

(xiii)　会社の存続期間

(xiv)　 会社が負担する、または会社の設立に際しもしくは設立に伴って支払責任が生じる費用および報

酬（その種類を問わない。）の見積

2.1.1.3.　公募により設立される会社に対する追加要件（1915年法第29条）

会社が募集によって設立される場合、以下の追加要件が適用される。

(i)　　設立規約案を公正証書の形式で作成し、これを官報「メモリアル」に公告すること
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(ii)　　応募者は、会社設立のための設立規約案の公告から3か月以内に開催される定時総会に招集される

こと

2.1.1.4.　発起人および取締役の責任（1915年法第31条および第32条の1）

発起人および増資の場合における取締役は、有効に引き受けられなかった部分または25%に達しなかった

部分の会社資本の払込み、および会社が当該法律1915年法の該当条項に記載されたいずれかの理由によっ

て適法に設立されなかった結果として応募者が蒙る一切の損害につき、それに反する定めがあったとして

も、応募者に対し連帯して責任を負う。

2.1.2.　　関連するその他の規制

－　2011年7月1日時点での欧州のマネー・マーケット・ファンドに共通の定義に関する2010年5月19日付

CESRガイドライン10-049

－　設立要件、利益相反、業務遂行、リスク管理ならびに保管受託銀行および管理会社との契約の内容に

ついての通達2009/65/ECを実施する2010年7月1日付委員会通達2010/43/EUを置き換える2010年12月22

日付CSSF規則No.10-4

－　ファンドの合併、マスター・フィーダー構造および通知手続に係る特定の規定についての通達

2009/65/ECを実施する2010年7月1日付委員会通達2010/44/EUを置き換える2010年12月22日付CSSF規則

No.10-5

－　他のEU加盟国においてその受益証券の販売を希望しているルクセンブルグ法に従うUCITSおよびル

クセンブルグにおいてその受益証券の販売を希望している他のEU加盟国のUCITSが踏むべき新たな

通知手続に関連する2011年4月15日付CSSF通達11/509

2.1.3.　　ルクセンブルグにおける投資信託の認可・登録および監督

2010年法第129条および第130条は、ルクセンブルグ内で活動するすべてのファンドの認可・登録に関する

要件を規定している。

(i)　　次の投資信託はルクセンブルグのCSSFから正式な認可を受けることを要する。

－　ルクセンブルグの投資信託は、設立または設定の日から1か月以内に認可を受けること。

－　EU加盟国以外の国の法律に基づいて設立・設定されまたは運営されている投資信託、および

他のEU加盟国で設立・設定された投資信託ではあるが譲渡性のある証券を投資対象とする投

資信託（UCITS）でないものについては、その証券がルクセンブルグ大公国内またはルクセン

ブルグ大公国から外国に向けて募集または販売される場合には、当該募集または販売を行う

以前に認可を受けること。

(ii)　　認可を受けたUCIは、CSSFによってリストに記入される。かかる登録は認可を意味する。

(iii)　　ルクセンブルグ法、規則およびCSSFの通達の条項を遵守していない投資信託は、認可を拒否また

は登録を取り消されることがある。CSSFのかかる決定に対し不服がある場合には、行政裁判所

（tribunal administratif）に不服申立をすることができ、かかる裁判所が当該申立の実体を審理す

る。ただし、不服申立がなされた場合も決定の効力は停止されない。当該申立は、争われている

決定の通知日から1か月以内になされなければならず、これが満たされない場合は申立ができな

い。登録の取消の決定が効力を発生した場合、ルクセンブルグの地方裁判所は、検察官または

CSSFの要請に基づき、該当するルクセンブルグのUCIの解散および清算を決定する。
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1945年10月17日大公規則は銀行監督官の職を創立したが、1983年5月20日法によって設置された金融庁

（Institut Monétaire Luxembourgeois）（IML）に取って代わられた。IMLは、1998年4月22日法によりルク

センブルグ中央銀行に名称変更され、また1998年12月23日法により、投資信託を規制し監督する権限は、

金融監督委員会（CSSF）に移管された。

CSSFの権限と義務は、2010年法第133条に定められている。

2010年法第150条は投資信託による目論見書、年次報告書および半期報告書の公表義務を定義している。

2010年法の第159条は、パートIファンドが、簡潔、かつ、専門的でない用語により記載された主要投資家

情報文書を公表する義務も規定している。

2011年1月1日より前に設立されたUCITSおよび2011年1月1日から2011年7月1日の間に設立されたUCITS

で、2002年法に従うことを選択したものは、2012年7月1日までに、2002年法第109条以下に基づき作成さ

れた簡易目論見書を、2010年法第159条に言及される主要投資家情報に変更しなければならない。

2010年法は、さらに以下の公表義務を定めている。

－　 投資法人および管理会社は、自己が運用している各FCPのために、その目論見書および主要投資家情

報文書
（注）

ならびにそれらの変更、ならびに年次報告書および半期報告書をCSSFに送付しなけれ

ばならない。

－　主要投資家情報文書は、投資家がUCITSの受益証券の申込みを行う前に、無償で投資家に提供されな

ければならない。

さらに、目論見書および直近の公表されている年次報告書および半期報告書が、請求により無償で

投資家に提供されなければならない。

－　 投資家は、年次報告書および半期報告書を、目論見書および主要投資家情報に記載された方法によ

り入手できる。

－　年次報告書および半期報告書は、請求により投資家に無償で提供される。

－　 監査済年次報告書ならびに監査済または未監査の半期報告書は、当該期間終了以降、4か月および2

か月以内に公表されなければならない。

（注）簡易目論見書を主要投資家情報文書に変更していないUCITSについては、本項における主要投資家

情報文書への言及は、簡易目論見書への言及と解釈する必要がある。

2.1.4.　　2010年法によるその他の要件

(i)　公募または販売の承認

2010年法第129条第1項は、すべてのルクセンブルグのファンドが活動を行うためにはCSSFの認可を

受けなければならない旨規定している。

(ii)　設立文書の事前承認

2010年法第129条第2項は、CSSFが設立文書または約款および保管受託銀行の選定を承認した場合に

のみファンドが認可される旨規定している。

2010年法に従うUCITSは、前項に定める条件のほか、以下の条件を満たさない限り、CSSFにより認

可されないものとする。
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a)　 FCPは、当該FCPを運用するための管理会社の申請書をCSSFが承認した場合に限り認可されるも

のとする。管理会社を指定した投資法人は、当該投資法人を運用するために指定された管理会

社の申請書をCSSFが承認した場合に限り認可されるものとする。

b)　 上記a)を損なうことなく、ルクセンブルグにおいて設立されたUCITSが通達2009/65/ECに従う管

理会社により運用され、通達2009/65/ECに基づき他の加盟国の管轄当局により認可されている

場合、CSSFは、2010年法第123条に従い、当該UCITSを運用するための管理会社の申請書につ

いて決定するものとする。

2010年法第129条第4項に基づき、CSSFは、以下の場合、2010年法第2条の範囲内においてUCITSの認

可を拒否することがある。

a)　投資法人が2010年法第3章に定める前提条件を遵守していないことを立証した場合

b)　管理会社が2010年法第15章に基づきUCITSを運用することを認可されていない場合

c)　管理会社がその所在加盟国においてUCITSを運用することを認可されていない場合

2010年法第27条第1項を損なうことなく、管理会社または投資法人（該当する場合）は、完全な申請

書が提出されてから2か月以内に、UCITSの認可が付与されたか否かにつき通知を受けるものとす

る。

(iii) 外国で使用される目論見書等が当該国の証券取引法に基づいてCSSFに提出された場合の事前の意見確

認

CSSFの監督に服する投資信託が定めるルクセンブルグの目論見書は、CSSFの事前のコメントを得る

ために提出することが要求されている。

2005年4月6日付CSSF通達05/177によると、販売用資料については、それが利用される外国の権限ある

当局による監督に服していない場合であっても、コメントを得るためにCSSFに提出する必要はない

ものとされている。ただし、CSSFの監督に服する者および会社は、提供する業務につき誤解を招く

ような勧誘資料を作成せず、また、必要に応じてかかる業務に固有の特定のリスクにつき言及するな

どして、ルクセンブルグ内外の金融界の行為準則を継続的に遵守しなければならない。

これらの文書には、ルクセンブルグの法令により要求される情報に加えて、当該文書が用いられるル

クセンブルグ以外の国において要求されるすべての情報を記載せねばならない。

(iv) 目論見書の記載内容

目論見書（および簡易目論見書（依然として該当する場合））は、提案された投資について投資家が

情報を得た上で判断を行うことができるようにするための必要な情報、特に、投資に付随するリスク

に関する情報を含むものでなければならない。目論見書は、投資する商品のいかんにかかわらず、投

資信託のリスク概要について明瞭かつ分かりやすい説明をしなければならない。目論見書は、少なく

とも2010年法の別紙IのスケジュールAに記載される情報を含まなければならない。ただし、これらの

情報が当該目論見書に付属する約款または設立文書に既に記載されている場合はこの限りではない。

(v) 誤解を招く表示の禁止

2010年法第153条は、完全な目論見書（および簡易目論見書（依然として該当する場合））の重要な

部分は常に更新されなければならない旨を規定している。
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(vi) 財務状況の報告および監査

1915年法第73条第2項の一部修正により、SICAV は、年次財務書類ならびに承認された法定監査人の

報告書、運用報告書および関連する場合は監査役会の見解を、年次投資主総会の招集通知と同時に登

録受益者に対して送付することを要しない。招集通知には、これらの文書を投資家に提供する場所お

よび実務上の取決めを記載するものとし、各投資家が年次財務書類ならびに承認された法定監査人の

報告書、運用報告書および監査役会の見解（該当する場合）の送付を請求することができる旨を明記

するものとする。

1915年法の規定により、公開有限責任会社の取締役会は、事業年度の貸借対照表および損益計算書が

ルクセンブルグの商業および法人登記所に提出されている旨をメモリアルに公告する義務を負ってい

る。

2010年法第154条は、ルクセンブルグの投資信託が年次報告書に記載される財務情報について、承認

された法定監査人（réviseur d'entreprises agréé）による監査を受けなければならない旨を規定してい

る。承認された法定監査人は、その義務の遂行にあたり、UCIの報告書またはその他の書類における

投資家またはCSSF向けに提供された情報が当該UCIの財務状況および資産・負債を正確に記載してい

ないと確認した場合は、直ちにCSSFに報告する義務を負う。承認された法定監査人はさらに、CSSF

に対して、承認された法定監査人がその職務遂行に当たり知りまたは知るべきすべての事項について

CSSFが要求するすべての情報または文書を提供しなければならない。

2004年1月1日から有効なCSSF通達02/81に基づき、CSSFは、承認された法定監査人（réviseur

d'entreprises agréé）に対し、各UCIについて毎年、前会計年度中のUCIの業務に関するいわゆる「長文

式報告書」を作成するよう求めている。CSSF通達02/81により、承認された法定監査人はかかる長文

式報告書において、UCIの運用（その中央管理事務および保管者を含む。）および（マネーロンダリ

ング防止規則、価格評価規則、リスク管理およびその他特別の管理について）監督手続が整っている

かどうかの評価を行わなければならない。報告書はまた、UCIの受益証券がインターネットにより販

売されるか否かを明記し、また関係する期間における投資家からの苦情も記載しなければならない。

通達では、かかる報告書の目的はUCIの状況を全体的にみることであると述べている。

(vii) 財務報告書の提出

2010年法第155条は、ファンドは年次報告書および半期報告書をCSSFに提出しなければならない旨を

規定する。

2010年法第147条は、CSSFが、UCIに対しその義務の遂行に関する情報の提供を要求することができ

るとともに、当該目的のために、自らまたは任命する者を通じて、UCIの帳簿、会計書類、登録簿そ

の他の記録および書類を検査することができる旨規定している。

IML通達97/136（CSSF通達08/348により改正）に従い、2010年法に基づきルクセンブルグで登録され

ているすべての投資信託は月次および年次の財務書類をCSSFに提出しなければならない。
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(viii) 違反に対する罰則規定

1人または複数の取締役またはルクセンブルグの1915年8月10日法および2010年法に基づき、投資信託

の運用・運営に対して形式を問わず責任を有するその他の者が、同法の規定に違反した場合、禁固刑

および/または、一定の場合には50,000ユーロ以下の罰金刑に処される。

 

2.2.　　　清算

2.2.1.　　投資信託の清算

2010年法は、ルクセンブルグ法に基づいて設立・設定された投資信託の清算に関し、様々な場合を規定

している。

FCPまたはSICAV の存続期間が終了した場合、約款の規定に基づきFCPが終了した場合または投資主総

会決議によって会社型投資信託が解散された場合には、設立文書もしくは規約または適用される法令の

規定に基づいて清算が行われる。

2.2.1.1.　　FCPの強制的・自動的解散

a.　　管理会社または保管受託銀行がその権限を停止し、その後2か月以内に後任が見付からない場合

b.　　管理会社が破産宣告を受けた場合

c.　　連続して6か月を超える期間中、純資産価額が法律で規定されている最低額の4分の1を下回った

場合

（注）純資産価額が法律で要求される最低額の3分の2を下回った場合、自動的には清算されないが、CSSFは清算

を命じることができる。この場合、清算は管理会社によって行われる。

2.2.1.2.　　SICAV については以下の場合には投資主総会に解散の提案がなされなければならない。

a.　　資本金が、法律で規定される資本の最低額の3分の2を下回る場合。この場合、定足数要件はな

く、単純多数決によって決定される。

b.　　資本金が、上記最低額の4分の1を下回る場合。この場合、定足数要件はなく、当該投資信託の解

散の決定は、かかる投資主総会において4分の1の投資口を保有する投資主によって決定される。

2.2.1.3.　　ルクセンブルグ法の下で存続するすべての投資信託は、CSSFによる登録の取消または拒絶およびそれ

に続く裁判所命令があった場合に解散される。

2.2.2.　　　清算の方法

2.2.2.1.　　通常の清算

清算は、通常、次の者により行われる。

a)　FCP

管理会社、または管理会社によってもしくは約款の特別規定（もしあれば）に基づき受益者によっ

て選任された清算人

b)　会社型投資信託

投資主総会によって選任された清算人

清算は、CSSFがこれを監督し、清算人については、監督当局の異議のないことを条件とする（2010年

法第145条第1項）。
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清算人がその就任を拒否し、またはCSSFが提案された清算人の選任を承認しない場合は、地方裁判所

の商事部門が利害関係人またはCSSFの請求により清算人を申請するものとする。

清算の終了時に、受益者または投資主に送金できなかった清算の残高は、原則として、ルクセンブルグ

の国立機関であるCaisse de Consignationに預託され、権限を有する者は同機関において受領することが

できる。

2.2.2.2.　　裁判所の命令による清算

地方裁判所の商事部は、CSSFの請求によって投資信託を解散する場合、2010年法第143条および裁判所

命令に基づく手続に従いCSSFの監督のもとで行為する清算人を選任する。清算業務は、裁判所に清算

人の報告が提出された後裁判所の判決によって終了する。未分配の清算残高は上記2.2.2.1.に記載された

方法で預託される。

 

2.3.　　　税制

2.3.1.　　ファンドの税制

2.3.1.1.　　資本税（droit d’apport）

2002年法第128条および2003年4月14日の大公規則の廃止に従い、2010年法に従う投資信託の設立に際し

ては、資本税は今後課されない。

2.3.1.2.　　年次税（taxe d’abonnement）

2010年法第174条第1項に従い、ルクセンブルグの法律の下に存続する投資信託は、以下の場合を除き純

資産価額に対して年率0.05%の年次税を各四半期末に支払う。

2010年法第174条第2項に従い、以下の投資信託については、年率0.01%に軽減されている。

－　短期金融商品への集団的投資および信用機関への預金を唯一の目的とするルクセンブルグの投資信

託

－　金融機関への預金を唯一の目的とするルクセンブルグの投資信託

－　2010年法に規定された複数のコンパートメントを有するUCIの個別のコンパートメントおよびUCI

内で発行された証券の個別のクラス、または複数のコンパートメントを有するUCIの個別のコン

パートメント内で発行された証券の個別のクラス。ただし、かかるコンパートメントやクラスの証

券は機関投資家によって保有されなければならない。

2010年法第174条における「短期金融商品」の概念は、2010年法第41条の投資制限における概念より広

いものであり、2003年4月14日付大公規則において、譲渡可能証券であるか否かにかかわらず、債券、

譲渡性預金証書（CD）、預託証券およびその他類似のすべての証券を含む一切の債務証券および債務

証書と定義されている。ただし、関係する投資信託による取得時に、当該証券の当初のまたは残存する

満期までの期間が、当該証券に関係する金融商品を考慮した上で、12か月を超えない場合、または当該

証券の要項で、当該証券の金利が少なくとも年に1回市場の状況に応じて調整される旨定められている

場合に限られる。

2010年法第175条はまた、ルクセンブルグの投資信託の資産のうち他のルクセンブルグの投資信託に投

資された部分についておよび以下のタイプの投資信託の個々のコンパートメントについて免税を規定し

ている。

－　その受益証券が機関投資家に保有され、
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－　その専属的目的が短期金融商品への集合的投資および信用機関への預金であり、

－　そのポートフォリオ満期までの加重残余期間が90日を超えず、かつ

－　公認の格付機関から最高の格付けを取得している場合

UCI、そのコンパートメント、その投資口または受益証券の年次税の免除は以下のものに適用されるこ

とを予定している。(i) 2010年法第175条に規定されている企業退職年金のための機関または同様の投資

ビークル、（ただし、該当する年金基金が従業員のため同一グループの一部である場合に限られる。）

および (ii)従業員に年金給付を提供するため自らが保有するファンドに投資する当該グループの会社。

2010年法第175条により以下のUCIも年次税を免除される。

－　主な目的が小規模金融マイクロファイナンス機関への投資であるUCIおよびかかる目的の複数のコ

ンパートメントを有するUCIの個々のコンパートメント、ならびに

－　以下のような複数のコンパートメントを有するUCIおよびかかるUCIの個々のコンパートメント

(i)　　その証券が定期的に営業し、公認され、かつ公開されている一つ以上の証券取引所もしくは

別の規制市場において上場または取引されているもの、および

(ii)　　一つ以上の指数の運用実績を複製することを唯一の目的とするもの。

2.3.2.　　 日本の投資主または受益者の課税関係

現在のルクセンブルグ法のもとにおいては、契約型および会社型の投資信託ともに、投資信託自体また

は投資信託の投資主もしくは受益者が、当該ファンドの投資口または受益証券について、通常の所得

税、キャピタル・ゲイン課税、資産税または相続税を課せられることはない。ただし、当該投資主また

は受益者がルクセンブルグ大公国に住所、居所また恒久的施設を有している場合は、この限りでない。

契約型投資信託または会社型投資信託がその組入証券について受領する配当および利子については、当

該配当の支払国において源泉課税を受けることがある。
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III.　　ルクセンブルグの専門投資信託

 

2007年2月13日、ルクセンブルグ議会は、専門投資信託に関する2007年2月13日法（以下「SIF法」とい

う。）を採択した。

SIF法の目的は、その証券が公衆に販売されない投資信託に関する1991年7月19日法を廃止し、情報に精通

した投資家向けの投資信託のための法律を定めることであった。

SIF法の下で設定されたビークルと2010年法に従うUCIをさらに区別するため、SIF法は、前者を「専門投

資信託」（以下「SIF」という。）と称している。

 

1.　　　範囲

SIF制度は、(i)その証券が一または複数の情報に精通した投資家向けに限定されるUCIおよび(ii)その設立

文書によりSIF制度に服するUCIに適用される。

SIFは、リスク分散原則に従う投資信託であり、それによりUCIとしての適格性も有している。かかる地位

は、特に通達2003/71/EC等の各種欧州通達（いわゆる「目論見書通達」）の適用可能性の有無について重

要性を有する。

SIFは、当該ビークルへの投資に関連するリスクを適切に査定することが可能な情報に精通した投資家向

けのものである。

SIF法では、機関投資家および専門投資家を含む情報に精通した投資家のみならず、その他の情報に精通

した投資家で、情報に精通した投資家の地位を守ることを書面で確約する投資家で、125,000ユーロ以上

の投資を行う投資家か、またはSIFへの投資を適切に評価する専門技術、経験および知識を有することを

証明する、通達2006/48/ECに定める金融機関、通達2004/39/ECに定める投資会社もしくは通達2001/107/EC

に定める管理会社が行った査定の対象となった投資家にまで、範囲を拡大した定義を規定している。かか

る第三カテゴリーの情報に精通した投資家は、洗練された小口投資家または個人投資家がSIFへの投資を

認められることを意味する。

SIF制度に従うためには、当該投資ビークルの設立文書（規約または約款）または募集書類に当該趣旨を

明確に記載してこれを明示しなければならない。そのため、情報に精通した一または複数の投資家向けの

投資ビークルが、必ずしもSIF制度に従うとは限らないことになる。限られた範囲の洗練された投資家に

限定される投資ビークルは、例えば、ルクセンブルグ会社法の一般規則に従い規制されない会社としての

設立を選択することも可能になる。

 

2.　　　投資規則

EU圏外の統一UCIについて定める2010年法パートIIと同様に、SIF法は、SIFが投資できる資産について相

当の柔軟性を認めている。そのため、あらゆる種類の資産に投資しあらゆる種類の投資戦略を追求する

ビークルが、本制度を選択することができる。

SIFはリスク分散原則を遵守する。SIF法は、特別な投資規則または投資制限を規定していない。CSSF

は、個人投資家への販売が可能なUCIよりも低レベルの分散投資を認める可能性がある。個人投資家に販

売することができるUCIに適用されるきめ細かい定量的投資および借入制限ではなく、投資制限に基づく

原則が適用される見込みである。
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3.　　　構造的側面

 

3.1.　　法律上の形態および利用可能な仕組み

3.1.1.　　法律上の形態

SIF法は、特に、契約型投資信託（以下「FCP」という。）および変動資本を有する投資法人（以下

「SICAV 」という。）について言及しているが、SIFが設立される際の基盤となる法律上の形態を制限し

ていない。そのため、これら以外の法律上の形態も可能である。例えば、受託契約に基づくSIFの設立も

可能である。

・　契約型投資信託

特性の要約については、上記II.1.2.1項を参照のこと。

FCPへの投資家は、約款がその可能性を規定している場合にのみ、およびその範囲で議決権を行使するこ

とができる。

・　投資法人（SICAV またはSICAF）

特性の要約については、上記II.1.2.2項を参照のこと。

SIF法に基づき、SICAV は、2010年法に従うSICAV の場合のように有限責任会社である必要はない。

SICAV の形態で設立されるSIFは、SIF法が列挙する会社の形態、すなわち、公開有限責任会社、持分に

より制限されるパートナーシップ、非公開有限責任会社または公開有限責任会社として設立される法人

格を有する共同組合のうち一形態を採用することができる。

SIF法が適用除外を認める場合を除き、投資法人は、1915年法の条項に服する。しかし、SIF法は、SIFに

ついて柔軟な会社組織を提供するためかかる一連の側面に関する規則とは一線を画している。

3.1.2.　　複数クラスの仕組み

SIF法は、特に、複数のコンパートメントを有するSIF（いわゆる「アンブレラ・ファンド」）を設立する

ことができる旨を規定している。

さらに、SIF内またはアンブレラ・ファンドの形態により設立されたSIFのコンパートメント内であって

も、異なるクラスの証券を設定することができる。当該クラスは、特に報酬構造、対象投資家の種類ま

たは分配方針について異なる特徴を持つことがある。

3.1.3.　　資本構造

SIF法の規定により、SIFの最低資本金は1,250,000ユーロである。かかる最低額は、SIFの認可から12か月

以内に達成されなければならない。これに対し、2010年法に従うUCIについては6か月以内である。FCP

に関する場合を除き、かかる最低額とは、純資産額ではなく、発行済資本に支払済の発行プレミアムを

加えた額である。

SIFは、形態の如何を問わず、一部払込済み投資口／受益証券を発行することができる。投資口は、発行

時に1口につき最低5%までの払込みを要する。

上記のように、固定資本または変動資本を有するSIFを設立することができる。さらに、SIFは、その変動

性とは別に、またはその資本に関係なく（買戻しおよび／または申込みについて）オープン・エンド型

またはクローズド・エンド型とすることができる。
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3.2.　　 証券の発行および買戻し

証券の発行および買戻しに係る条件および手続は、2010年法に従うUCIに適用される規則に比べ緩和され

ている。この点について、SIF法の規定により、証券の発行および証券の買戻しまたは償還（該当する場

合）に適用される条件および手続は、さらに厳格な規則を課さずに設立文書において決定される。その

ため、例えば、2010年法に従うSICAV またはFCPの場合のように、発行価格、償還価格または買戻価格が

純資産価格に基づくことを要求されない。したがって、SIF法の下で、SIFは、（例えば、SIFが発行した

ワラントの行使時に）所定の確定した価格で投資口を発行することができ、または（例えば、クローズ

ド・エンド型SIFの場合にディスカウント額を減じるため）純資産価格を下回る価格で投資口を買い戻す

ことができる。同様に、発行価格は、額面金額の一部および発行プレミアムの一部から構成することが

できる。

SIFは、一部払込済投資口を発行することができ、そのため、異なるトランシェの取得は、取得の約定に

より当初申込時に確認された新規投資口の継続取得によってのみならず、一部払込済投資口（当初発行

された投資口の発行価格の残額が分割して払い込まれるもの。）によって行うこともできる。

 

4.　　　規制上の側面

 

4.1.　　慎重な制度

SIFは、CSSFによる恒久的監督に服する規制されたビークルである。しかし、情報に精通した投資家は小

口投資家と同一の保護までは要しないという事実に照らし、SIFは、承認手続および規制当局の要件の両

方について、2010年法に従うUCIの場合に比べやや「軽い」規制上の制度に服する。

2010年法に従うUCIについて、CSSFは、SIFの設立文書、SIFの取締役／マネジャー、中央管理事務代行

会社、保管銀行および承認された法定監査人の選任を承認しなければならない。SIFの存続期間中、設立

文書の修正および取締役または上記の業務提供業者の変更もまた、CSSFの承認を必要とする。

SIF法の規定により、SIFは、規制当局の承認を得る前に設立することができる。ただし、設立された月の

翌月にCSSFに認可申請書が、提出されることを条件とする。これにより、CSSFの承認を得る前にSIFを

設立し、運用を開始することができる。

 

4.2.　　保管受託銀行

UCIと同様に、SIFは、その資産の保管を、ルクセンブルグに登記上の事務所を有する金融機関またはEU

の他の加盟国に登録事務所を有する金融機関のルクセンブルグ支店である保管受託銀行に委託しなけれ

ばならない。資産の保管は、「監督」を意味すると理解されるべきである。すなわち、保管受託銀行

は、常にSIFの資産の投資方法ならびに当該資産が利用できる場所および方法を承知していなければなら

ない。これは、資産の物理的な保管を地域の副保管受託銀行に委ねることを妨げるものではない。
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SIF法は、保管受託銀行に対し、2010年法により課されるファンドの一定の運用に関する追加の監視職務

の遂行を要求していない。こうした保管受託銀行の職務の軽減は、プライム・ブローカーの相当の関与

に照らし、ヘッジ・ファンドとの関連でとりわけ有益であると思われる。

 

4.3.　　承認された法定監査人

SIFの年次財務書類は、十分な専門経験を有するルクセンブルグの承認された法定監査人（réviseur d’

entreprises agréé）による監査を受けなければならない。

 

4.4.　　投資家に提供するべき情報および報告要件

募集書類が作成されなければならない。ただし、SIF法は、かかる書類の内容の最小限度について明確に

定めていない。募集書類の継続的更新は要求されないが、当該書類の必須要素は、新規証券が新規投資

家に対し発行される際に更新されなければならない。

SIFは、監査済年次報告書をその関係期間の終了から6か月以内に公表しなければならない。

SIFは、ルクセンブルグ会社法上の連結決算書作成義務を免除されている。

 

5.　　　 SIFの税制の特徴

SIFについては、0.01%（これに対して、2010年法に基づき存続する大部分のUCIについては、0.05%）の

年次税を課される。かかる税金は、各暦四半期末に評価される純資産総額に基づき決定される。SIF法

は、2010年法と同様の方法により、他のルクセンブルグUCIに投資された資産で年次税が課される部分、

一定のインスティテューショナル・キャッシュ・ファンドおよび年金プール・ファンドについて、年次

税を免除している。

SIFが受領する収益およびSIFによって実現されたキャピタル・ゲインに対しては税金は課されない。
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第４ 【外国投資信託受益証券の様式】

ファンド証券の券面に記載される主な項目は、以下の通りである。

１　表面

ａ　ファンドの名称

ｂ　表象される口数

ｃ　管理会社および保管受託銀行の署名

ｄ　管理会社の登記事務所の住所、登録番号、公開株式会社(Société Anonyme)である旨の表示

ｅ　約款のメモリアルへの掲載に関する情報

 

２　裏面

特記事項なし。
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第５ 【その他】

(1) 目論見書の表紙に図案を採用し、投資運用会社取締役ピーター・タスカ氏の顔写真を表紙に使用することが

ある。また、目論見書の表紙裏に金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項を記載することがある。

(2) 目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見書)」という

名称を使用することがある。

(3) 目論見書に以下の事項を記載する場合がある。

①　目論見書は、金融商品取引法第13条に基づく目論見書である旨

②　購入にあたっては目論見書の内容を十分に読むべき旨

③　ファンドに関するより詳細な情報を含む投資信託説明書(請求目論見書)が必要な場合は、販売会社に請求

すれば当該販売会社を通じて交付される旨

④　投資信託説明書(請求目論見書)は、販売会社のホームページで閲覧、ダウンロードすることができる旨

⑤　ファンドの投資制限の要点だけを述べた旨、および詳細は、請求目論見書または閲覧に供されている有価

証券届出書で見ることができる(EDINETでの開示：WEBサイト(http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/))旨

⑥　ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はない

旨

⑦　交付目論見書に運用実績として最新の数値を記載することがある。
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独立監査報告書
 

アーカス・ジャパン・ロング／ショート・ファンドの受益者各位

ルクセンブルグ大公国 エスペランジユ L-5826

ガスペリッシュ通り 33番

 

我々は、添付の2012年５月31日現在の純資産計算書ならびに投資有価証券およびその他の純資産明細表、同日に

終了した年度についての運用計算書および純資産変動計算書、ならびに重要な会計方針の要約および財務書類に対

するその他の注記で構成されるアーカス・ジャパン・ロング／ショート・ファンドの財務書類を監査した。

 

財務書類に対する管理会社の取締役会の責任

管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法律および規則の要求に準拠して

本財務書類を作成し適正に表示すること、および、不正によるか誤謬によるかを問わず、重要な虚偽記載のない財

務書類の作成および表示に必要であると経営陣が判断する内部統制について責任を負う。

 

公認監査人の責任

我々の責任は、我々の監査に基づきこれらの財務書類に対して意見を表明することである。我々は、ルクセンブ

ルグの金融監督委員会によって適用された国際監査基準に従って監査を実施した。当該基準は、我々が倫理義務を

遵守し、財務書類に重大な虚偽記載がないか否かについての合理的な確証を得るための監査を計画し実施すること

を我々に要求している。

 

監査には、財務書類の金額および開示に関する監査証拠を収集するための手続の実行が含まれる。選択されるこ

の手続は、不正によるか誤謬によるかを問わず、財務書類上の重要な虚偽表示リスクの評価を含む公認監査人の判

断に依拠している。かかるリスク評価において公認監査人は、状況に適合する監査手続を立案するため、事業体の

財務書類の作成および適正表示に関する内部統制について考慮するが、これは事業体の内部統制の有効性について

意見を表明するために行うものではない。監査はまた、管理会社の取締役会が採用した会計原則および行った見積

りの合理性についての評価とともに、財務書類の全体的な表示に関する評価も含んでいる。

我々は、我々が収集した監査証拠が我々の監査意見の基礎となるに十分かつ適切であると確信する。

 

意見

我々は、本財務書類は、2012年５月31日現在のアーカス・ジャパン・ロング／ショート・ファンドの財務状況な

らびに同日に終了した年度についての運用実績および純資産の変動を、ルクセンブルグの法律および規則の要求に

準拠して、真実かつ適正に表示していると認める。

 

その他の事項

年次報告書に含まれる補足情報は、上記基準に従って行われた特定の監査手続の対象ではなく、我々に対する委

任との関連においてのみ検討した。従って、我々は、かかる情報についての意見を表明するものではない。しかし

ながら、我々は、財務書類全体との関連で見た場合、かかる情報に対して特に申し述べる意見はない。

 

アーンスト・アンド・ヤング

ソシエテ・アノニム

公認監査法人

 

イザベル・ニックス

ルクセンブルグ、2012年９月26日
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ARCUS JAPAN LONG/SHORT FUND
 

 

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
 

To the Unitholders of
ARCUS JAPAN LONG/SHORT FUND
33, rue de Gasperich
L-5826 Hespérange,
Grand Duchy of Luxembourg

 
We haveaudited the accompanying financial statements of
ARCUS JAPAN LONG/SHORT FUND,which comprise the
statement of net assets and the statement of investments in
securities and other netassets as at May31,
2012 and the statement of operations and changes in net
assets for the year then ended and a summary of significant
accounting policies and otherexplanatory notes to the
financial statements.
 
Board of Directors of the Management Company’s
responsibility for the financial statements
 
The Boardof Directors of the Management Company is
responsible for the preparation and fair presentation of these
financial statements in accordance withLuxembourg legal
and regulatory requirements relating to the preparation and
presentation of the financial statements and for such internal
controlas the Boardof Directors of the Management
Company determines is necessary to enable the preparation
and presentation of financial statements that are free from
material misstatement, whether due to fraudor error.
 
Responsibility of the “réviseur d’entreprises agréé”
 
Our responsibility is to express an opinion on these financial
statements basedon our audit. We conducted our audit in
accordance with International Standards on Auditing as
adoptedfor Luxembourg by the “Commission de
Surveillance du Secteur Financier”. Those standards require
that we comply with ethical requirements and plan and
performthe audit to obtain reasonable assurance about
whether the financial statements are free from material
misstatement.
 
An auditinvolves performing procedures to obtain audit
evidence about the amountsand disclosures in the financial
statements. The procedures selected depend on the
judgement of the “réviseur d’entreprises agréé”, including
the assessment of the risks of material misstatement of
thefinancial statements, whetherdue to fraud or error. In
making those risk assessments, the “réviseur d’entreprises
agréé” considers internal control relevant to the entity’s
preparation and fair presentation of thefinancial statements
in order to design audit procedures thatare appropriate in the
circumstances, but not for the purpose of expressing an
opinion on the effectiveness of theentity’s internal control.

An auditalso includes evaluating the appropriateness of
accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates made by theBoard of Directors of the
Management Company, as well as evaluating the overall
presentation of thefinancial statements.
 
We believethat the auditevidence we have obtained is
sufficient and appropriate to provide a basis for our audit
opinion.
 
Opinion
 
In our opinion, these financial statements give a true and fair
view of the financial position of ARCUS JAPAN
LONG/SHORT FUNDas of May 31, 2012,and of the results
of its operations and changes in its netassets for the year then
ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory
requirements relating to the preparation and presentation of
the financial statements.
 
Other matter
 
Supplementary information included in the annualreport has
been reviewed in the context of our mandatebut has not been
subject to specific auditprocedures carried out in accordance
with the standards described above. Consequently, we
expressno opinion on such information. However, we have
no observation to make concerning such information in the
contextof the financial statements taken as a whole.
 
 
ERNST & YOUNG Société Anonyme
Cabinet de révision agréé
 
Isabelle Nicks
 
 
 
 
 
 
 
 
Luxembourg, September 26,2012

 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保
管している。
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独立監査報告書
 

アーカス・ジャパン・ロング／ショート・ファンドの受益者各位

ルクセンブルグ大公国 エスペランジユ L-5826

ガスペリッシュ通り 33番

 

我々は、添付の2013年５月31日現在の純資産計算書ならびに投資有価証券およびその他の純資産明細表、同日に

終了した年度についての運用計算書および純資産変動計算書、ならびに重要な会計方針の要約および財務書類に対

するその他の注記で構成されるアーカス・ジャパン・ロング／ショート・ファンドの財務書類を監査した。
 

財務書類に対する管理会社の取締役会の責任

管理会社の取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法律および規則の要求に準拠して

本財務書類を作成し適正に表示すること、および、不正によるか誤謬によるかを問わず、重要な虚偽記載のない財

務書類の作成および表示に必要であると経営陣が判断する内部統制について責任を負う。
 

公認監査人の責任

我々の責任は、我々の監査に基づきこれらの財務書類に対して意見を表明することである。我々は、ルクセンブ

ルグの金融監督委員会によって適用された国際監査基準に従って監査を実施した。当該基準は、我々が倫理義務を

遵守し、財務書類に重大な虚偽記載がないか否かについての合理的な確証を得るための監査を計画し実施すること

を我々に要求している。
 

監査には、財務書類の金額および開示に関する監査証拠を収集するための手続の実行が含まれる。選択されるこ

の手続は、不正によるか誤謬によるかを問わず、財務書類上の重要な虚偽表示リスクの評価を含む公認監査人の判

断に依拠している。かかるリスク評価において公認監査人は、状況に適合する監査手続を立案するため、事業体の

財務書類の作成および適正表示に関する内部統制について考慮するが、これは事業体の内部統制の有効性について

意見を表明するために行うものではない。
 

監査はまた、管理会社の取締役会が採用した会計原則および行った見積りの合理性についての評価とともに、財

務書類の全体的な表示に関する評価も含んでいる。
 

我々は、我々が収集した監査証拠が我々の監査意見の基礎となるに十分かつ適切であると確信する。
 

意見

我々は、本財務書類は、2013年５月31日現在のアーカス・ジャパン・ロング／ショート・ファンドの財務状況な

らびに同日に終了した年度についての運用実績および純資産の変動を、ルクセンブルグの法律および規則の要求に

準拠して、真実かつ適正に表示していると認める。
 

その他の事項

年次報告書に含まれる補足情報は、上記基準に従って行われた特定の監査手続の対象ではなく、我々に対する委

任との関連においてのみ検討した。従って、我々は、かかる情報についての意見を表明するものではない。しかし

ながら、我々は、財務書類全体との関連で見た場合、かかる情報に対して特に申し述べる意見はない。
 

アーンスト・アンド・ヤング

ソシエテ・アノニム

公認監査法人
 

イザベル・ニックス
 

 

ルクセンブルグ、2013年９月12日
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ARCUS JAPAN LONG/SHORT FUND
 

 

 

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
 

To the Unitholders of
ARCUS JAPAN LONG/SHORT FUND
33, rue de Gasperich
L-5826 Hespérange,
Grand Duchyof Luxembourg

 

We have audited the accompanying financial statements of ARCUS JAPAN LONG/SHORT FUND, which comprise
the statement of net assets and the statement of investments in securities and other net assets as at May 31, 2013 and
the statement of operations and changes in net assets for the year then ended and a summary of significant accounting
policies and other explanatory notes to the financial statements.
 

Board of Directors of the Management Company’s responsibility for the financial statements
 

The Board of Directors of the Management Company is responsible for the preparation and fair presentation of these
financial statements in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and
presentation of the financial statements and for such internal control as the Board of Directors of the Management
Company determines is necessary to enable the preparation and presentation of financial statements that are free from
material misstatement, whether due to fraud or error.
 

Responsibility of the “réviseur d’entreprises agréé”
 

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in
accordance with International Standards on Auditing as adopted for Luxembourg by the “Commission de Surveillance
du Secteur Financier”. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the
audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.
 

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial
statements. The procedures selected depend on the judgement of the “réviseur d’entreprises agréé”, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making
those risk assessments, the “réviseur d’entreprises agréé” considers internal control relevant to the entity’s preparation
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the
circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control.
 

An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates made by the Board of Directors of the Management Company, as well as evaluating the overall presentation
of the financial statements.
 

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit
opinion.
 

Opinion
 

In our opinion, these financial statements give a true and fair view of the financial position of ARCUS JAPAN
LONG/SHORT FUND as of May 31, 2013,  and of the results of its operations and changes in its netassets for the year
then ended in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and
presentation of the financial statements.
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Other matter
 

Supplementary information included in the annual report has been reviewed in the context of our mandate but has not
been subject to specific audit procedures carried out in accordance with the standards described above. Consequently,
we express no opinion on such information. However, we have no observation to make concerning such information
in the context of the financial statements taken as a whole.
 

ERNST & YOUNG
Société Anonyme
Cabinet de révision agréé

 

Isabelle Nicks
 

 

Luxembourg, September 12, 2013
 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保

管している。
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ＲＢＳ（ルクセンブルグ）エス・エイ

エスペランジュL－5826　ガスペリッシュ通り33番

株主各位

 

公認監査人報告書
 

 

財務書類に関する報告

2012年４月11日付の株主総会による選任に従い、我々は、添付の2012年12月31日現在の貸借対照表、同日に終了し

た年度の損益計算書、ならびに重要な会計方針の要約およびその他の注記で構成されるＲＢＳ（ルクセンブルグ）

エス・エイの財務書類について監査を行った。

 

財務書類に対する取締役会の責任

取締役会は、財務書類の作成に関するルクセンブルグの法律および規則の要求に従って本財務書類を作成し公正

に表示すること、および、不正によるか誤謬によるかを問わず、重要な虚偽記載のない財務書類の作成に必要であ

ると取締役会が判断する内部統制について責任を負う。

 

公認の監査人の責任

我々の責任は、我々の監査に基づき当該財務書類に対して意見を表明することである。我々は、金融セクター監

督委員会がルクセンブルクで採用した国際監査基準に従って監査を実施した。当該基準は、我々が倫理義務を遵守

し、財務書類に重大な虚偽記載がないか否かについての合理的な確証を得るための監査を計画し実施することを

我々に要求している。

監査には、財務書類の金額および開示に関する監査証拠を収集するための手続の実行が含まれる。選択される当

該手続は、不正によるか誤謬によるかを問わず、財務書類上の重要な虚偽表示リスクの評価を含む、公認の監査人

の判断に依拠している。当該リスク評価において、公認の監査人は、状況に適合する監査手続を設計するため、事

業体の財務書類の作成および公正な表示に関する内部統制について考慮するが、これは事業体の内部統制の有効性

について意見を表明するために行うものではない。監査はまた、取締役会により採用された会計方針の妥当性およ

び行われた会計上の見積りの合理性についての評価とともに、財務書類の全体的な表示に関する評価も含んでい

る。

我々は、我々が収集した監査証拠が我々の監査意見の基礎となるに十分かつ適切であると確信する。

 

意見

　我々は、財務書類は、2012年12月31日現在のＲＢＳ（ルクセンブルグ）エス・エイの財政状態ならびに同日に終

了した年度についての運用実績を、財務書類の作成に関するルクセンブルグの法律および規制の要求に準拠して、

真実かつ公正に表示しているものと認める。

 

その他の法律および規制の要件に関する報告

取締役会が責任を負う経営報告書は、本財務書類と一致している。

 

デロイト・オーディット、公認の監査法人

 

 

〔署　　名〕

ベンジャミン・ラム、公認の監査人

パートナー

 

2013年３月18日
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To the shareholders of

RBS (Luxembourg) S.A.

33, Rue de Gasperich

L-5826 Hesperange

 

REPORT OF THE REVISEUR D’ENTREPRISES AGREE

 

 

Report on the annual accounts

 

Following our appointment by the General Meeting of the Shareholders dated April 11, 2012 we have audited the

accompanying annual accounts of RBS (Luxembourg) S.A., which comprise the balance sheet as at December 31,

2012 and the profit and loss account for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and

other explanatory information.

 

Responsibility of the Board of Directors for the annual accounts

 

The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these annual accounts in

accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation of the annual accounts,

and for such internal control as the Board of Directors determines is necessary to enable the preparation of annual

accounts that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

 

Responsibility of the réviseur d’entreprises agréé

 

Our responsibility is to express an opinion on these annual accounts based on our audit. We conducted our audit in

accordance with International Standards on Auditing as adopted for Luxembourg by the Commission de

Surveillance du Secteur Financier. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and

perform the audit to obtain reasonable assurance whether the annual accounts are free from material misstatement.

 

Au audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the annual

accounts. The procedures selected depend on the réviseur d’entreprises agréé judgement, including the

assessment of the risks of material misstatement of the annual accounts, whether due to fraud or error. In making

those risk assessments, the réviseur d’entreprises agréé considers internal control relevant to the entity’s

preparation and fair presentation of the annual accounts in order to design audit procedures that are appropriate in

the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal

control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of

accounting estimates made by the Board of Directors, as well as evaluating the overall presentation of the annual

accounts.

 

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit
opinion.
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Opinion

 

In our opinion, the annual accounts give a true and fair view of the financial position of RBS (Luxembourg) S.A. as

of December 31, 2012, and of the results of its operations for the year then ended in accordance with Luxembourg

legal and regulatory requirements relating to the preparation of the annual accounts.

 

Report on other legal and regulatory requirements

 

The management report, which is the responsibility of the Board of Directors, is consistent with the annual
accounts.

 

For Deloitte Audit, Cabinet de révision agréé

 

 

Benjamin Lam, Réviseur d’entreprises agréé
Partner

 

 

March 18, 2013

 

 

(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管してい

る。
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